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かった。
　　�その他として「同年代でも患者へ告知する内

容に差がある。家族を介してのコミュニケ－
ションになってしまう時」「仕事との関わり」
「職場との関わり」「妊娠出産」「親との距離
感」「家族対応、緩和、終末期の在り方」等
の自由記載があった。

　②悩んだ時の相談相手（表１）
　　�４群間では差は無く、 上司（65％）・ 同僚

（67％）が多く、12％が後輩をあげていた。
相談できないとしたものも1人いた。

Ⅴ．考察
　小児病棟看護師は妊孕性について成人病棟看護
師や小児科医師に比べて認識が低かった。妊孕性
の知識も不足しているものが多かったため、知識
の習得が必要であると考えられた。また、AYA
世代の発達段階に応じたコミュニケーションは小
児科病棟の医師・看護師が意識していることが多
く、看護師は両病棟とも全員が能力不足や戸惑い
を感じていた。特に成人病棟看護師は発達段階の
知識の不足を感じているため、小児病棟看護師は
10代の親との関わりや羞恥心など思春期にみられ
る特徴を知っている専門職として、成人病棟看護
師などの教育や家族から患児の自立心を引きだす
ことや、医師も含めAYA世代の治療だけでなく
生活をみる視点で環境調整にも多職種連携の中で
積極的に役割を果たしていくことで、AYA世代
の成人病棟への移行の障害を減らすことができる
と考えた。

１．妊孕性に関して
　小児病棟看護師は95％が妊孕性の介入が必要と
考えているが、AYA世代患者の妊孕性について
53％が考えていなかったと答え、現状として95％
が介入されておらず妊孕性の知識も74％が不足し
ていると感じていた。これらは成人病棟看護師よ
りも多かった。
　小児病棟におけるAYA世代とは10代が主であ
り、患者自身が妊孕性について認識していない場
合も多く小児科で入院し治療する期間で妊孕性と
いう問題に直面する機会がほとんどないことがあ

げられるのではないかと考える。そのため、妊孕
性の介入が必要であると感じながらも、「看護師
は、AYA世代がん患者の妊孕性保護について、
役割の一部と自覚していた。しかし、医師がその
役割を担っており、患者からの話がない等の理由
で、積極的な働きかけをしていないことが明らか
になった」（小林，小島，2019）とあるように医
師主導で看護師が積極的に役割を認識していない
可能性が考えられた。
　「思春期を迎えた患者には今後の化学療法の重
要性と性腺機能障害+妊孕性温存（精子凍結保存）
の説明をほぼ同時に行わなければならず、十分な
話し合いの時間がない場合はどうしても前者の方
に重きが置かれてしまう。特に血液腫瘍性疾患で
は診断から治療まで時間的猶予が少ない。」（角
田，古館，日野，2015）と述べられているように、
実際、A病院小児科病棟でも生命を第一に考え、
医療者・家族・患者が治療に臨んでいることが多
いため、晩期合併症、特に妊孕性に関する介入は
遅れる傾向にある。また、先行文献より「妊孕性
に関する希望の聴取や確認は、患者と医師間のみ
で話しが進み、看護師は十分に把握し介入するこ
とができていないことが多い。医師の多忙な業務
の中で、妊孕性に関する説明の重要性は浸透し
てきてはいるもののばらつきがあり、また疾患の
治療を第一義に考える医師に、患者から妊孕性の
希望を切り出すのは時に困難が予想される。」（横
山，海内，山本，2018）ことが言われており、患
者や家族から希望や訴えがあった際に妊孕性に関
して対応していることが多く、事前の情報提供や
医療者間の情報共有が少ない。思春期から前成人
期に生殖能力の低下や妊孕性を喪失することは、
感情的な葛藤を引き起こすだけでなく、アイデン
ティティ形成、社会的な役割の獲得に影響を与え
るため、身体面や精神面だけでなく社会面に与
える影響も非常に大きく（Crawshaw＆Sloper，
2010）、早期の介入が必要であると考えられる。
そのため、患者や家族から希望や訴えに対応する
のではなく、早期から継続的に多職種間で介入で
きるように治療計画の中に組み込んでいくのも解
決策になるかもしれない。
　また、患者が看護師に求める支援ニーズとして
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「”医師の前では緊張したり急かされていると感じ
たりすることがあるため、説明を受けても理解に
つながっていない可能性が有り、医師の説明で不
足している部分をフォローしてほしい””看護師が
最も患者の近くにいる存在で有り本音を言いやす
いため受容的態度で接してほしい」こと（秋月，
2016）が明らかになっており、看護師は患者の妊
孕性に関する情報を把握し、医師と患者間の調整
役を担い、確実で十分な情報提供と意思決定支援
を行う必要性が示唆されている。医師とも協働し
説明の多くの段階で看護師が介入するなど、よ
りAYA世代患者が妊孕性について受け入れやす
い環境を整えることを看護師の役割であると考え
る。
　「看護師は妊孕性保護について学ぶだけでなく、
治療が妊孕性に及ぼす影響や妊孕性喪失が成長発
達に影響することについて、正しい知識を持つこ
とが必要である。それにより、看護師はAYA世
代のがん患者と妊孕性保護について話し合う機会
を増やし、看護師の質を向上することができると
考える」と述べられており（小林，小島，2019）
妊孕性について正しい知識を得ることで、正しく
介入することができ、看護の質向上、AYA世代
の妊孕性保護につながると考える。特に看護師は
専門的な説明を行うことを主とするのではなく、
妊孕性の知識をもとに患者の意思を確認し、家族
や主治医を含めて話す機会を設け、説明後の内容
理解の確認や精神的支援を行うなどの医師・患者
間の橋渡し的存在を担うことがAYA世代がん患
者の診療・看護に貢献できると考える。特に、10
代が主であるAYA世代と関わる小児病棟におけ
る看護師はより積極的な実践が求められていると
考える。

２．コミュニケ－ションに関して
　小児病棟看護師は、AYA世代の発達段階に応
じたコミュニケーションを多くが意識している
が、能力不足や戸惑いを感じていた。コミュニ
ケーションがとれていると思うかは、ほぼ半数に
分かれた。
　小児病棟看護師はコミュニケ－ションを意識し
ているものが多く、血液内科医は有意に意識して

いないものが多かった。成人では自己で医師に相
談し、行動も自立している患者が多く、コミュニ
ケーションを意図して図る場面が少ないと考え
る。また医師に対しては患者側から相談してくる
ため、小児病棟看護師はコミュニケーションを積
極的にとっていると考えられた。
　全体の半数がコミュニケーションをとれている
と感じている一方で、能力不足・戸惑いを感じて
いる医療者が過半数を占めていた。小児科病棟で
は、患者の約８割の患者家族の付き添いが付いて
いる状況で、AYA世代の患者も同様に患者や家
族の希望もあり、付き添っている現状である。そ
のため、患者に質問しても家族が代弁する場面を
多く経験する。先行文献より「移行に関する問題
として、医師との絆の強さや、親の過保護や親子
の密着が、患者の自立心の獲得を引き延ばす」（丹
羽，立野，建部，2002）と述べられているように、
親の意見が強いため患者の本当の思いが引き出せ
ているか悩むことも多い。
　患者とより良いコミュニケーションを図ってい
くためには、患者の自立心を向上できるような関
わりが重要になっていく。小児科病棟では、家族
との関わりが患者の気持ちを引き出す機会になる
こともあるが、医療者・患者ともに家族に依存し
過ぎないようにする必要がある。

３．戸惑いを感じる項目
　「部屋の環境」、「日常生活動作」を両病棟看護
師が挙げていることは、思春期ならではの羞恥心
もあり、性別による日常生活援助の拒否もあるた
めと考えられる。また、小児病棟看護師では「学
習環境」をあげていた点は、AYA世代の支援に
は患者の生活をみる看護師の視点が重要であるこ
とを示唆していると考える。成人病棟看護師では

「コミュニケーションの取り方」が多かったこと
に関しては、「AYA世代がん患者に対する看護師
の臨床経験不足は、AYA世代がん固有の問題や
発達段階についての知識不足、看護実践の自信や
臨床スキル不足を引き起こす原因となっていた。
このような現象に対し、看護基礎教育終了後の看
護師への教育的介入の必要性が認識できた」と述
べられているように、小児病棟看護師だけではな
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く、成人病棟看護師も含めAYA世代に関わる看
護師に知識や技術の教育機会の確保が必要である
と考えられる。また、困った際の相談相手は上司
や同僚が多くを占めていたため、AYA世代と関
わる看護師を職場でのon the job training体制の
構築も重要であると考える。

Ⅵ．本研究の限界と今後の課題
　本研究の限界として、回収率が小児病棟に比べ
成人病棟は低かったことが挙げられるが、成人病
棟では回答者全員がAYA世代に関わっており関
心のあるものが回答しており、傾向を検討するこ
とができると考えた。
　A病院小児科病棟では、小児加算を算定してお
り、15歳未満の患者もしくは20歳以下の小児慢性
特定疾患患者が入院している。入院治療を終え、
外来フォロー中に小児科から血液膠原病内科へ転
科することが多く、入院中に移行支援に関わる機
会が少ない現状がある。今後は、患者の移行支援
がスムーズに行われるように、入院中から小児科
病棟と成人病棟との連携を図り、研修会やカン
ファレンスを企画するなどの体制づくりが必要で
ある。また、1施設の調査であり、看護職の教育
体制など違いがあり、一般化するには更なる検討
が必要である。
　また、AYA世代をおおむね15歳から29歳とし
たが、幅が広く学生から社会人まで含んでしまっ
たため、学生と社会人など回答者が想定した患者
が異なっていた可能性があり、対象者を絞ること
でより明確になる可能性がある。また、今回明ら
かになった教育介入、妊孕性への看護職の関わり
を実践することでの変化についても検討していく
必要がある。

Ⅶ．結論
１�．小児病棟看護師は成人病棟看護師よりも妊孕
性の知識も不足していると感じていたため、学
習機会の確保が必要である。

２�．過半数の医療者がコミュニケ－ションを取る
中で戸惑いを感じていて、特に成人病棟看護師
で発達段階の知識の不足を含め、学習機会の確
保が必要である。

３�．小児病棟看護師は、親との関わりや羞恥心な
ど思春期にみられる特徴を知っている専門職と
して看護職だからこそできる支援を多職種連携
の中で果たしていくことが求められる。

　第18回日本小児がん看護学会学術集会で発表し
た内容をもとに加筆修正を行ったものである。本
内容に関して開示すべきCOI関係はない。
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研究報告

化学療法を受ける思春期の子どもへの倦怠感に対する
症状マネジメントの統合的アプローチを用いた看護介入

Nursing intervention using an integrated approach to symptom management  
for fatigue in adolescents receiving chemotherapy

志藤　千晴　Chiharu SHITO

元　神戸女子大学 看護学部�
The Faculty of Nursing at Kobe Women’s University

要　旨
　化学療法を受ける子ども達の多くが倦怠感を体験している。本研究は、倦怠感に伴う子どもの体験を理解し、
苦痛症状である倦怠感を軽減する方略について子どもと共に見つけ、セルフケア行動をとることができるよう看
護介入を行い、ケアの有効性を検討することを目的とした。成人において有用性が認められている症状マネジメ
ントの統合的アプローチ、The Integrated Approach to Symptom Management（以下、IASMとする）を基盤に、
3名の研究協力者に事例介入研究を行った。その結果、思春期の子どもにおいても症状体験やその意味を理解す
ることができ、症状への対処行動をとることにより、症状の緩和につながることが明らかとなった。このように、
発達途中で個人差の大きい思春期の子どものセルフケア能力を踏まえながら、症状マネジメントの方略を共に考
え看護援助することにより、症状の増悪を防ぎ、QOLの向上に繋がると考える。

Abstract
　　Most adolescents receiving chemotherapy experience fatigue. This study aimed to gain an 
understanding of adolescentsʼ experiences associated with fatigue, find a strategy for relieving the symptoms 
of fatigue together with the patient, and consider the effectiveness of care using nursing interventions that 
enable self-care behaviors. We carried out a case intervention research with three research participants 
based on the integrated approach to symptom management (IASM), which has been shown to be effective 
with adults. Our results provided an understanding of the symptoms experienced by adolescents and 
their significance, and revealed that taking actions to treat symptoms leads to symptom relief. We believe 
that providing nursing care using a symptom management strategy that focuses on the self-care ability 
of adolescents—who are in a stage of development that is often characterized by significant interpersonal 
differences—will prevent the exacerbation of symptoms and lead to an improved quality of life.

キーワード：倦怠感、小児がん、思春期、症状マネジメント統合的アプローチ、セルフケア

Key words：pediatric cancer, adolescent, IASM, fatigue, self-care
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Ⅰ．はじめに
　小児がんの子ども達は、繰り返し行う化学療法
により様々な副作用症状を体験し、成人同様に強
い苦痛を感じている。がん治療の副作用の中で、
高頻度に出現する症状の一つとして倦怠感が知ら
れており、化学療法患者では80％以上、放射線療
法患者では90％以上が経験するとの報告もある

（Hofman et al, 2007）。倦怠感の原因としては、
がんそのものによる一次性倦怠感と、貧血、感染、
薬剤等に関連する二次性倦怠感とに分類される。
一次性、二次性と明らかに区別することは難しい
が「身体がだるい」と表現される倦怠感は、身体
機能を低下させるだけではなく、心理・社会的に
も影響し、患者のQOLを著しく低下する（室田，
2015）。また、倦怠感は言葉にできない感覚と言
われており（平井，2014）、さらに子どもは、成
長発達段階によって認知や言語が発達途上にある
ため、特に低年齢の小児がん患者の場合、体験し
ている症状を伝えたり、表現したりすることが困
難であり、評価が難しい（余谷，2021）ことから、
医療者や他者に伝わらずケアされにくい可能性が
ある。
　小児がんの治療に伴う倦怠感に対する治療薬は
確立しておらず（平井，2016）、薬理的には、東
洋医学的治療の有効性について学会報告がされて
いる。また、非薬理的には、倦怠感の症状マネジ
メントがあり、海外では外来化学療法中の小児が
ん患者へのヨガの効果や呼吸法、漸進的筋弛緩法
の有用性に関する研究が行われている（Zupanec 
et al. 2017; Stein et al. 2019）。一方、国内では、
成人がん患者の倦怠感に対するアロマセラピーや
呼吸訓練法、ウォーキング等の看護介入の効果を
検証する研究（新浦ら，2002；室伏ら，2009；宮
脇ら，2011）が行われている。しかし、化学療
法を受ける小児がん患者の倦怠感に関する介入研
究はほぼ見当たらない。そこで今回、化学療法
に伴う倦怠感に対してThe Integrated Approach 
to Symptom Management（以下、IASMとする）
の介入枠組みを使用し、思春期の子どものセルフ
ケア能力に着目した看護介入を行い、ケアの有効
性を検討した結果の一部を報告する。

Ⅱ．研究目的
　本研究は、化学療法に伴い高頻度で出現する子
どもにとって表現し難い症状の一つである倦怠感
に対して、IASMの介入枠組みを使用し、倦怠感
に伴う子どもの体験を理解することに加えて、苦
痛症状の倦怠感を軽減する方略を子どもと共に見
つけ、看護介入を行い、ケアの有効性を検討する
ことを目的とする。

Ⅲ．用語の定義
　化学療法に伴う倦怠感とは「化学療法によっ
て、複合的に出現する症状により子どもが身体
的、情緒的、認知的に困難を感じ、日常生活を思
うように行えず、安楽が阻害され不快と感じる主
観的な感覚」と定義した。

Ⅳ．研究方法
１．研究デザイン
　本研究はIASMの概念枠組みを用いた事例介入
研究である。IASMとは、Oremのセルフケア理
論を背景としており、The Model of Symptom 
Management（MSM）を基に、臨床活用を可能
にするために提案されたモデルである。患者自身
の症状の認知や体験、周囲のサポート状況などを
明らかにし、患者のセルフケア能力に応じた個別
的な症状マネジメントの方略を導きだし、看護活
動として「基本的知識・技術・看護サポート」を
提供することに重点を置いたセルフケアアプロー
チを用いる看護モデルである（内布，1998）。

２．研究協力者
　小児専門病院に入院している小児がんの患児3
名を本研究の研究協力者（以下、協力者）とした。
選定条件は、①化学療法に伴う倦怠感を体験して
いる思春期（10－18歳）で、自身が体験している
症状を語ることができる者、②小児がんの初発で
あり、すでに１クール目以降の治療を終えている
こと、この条件を満たし、同意が得られた者（13
－14歳）に対して介入を行った。

３．データ収集期間・施設
　データ収集は2011年９月から11月の約３か月
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間、１施設において行った。

４．データ収集の手順および介入プロセス
　研究協力施設において、研究者が参加観察を行
い化学療法に伴う倦怠感の体験及びセルフケア能
力等について情報収集を行った。なお、研究者が
不在時の情報は、診療録や病棟看護師から情報を
得た。
　介入プロセスとしては、下記のフェーズ１から
フェーズ３の約１か月間にわたり行った。
フェーズ１：�（介入前期の治療クール）抗がん剤

投与後、骨髄抑制の回復から退院ま
での期間のうち３日間

フェーズ２：�（介入対象の治療クール）フェーズ1
の後、抗がん剤投与が開始された日
から14日間

フェーズ３：�（全ての介入終了後）骨髄抑制が改
善されてから退院までの期間のうち
１日間

１）�フェーズ1【症状体験を理解、基本的知識・
技術の提供】

　子どもの倦怠感による症状体験を聴取する手段

として、片田ら（2002）による「小児における癌
性疼痛緩和方法の開発」の研究の中で使用された

「痛みの履歴書」を参考にして、IASMの評価の
要素である「患者の症状に対する認知」「症状の
評価」「症状に対する反応」および「症状に対す
る対処とその結果」が含まれるように、研究者が

「倦怠感の体験」について変更し作成した「倦怠
感の履歴書」を用いた。倦怠感の履歴書の記入内
容と面談での語りから、症状体験を知り、患者の
症状への対処方法を把握した。知識の提供では、
倦怠感の出現とメカニズムについての説明、すで
に行っている対処方法を把握して、矛盾しない方
法かを確認しながらフィードバックを行った。
２）�フェーズ2【基本的知識・技術の提供、看護

サポート】
　倦怠感の程度を評価できるようなツールとして
Visual Analogue Scale（VAS）を紹介した。倦
怠感が強い場合は、他者に依頼し、助けを求める
際のひとつの手段として提案した。そして、エネ
ルギーの消耗を避け、安静と活動のバランスを取
り、活動における優先順位の選択ができるように
した。自身の倦怠感のレベルや日常における倦怠

図１　症状マネジントのための統合的アプローチ（IASM）の介入枠組み

 

5 
 

と が 有 効 で あ る こ と を 紹 介 し 、 1 日 の 倦 怠 感 に 関 す る 記 録 の 仕 方 を 説 明 し た 。

ま た 、 リ ラ ク ゼ ー シ ョ ン 法 と して マ ッ サ ー ジ （ 足 ・ 手 ） 等 を 行 っ た 。  

3 ） フ ェ ー ズ 3 【 介 入 の 評 価 （ 倦 怠 感 の 状 態 、 Q O L 及 び セ ル フ ケ ア 能 力 の 変 化 ）】  

介 入 評 価 と して 、 倦 怠 感 の 出 現 や 程 度 、 食 事 摂 取 量 、 血 液 デ ー タ 、 睡 眠 状

況 、 体 重 の 変 化 、 生 活 状 況 （ 遊 び 、 学 習 、 ケ ア の 受 け 入 れ ）、 情 緒 ・ 認 知 の

変 化 、 セ ル フ ケ ア の 状 況 な ど、 倦 怠 感 の 記 録 や 患 者 か ら の 聴 取 し た も の を 客

観 的 に 評 価 し た 。  

 

 
図 1 ． 症 状 マ ネ ジメ ン ト の た め の 統 合 的 ア プ ロ ー チ （ I A S M ） の 介 入 枠 組 み  

 

5 ． 分 析 方 法  

研 究 協 力 者 へ の イ ン タ ビ ュ ー の 内 容 を 逐 語 録 に お こ し 、 介 入 期 間 の 研 究 協 力

者 の 言 葉 や 行 動 な ど 参 加 観 察 し た 内 容 お よ び 、 医 療 ス タ ッ フ や 診 療 録 か ら の 情

報 も デ ー タ の 一 部 と し 、 I A S M の 概 念 枠 組 み を 用 い て 1 事 例 ご と に デ ー タ の 整

理 、 分 析 を 行 っ た 。 研 究 の 分 析 過 程 で は 、 看 護 学 領 域 の 教 授 に ス ー パ ー バ イ ズ

と して 指 導 を 受 け 、 分 析 の 妥 当 性 を 確 保 し た 。  

6 ． 倫 理 的 配 慮  
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感のパターンを知り、どのようなときに倦怠感が
増強するのか、日常生活にどのような支障をきた
しているのか、自己にてモニタリングできるよう
な手段として、日記など記録を行うことが有効で
あることを紹介し、１日の倦怠感に関する記録の
仕方を説明した。また、リラクゼーション法とし
てマッサージ（足・手）等を行った。
３）�フェ ーズ3【介入の評価（倦怠感の状態、

QOL及びセルフケア能力の変化）】
　介入評価として、倦怠感の出現や程度、食事摂
取量、血液データ、睡眠状況、体重の変化、生活
状況（遊び、学習、ケアの受け入れ）、情緒・認
知の変化、セルフケアの状況など、倦怠感の記録
や患者からの聴取したものを客観的に評価した。

５．分析方法
　研究協力者へのインタビューの内容を逐語録に
おこし、介入期間の研究協力者の言葉や行動など
参加観察した内容および、医療スタッフや診療録
からの情報もデータの一部とし、IASMの概念枠
組みを用いて１事例ごとにデータの整理、分析を
行った。研究の分析過程では、看護学領域の教授
にスーパーバイズとして指導を受け、分析の妥当
性を確保した。

６．倫理的配慮
　研究協力者および保護者には、研究の目的、研
究方法、介入時の体調の変化に対する対処、研究
参加は任意であり途中で撤回できること、撤回し
た場合でも不利益は生じないこと、結果の公表、
および個人や施設名が特定されないよう匿名化を
することについて、文書と口頭にて説明し書面に
よる同意を得た。なお、本研究は兵庫県立大学看

護学部・地域ケア開発研究所研究倫理委員会の承
認を得て実施した。

Ⅴ．結果
１．研究協力者の概要（表１）

２．各事例の介入内容および結果
１）A氏の介入内容と結果
　（1）倦怠感の症状体験
　A氏は、 治療中に体験する倦怠感を「爆弾テ
ロリストが襲ってくる感じで、えぐり倒される」
と、独特な表現をしており、倦怠感の種類とし
ては「居ても立っても居られない」「気分が悪い」

「イライラする」などの情緒的倦怠感や「ぐた～
としている」「動きたくなくなる」などの身体的
倦怠感を体験していた。A氏は、過去に部活動に
おいて身体の疲れやだるさなどの倦怠感を経験し
ていたが、治療による倦怠感は「今までとは質が
違う」「全く比べものにならない」と、化学療法
による倦怠感と、過去に経験した倦怠感と性質の
違いを認識していた。倦怠感の出現時期は「薬が
入ってから2日にかけて始まり、薬が終わって、
１～５日ぐらいに終わる」「髄注したときに強く
なる」「倦怠感の強さは、日々だんだん消えていっ
たりもするし、めっちゃしんどかったのに突然消
えたりする」と話し、治療中における自身の症状
を観察、把握していた。このように、A氏はこれ
までの倦怠感の症状の変化について、経過を追っ
て説明することができていた。倦怠感の症状が
あることにより「食欲がなくなる」「熟睡できな
い」など、生理的欲求が満たせなくなると語って
おり「ゲームの画面もみたくないし、文字もみた
くない、聞くぐらいしかできない」ことから、普
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研 究 協 力 者 お よ び 保 護 者 に は 、 研 究 の 目 的 、 研 究 方 法 、 介 入 時 の 体 調 の 変 化

に 対 す る 対 処 、 研 究 参 加 は 任 意 で あ り 途 中 で 撤 回 で き る こ と 、 撤 回 し た 場 合 で

も 不 利 益 は 生 じ な い こ と 、 結 果 の 公 表 、 お よ び 個 人 や 施 設 名 が 特 定 さ れ な い よ

う 匿 名 化 を す る こ と に つ い て 、 文 書 と 口 頭 に て 説 明 し 書 面 に よ る 同 意 を 得 た 。

な お 、 本 研 究 は 兵 庫 県 立 ⼤ 学 看 護 学 部 ・ 地 域 ケ ア 開 発 研 究 所 研 究 倫 理 委 員 会 の

承 認 を 得 て 実 施 し た 。  

 

Ⅴ ． 結 果  

1 .  研 究 協 力 者 の 概 要 （ 表 1 ）  

 
 

2 ． 各 事 例 の 介 入 内 容 お よ び 結 果  

1 ） A 氏 の 介 入 内 容 と 結 果  

（ 1 ） 倦 怠 感 の 症 状 体 験  

A 氏 は 、 治 療 中 に 体 験 す る 倦 怠 感 を 「 爆 弾 テ ロ リ ス ト が 襲 って く る 感 じ で 、

え ぐ り 倒 さ れ る 」 と 、 独 特 な 表 現 を して お り 、 倦 怠 感 の 種 類 と して は 「 居 て も

立 っ て も 居 ら れ な い 」「 気 分 が 悪 い 」「 イ ラ イ ラ す る 」 な ど の 情 緒 的 倦 怠 感 や

「 ぐ た 〜 と して い る 」「 動 き た く な く な る 」 な どの 身 体 的 倦 怠 感 を 体 験 して い た 。

A 氏 は 、 過 去 に 部 活 動 に お い て 身 体 の 疲 れ や だ る さ な どの 倦 怠 感 を 経 験 して い

た が 、 治 療 に よ る 倦 怠 感 は 「 今 ま で と は 質 が 違 う 」「 全 く 比 べ も の に な ら な い 」

と 、 化 学 療 法 に よ る 倦 怠 感 と 、 過 去 に 経 験 し た 倦 怠 感 と 性 質 の 違 い を 認 識 して

い た 。 倦 怠 感 の 出 現 時 期 は 「 薬 が 入 って か ら 2 日 に か け て 始 ま り 、 薬 が 終 わ っ

て 、 1 〜 5 日 ぐ ら い に 終 わ る 」「 髄 注 し た と き に 強 く な る 」「 倦 怠 感 の 強 さ は 、

日 々 だ ん だ ん 消 えて い っ た り も す る し 、 め っ ち ゃ し ん ど か っ た の に 突 然 消 え た

り す る 」 と 話 し 、 治 療 中 に お け る 自 身 の 症 状 を 観 察 、 把 握 して い た 。 こ の よ う

に 、 A 氏 は こ れ ま で の 倦 怠 感 の 症 状 の 変 化 に つ い て 、 経 過 を 追 って 説 明 す る こ

と が で き て い た 。 倦 怠 感 の 症 状 が あ る こ と に よ り 「 食 欲 が な く な る 」「 熟 睡 で

事例 年齢 性別 疾患名
治療

プロトコール
介入期間

治療経験
回数

介入時の
治療回数

介入回数
1回30分～1時間程度

A
14歳

中学2年生
男児

急性混合性
白血病

JPLSG
ALL02-ER

約4週間 3クール 4クール目 7回

B
13歳

中学2年生
男児 縦郭腫瘍

JPLSG
ALB-NHL

約4週間 5クール 6クール目 9回

C
14歳

中学2年生
女児

急性リンパ性
白血病

JPLSG
ALL-HR

約4週間 3クール 4クール目 8回

表１　研究協力者の概要
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段なら何気なくできることが困難となる等、コン
トロール感を喪失する体験をしていた。また「今
まで普通にしていたことができなくなる、辛くな
る」と、情緒的な反応が起こっていた。しかし、
このような状態であっても「音楽は聴けないけ
ど、人の話は聞ける」と、自分なりにできること
を見極めており、また症状が強い時は「とにかく
寝る」「体をリラックスさせる、看護師さんやお
母さんに頼んでマッサージをしてもらっている」
ことから、倦怠感に対して積極的に対処し、凌ぎ
易くしていた。
　（2）症状マネジメントの方略
　症状の出現時期より、化学療法に伴う倦怠感
と考えられ、A氏は積極的に対処行動をとってお
り、セルフケア能力が高いと判断した。介入は、
支持・教育レベルと査定し、A氏への介入計画と
して、①倦怠感の症状の機序や増強してしまう要
因についてパンフレットを使用した基本的な知識
を提供、②倦怠感の強さを他者に伝えるVASの
使い方、③1日の倦怠感の記録、④食事に関して
の工夫、⑤リラクゼーションや会話の依頼、⑥A
氏を代償する母親へのマッサージ技術の習得をサ
ポートすることとした。
　（3）症状の結果と評価
　介入前後の倦怠感の変化では、身体面、特に情
緒面での改善が見られた。A氏は、VASを用いて
倦怠感の症状やその強度を伝える中で、相手に伝
わりやすくなったと述べていた。VASや倦怠感
の記録を使用することにより、A氏が倦怠感の症
状を知覚し、客観的に評価する機会となり、倦怠
感の症状や強度を他者へ伝える手段を獲得、体感
したことなどから、症状マネジメントをするうえ
でのセルフケア能力が向上していた。介入後も、
治療中の倦怠感は残存していたが、身体的倦怠感
が軽減し、イライラや文句がなくなるなど、情緒
面に関して、改善が見られた。
２）B氏の介入内容と結果
　（1）倦怠感の症状体験
　B氏は、倦怠感の体験を「きつい」「しんどい」
など、一般的な短文で表現していた。そして、「何
も考えられない」と認知力の低下を感じていた。
また、「やる気を失くす、感情すらなくなってい

た、力がなかった」などの表現から、意欲が減退
しており、さらに、「自分の身体が、自分のから
だではない感じ」と語り、自身の身体に違和感を
認識していた。倦怠感は「薬を入れ始めてから、
2～3週間ほどで、髄注したときに強くなる」と、
出現時期や症状の増強時期について話すことはで
きたが、倦怠感の程度を確認すると「よく覚えて
ないけど、ずっとだるい感じ」と語り、治療中は
倦怠感が常に存在しており、程度を表現するのは
難しいようであった。また、治療中の倦怠感を想
起すると「涙が出てきて辛くなる」と話し、情緒
的な反応により、正確な症状や変化を思い出せ
ず、語ることが難しかった。「嘔気があるとさら
にだるくなる」ことから、治療中に倦怠感が増強
するときに他の症状が影響していた。倦怠感があ
るときは「いくらでも眠れる」と語り、睡眠をと
ることによって「スッキリするときもあるけど、
そうでないときもある」ことから、睡眠をとるこ
とで毎回必ず倦怠感が軽減するわけでもないこと
を体感していた。倦怠感があるときは、「身体の
動きが鈍くなる」といった身体の変化や「感情が
なくなる」といった感情の変化が起こっていた。
治療中は常に倦怠感が存在しており、倦怠感があ
るため眠れないことはなく、むしろ寝ることが一
番楽と認識しており、体感していた。
　（2）症状マネジメントの方略
　B氏は、化学療法による倦怠感が出現しており、
寝ること、身体活動を最小限にするために他者へ
依頼する方略をとっていた。しかし、B氏は倦怠
感の出現機序は理解しておらず、倦怠感の程度に
ついて他者へうまく伝えることができず、苛立ち
や伝えても無駄と考えていた。これらより、介入
は支持・教育レベルと査定し、B氏への介入計画
として、①パンフレットによる倦怠感の知識の提
供、②倦怠感の程度を他者へ伝えるVASの使い
方、③1日の倦怠感の記録、④会話や気分転換、
⑤活動と休息のバランス、⑥睡眠のための薬の効
果的なタイミングを伝えることとした。
　（3）症状の結果と評価
　介入後の倦怠感の変化として、身体面、情緒面
の改善、活動量の増加が見られた。VASを使用
することにより、他者へ伝わったような気がする
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と実感しており、活動と休息のバランスでは、1
日の倦怠感の記録から、倦怠感が軽減していると
実感している日は、他の病室の友人のところへ行
き、ゲームをして過ごす等、自身の体調に合わせ
て活動範囲を拡大していた。
３）C氏の介入内容と結果
　（1）倦怠感の症状体験
　C氏は、「めっちゃしんどかった、とにかくだ
るい」「どろ～んとした感じ」と治療中の倦怠感
を表現し、認識していた。剣道部に所属してお
り、「厳しい剣道の稽古もかなり疲れるけど、そ
れとは違う」と、今までの経験と比較することで、
倦怠感について強調していた。「赤い点滴が入る
ときはしんどくなる、髄注のあとはしんどい」と
表現し、倦怠感の原因として薬剤を挙げていた。

「倦怠感は薬が投与されて３日間は持続し、３日
目が一番しんどくて、その後だんだんましになっ
ていく感じ」や「夜中にしんどくなる、昼間はま
し」と感じており、症状がどのタイミングで出現
して最も強く表れるのはいつか、症状がどのくら
い持続するのかを捉えていた。「寝ることでだる
さがましになることがある」「話をするとまぎれ
る」と対処方法を持っており、「夜トイレが多く
なるから、起きてしまって疲れる」ことから、
症状増強因子についてC氏の中で評価し捉えてい
た。
　（2）症状マネジメントの方略
　倦怠感の方略として「寝る」「横になってゴロ
ゴロする」「ゆっくり動く」など、疲れが増強し
ないような行動をとっていた。「しんどい時は親
に話す」「歯磨きの水の準備を看護師に頼む」な
ど、他者への依頼をしていた。さらに、倦怠感の
ある中でも「好きな雑誌をみる」「人とおしゃべ
りする」など、少しでもしんどさを感じ難くする
実践していた。比較的倦怠感が和らいでいるうち
に保清を行うなど、日常生活の調整をしていた。

「食べないと元気が出ない」と語っており、食事
をしっかり摂取するようにしていたが、嘔気があ
る場合、内服しても治まらないため、自分で吐く
という方略をとっていた。一見、吐くことは体力
を消耗するように感じられるが、C氏にとっては、
嘔気が持続することによる倦怠感の増強が耐え難

く、この方法を選択していた。C氏は、自分なり
に倦怠感への対処行動をとっていたが、倦怠感の
出現機序など知識はなかった。このことより、介
入は支持・教育レベルと査定し、C氏への介入計
画として、①セルフケア能力を向上させるために
倦怠感のパンフレットによる知識の提供、②基本
的技術としてVASの使い方、③1日の倦怠感の記
録、④食事の工夫、⑤会話・リラクゼーション方
法、⑥運動方法を提供することとした。
　（3）症状の結果と評価
　介入後の倦怠感の変化として、身体面、情緒面
の改善、ベッド上でできる運動を取り入れ倦怠感
への対処行動が見られた。VASを使用すること
により、倦怠感の程度が他者に伝わったことを実
感していた。また、１日の倦怠感の記録を記入す
ることで、客観的に倦怠感の症状を捉えることが
できるようになっていた。活動と休息のバランス
を確認しながら、入院前に実施していたベッド上
で行える下肢の屈伸屈曲運動を取り入れ「多少の
筋肉痛はあるが、少し疲れていい」と発言してお
り、適度な運動を取り入れることで、身体的倦怠
感が軽減していた。

Ⅵ．考察
１．思春期による倦怠感の症状体験
　思春期の子ども達は、部活動などで倦怠感の体
験をしていたが、化学療法に伴う倦怠感は、過去
に経験した倦怠感と質が違うと述べており、さら
に、知覚した倦怠感について、持ちうる語彙の限
りに表現しながら語ることができ、過去の対処法
に加えて、新たな方略をもっていた。子ども達の
体験している倦怠感としては、身体的感覚、情緒
的感覚についての語りが多く、認知的感覚につい
ての語りは、先行研究同様にほぼ示されなかった

（平井，2014）。認知的感覚としての倦怠感には、
思考の低下、集中力の低下などがあるが、子ども
たちは、化学療法投与中は、様々な副作用によっ
て苦痛な状態にあるため、普段行っている学習等
ができないことで、認知的感覚とされる倦怠感を
体験しにくいことに加え、表現のしにくさもある
のではないかと考える。
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２．セルフケア能力を引き出す関りについて
　介入により、身体的・情緒的な倦怠感に関して
改善がみられ、セルフケア能力が向上していた。
子ども達による「母さんに頼んでマッサージをし
てもらっている」「しんどい時は親に話す」など
の語りから、家族による日々の面会やサポートに
よって、子どもの本来持っている力を発揮するこ
とにつながっていると考える。寺島（2000）は、
家族や医療者に支えられているという感覚（サ
ポート感）が子どもの自尊感情を高め、子どもの
言う「やる気」に繋がっていると述べている。本
事例のように、子どもが自分に関心が向けられ、
自分の想いを理解してもらえていると実感するこ
とで、子どものセルフケア能力が引き出され、発
揮することにつながっていたことから、思春期に
おいてIASMを使用する際は、家族も含め協働す
ることで、本来持ち備えている子どもの力が発揮
しやすくなるのではないかと考えられる。
　また、体験している倦怠感の症状に対して、研
究者が一方的に方略を提供するだけではなく、子
ども達と対話し、知識を提供した上で一緒に方略
を立て、子ども達が実践したことにより、セルフ
ケア能力の向上につながったと考える。

３．思春期の子どもへのIASMの有用性
　子どもたちは「倦怠感の履歴書」を通して、倦
怠感の症状体験を整理でき、倦怠感の症状体験を
語ることができた。また、研究者が「倦怠感の履
歴書」の記入内容を子ども達と共有し理解を示す
ことで、子ども達との関係性の構築につながった
と考える。荒尾（2002）は、IASMの介入は患者
の言葉の背後にある気持ちや感情を理解している
という共感的姿勢による介入になっているため、
患者は看護者を理解してくれる人と認識して、患
者は語り始めると述べている。今回、思春期の発
達を踏まえた上で、IASMに沿って介入を行った
ことにより、IASMに内在している人が語ってい
るその言葉だけにとどまらず、その背景までも理
解して介入するという要素が、感情を表出しにく
く、自分のことを語るなど、信頼関係を構築する
までに時間がかかるという特性をもつ思春期にも
適していたと考える。

Ⅶ．研究の限界と今後の課題
　本研究では、繰り返される治療の中で生じる倦
怠感などの苦痛症状に対して、症状マネジメント
の方略をもつことで、辛く苦しい状況下でも症状
の増悪を防ぎ、凌ぎ易くなると示唆を得たが、疾
患及びプロトコールも異なっており、症例数も少
ないことから一般化するには限界がある。しか
し、表現し難い倦怠感の症状は高頻度で出現して
いるため、看護師は倦怠感の把握や対応を試み、
子どもの苦痛が軽減されるよう看護介入を行うこ
とが重要と考える。
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小児がんの子どもと家族へのケアの重要性と実践に関する看護師の認識
－『小児がん看護ケアガイドライン2012』の評価と改訂をめざして－

Perceptions of nurses about the importance and nursing practices  
of the care for children with cancer and their families

－ Aiming to evaluate and revise “Nursing Care Guidelines  
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要　旨
　本研究の目的は、『小児がん看護ケアガイドライン2012』で推奨しているケア46項目の重要性および実践の程
度についての看護師の認識から看護の実状を検討するとともに、ガイドラインを評価することである。2016年に
小児がん看護経験５年以上の病棟看護師に質問紙調査を行い、71の回答を得た。病棟におけるケアの重要性およ
び実践の程度について点数化し、統計的処理を行った結果、ケア46項目全てにおいて重要性の認識が高いことが
明らかとなった。しかし、実践の程度の認識は、ケア項目によって違いがあり、きょうだい支援、終末期の家族
ケア・遺族ケア、病気・治療についての説明や支援、長期フォローアップ、外来治療、多職種協働、看護師自身
のメンタルヘルスケアが低かった。ケアの重要性の認識の高さから、ガイドラインのケア内容は、概ね支持され
たと評価するが、実践の程度の認識が低いケアについては、更に具体的で実践的なケアを示すなどガイドライン
の内容の充実を図る必要があることが示唆された。

Abstract
　　This study aims to determine the perceptions of nurses about the importance and nursing practices 
of the 46 care items recommended in the “Nursing Care Guidelines for Children with Cancer and Their 
Families 2012” and to evaluate the guidelines. A questionnaire survey was conducted for nurses with at 
least 5 years of pediatric oncology nursing experience in hospitals providing treatment for children with 
pediatric cancer nationwide in Japan in 2016, and responses were collected from 71 nurses. The responses 
to the questions measuring the perceptions of practices and the importance of the care items were scored 
and averaged, and a Kendall τ test was performed. The nurses perceived that they generally implemented 
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Ⅰ．はじめに
　小児がん医療の進歩により、小児がんの子ど
も（以下、子どもとする）の５年生存率は７割～
８割へと改善してきた（国立がん研究センター，
2023）。しかし、治療中の子どもの苦痛や入院生
活の制限によるストレスは今もなお大きく、終末
期の子どもと家族のQOLに関しては苦痛緩和が
最優先課題であり（名古屋ら，2020）、また、治
療終了後の晩期合併症や社会生活に関する様々な
課題が報告されている（国立がん研究センター，
2021）。
　日本小児がん看護学会は、我が国における小児
がん看護の質の向上を目的に2003年に設立され、
その活動の一環として、子どもの入院環境調査

（竹内ら，2007）、 看護ケアの実施や困難に関す
る調査（三澤ら，2007；三澤ら，2008：小原ら，
2008）を基に、子どもへのケアに関する看護の課
題について検討し、子ども・家族中心ケアを基盤
とする『小児がん看護ケアガイドライン2008』を
開発した。その後、小児がん治療の進歩や子ども
の権利擁護の取り組みが進み『小児がん看護ケア
ガイドライン2012』の改訂では、臨床現場におけ
る実践内容のさらなる充実を目指して、各章の執
筆者として小児がん看護のエキスパートナースに
協力を求めた。
　2006年のがん対策基本法成立後、2012年からの
第2期がん対策推進基本計画に基づき、2013年に
小児がん拠点病院15施設が指定され、小児がん連
携病院との連携など、小児がん医療の充実が期待

され、AYA世代への施策も強化された。日本小
児がん看護学会ケア検討委員会では、臨床現場に
おける「子どもと家族中心ケア」の実践を推進
するために、毎年の学術集会において、“きょう
だい支援”や“療養の場が変わっても子どもや
家族が安心した生活を送るために”などのワーク
ショップを開催してきた。
　子どもと家族の安心で安全な環境を整え、具体
的な日常ケアの実践を進めていくために、小児が
ん看護の標準化を目指した『ガイドライン』の臨
床活用とケアモデルの開発をめざし、今後の小児
がん看護ケアガイドラインの改訂に向けて、本研
究に着手した。

Ⅱ．研究目的
　本研究は、今後のガイドライン改訂をめざし、

『小児がん看護ケアガイドライン2012』（以下、
『ガイドライン2012』とする）で推奨している各
ケア項目の重要性および実践の程度についての看
護師の認識を明らかにし、看護の実状を検討する
とともに、ガイドラインの内容を評価することを
目的とする。

Ⅲ．研究方法
１．対象者
　全国の小児がん看護に携わる小児がん看護経験
５年以上の病棟看護師（師長を除く）を対象者と
した。

all 46 care items of the guidelines. However, there were wide variations in the scope of the practices 
depending on the care items. Care items that were less frequently practiced were sibling care, family 
care at the end of life, bereavement care, truth-telling about diseases and treatments, long-term follow-up, 
outpatient care, interprofessional collaboration, and the mental health care of the nurses themselves. For 
perceptions of the importance of care, nurses perceived all 46 care items as important, showing that the 
care items recommended in the guidelines are appropriate. For the care items that nurses did not perceive 
to be sufficiently implemented, the findings suggest the necessity to elaborate on the content provided in 
the guidelines by presenting more specific and practical details of the care.

キーワード：小児がん、ケアガイドライン、看護師の認識、ケアの実践、ケアの重要性

Key words：‌�children with cancer，nursing care guidelines, nursesʼ perception，nursing practices，
importance of care
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２．研究デザイン
　自記式質問紙による横断研究

３．調査方法
　郵送による自記式質問紙調査を行った。対象施
設は、日本小児血液・がん学会の研修施設を参考
に、小児がん診療を行っている全国108施設を選
定した。108施設の看護部長に文書にて研究の趣
旨を説明するとともに、対象病棟の看護師への調
査依頼書、質問紙および返信封筒の配布を依頼し
た。回収方法は、対象看護師が無記名で回答し各
自で返送する方法をとった。対象者の選定は各施
設の看護部長に委ね、各病棟の小児がん看護経験
５年以上の看護師１名を対象者として選択しても
らった。質問紙は、各施設で対象者となる病棟を
２病棟と想定し、１施設に２部ずつ郵送した。

４．調査期間
　2016年２月22日～３月24日

５．調査内容
　『ガイドライン2012』は12の【章】から成り立っ
ており、合計46の［ケア項目］が示されている。
各章を構成しているケア項目数は、【Ⅰ．入院後
の信頼関係を築く看護師のかかわり】２項目、

【Ⅱ．病気・治療についての子どもへの説明や子
どもと家族への支援】３項目、【Ⅲ．症状マネジ
メント】５項目、【Ⅳ．検査・処置の苦痛の緩和
および安全な検査・処置の実施】７項目、【Ⅴ．
造血細胞移植時のケア】４項目、【Ⅵ．再発時の
ケア】３項目、【Ⅶ．終末期ケア】６項目、【Ⅷ．
退院に向けた支援】４項目、【Ⅸ．外来治療の看
護】３項目、【Ⅹ．長期フォローアップ】２項目、

【Ⅺ．小児がんに携わる看護師のメンタルヘルス】
２項目、【Ⅻ．多職種協働チームにおける看護師
の役割】５項目である。［ケア項目］には、１～
46の通し番号を便宜上つけた。
　この『ガイドライン2012』で推奨しているケア
46項目（以下、ケア46項目とする）について、対
象者には、 病棟における重要性の認識（以下、

〈重要度〉とする）と実践の程度の認識（以下、
〈実践度〉とする）について回答を求めた。〈重要

度〉については「５：非常に重要」、「４：まあ重
要」、「３：どちらでもない」、「２：あまり重要で
ない」、「１：全く重要でない」の５段階、〈実践
度〉については「５：とてもよく行っている」、

「４：よく行っている」、「３：どちらともいえな
い」、「２：あまり行っていない」、「１：全く行っ
ていない」の５段階の選択肢で回答を求めた。
　対象者の所属施設の背景として、病院の種類、
小児がん拠点病院指定の有無、病棟の構成、造血
細胞移植実施の有無、長期フォローアップ体制整
備の有無、外来化学療法実施の有無、多職種カン
ファレンス実施の有無とその内容、看護師に対す
るグリーフケアの内容について尋ねた。

６．倫理的配慮
　対象者には文書にて、研究の目的、研究参加の
自由、結果は統計的に処理され個人が特定されな
いこと、結果を研究目的以外に使用しないこと、
学会等で発表することを伝えた。質問紙は無記名
回答とし、質問紙の返送をもって研究への同意と
した。本研究は、長野県看護大学倫理委員会より
承認を得ている（承認番号2015-24）。

７．分析方法
　分析には分析パッケージSPSS Ver.21を用い、
ケア46項目の〈重要度〉および〈実践度〉を点数
化し、各項目の平均値および標準偏差を求めた。
分析結果については、各項目の平均値や最頻値を
参考にして、平均値４以上を〈重要度〉および

〈実践度〉が高いとし、平均値４未満を〈重要度〉
および〈実践度〉が低いとした。また、〈重要度〉
および〈実践度〉の順位相関関係をみるために
Kendallのτ検定を行った。

Ⅳ．結果
　質問紙は216病棟（108施設、各施設２病棟分）
に配布し、71（回収率：32.9％）の回答が得られ
た。
　ケア46項目の〈重要度〉 のCronbachのαは
0.953、〈実践度〉は0.936であり、高い内的整合性
が示された。
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１．対象者の所属施設の背景について
　表１に対象者の所属施設の背景を示した。病院
の種類は「大学病院」が70.4％を占めており、「小
児がん拠点病院」は33.8%であった。病棟構成は

「小児のみ」が84.5%、「成人との混合」が15.5%で
あった。
　「造血幹細胞移植を行っている」は77.5%、「長
期フォローアップ体制が整っている」は43.7%、

「外来化学療法を行っている」は62.0%であった。
　多職種カンファレンスを行っていると答えたの
は51件で、その開催理由（複数回答）は、「情報
共有や支援内容、治療方針などを合意形成する」

（49件）、「困難事例の問題解決や今後の方向性を
検討する」（43件）、「在宅移行や他院への転院な
ど、 移行後の子どもの生活支援をする」（39件）

などであった。また、多職種カンファレンスにお
いて看護師がどのような役割をとっているかに
ついて（複数回答）は、「開催を働きかける」（34
件）、「ファシリテーターをする」（24件）、「記録
をする」（43件）などがあった。
　子どもが亡くなった後に行われている看護師に
対するグリーフケアの内容（複数回答）は、「デ
スカンファレンスの開催」（50件）、「小児看護専
門看護師によるサポート」（４件）、「臨床心理士
による介入」（４件）、「精神科医による介入」（２
件）、「リエゾンナースによる介入」（２件）であ
り、「特に行っていない」（17件）であった。

２．ケア46項目の〈重要度〉について
　各ケア項目の〈重要度〉の平均値を求めたとこ
ろ（表2-1，2-2）、 全てのケア項目の〈重要度〉
の平均値は４以上であった。最も高いケア項目の
平均値は4.96であり、最も低いケア項目の平均値
は4.23であった。
　全体的にケアの〈重要度〉が高い中でも、〈重
要度〉の下位３項目は【Ⅸ.外来治療の看護】の
全３項目で、［35．安全な外来治療が受けられる
ように、多職種と連携しながら管理や体制整備を
行っている］（4.23±1.597）（以下、ケア項目の後
の括弧内の数値は、平均値±標準偏差を表す）、

［36．外来で治療の副作用に関連した予防や対処
法について子どもや家族と話し合い、子どもと家
族の治療に関連したセルフケアが促進されるよう
支援を行っている］（4.27±1.590）、［37．外来で、
治療を受けている子どもの日常生活への影響をア
セスメントし、必要な支援を提供している］（4.27
±1.590）であった。また、この３項目は〈重要度〉
の標準偏差が大きい上位３項目でもあった。

３．ケア46項目の〈実践度〉について
　各ケア項目の〈実践度〉の平均値を求めたとこ
ろ（表2-1，2-2）、各ケア項目の〈実践度〉には
違いがあり、最も高いケア項目の平均値は4.70、
最も低いケア項目の平均値は2.47であった。
１）〈実践度〉の高いケア項目について
　〈実践度〉の高いケア項目は16項目であった。
　【Ⅰ．入院後の信頼関係を築く看護師のかかわ

小児がん看護学会学会誌vol.18(2023)投稿論文（査読2回目）
小児がんの子どもと家族へのケアの重要性と実践に関する看護師の認識―『小児がん看護ケアガイドライン2012』の評価と改訂をめざして―

表3枚

表1　病棟の背景対象者の所属施設の背景 N＝71

人数 （％）

病院の種類

大学病院 50 (70.4)

小児専門病院 10 (14.1)

総合病院 9 (12.7)

がん専門病院 1 (1.4)

その他 1 (1.4)

小児がん拠点病院の指定

拠点病院 24 (33.8)

それ以外 44 (62.0)

無回答 3 (4.2)

病棟の構成

小児のみ 60 (84.5)

成人との混合 11 (15.5)

病棟で造血幹細胞移植を行っているか

はい 55 (77.5)

いいえ 15 (21.1)

無回答 1 (1.4)

長期フォローアップ体制を整備しているか

はい 31 (43.7)

いいえ 37 (52.1)

無回答 3 (4.2)

外来化学療法を行っているか

はい 44 (62.0)

いいえ 26 (36.6)

無回答 1 (1.4)

多職種によるカンファレンスを行っているか

はい 51 (71.8)

いいえ 11 (15.4)

無回答 9 (12.7)

表１　対象者の所属施設の背景
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り】では［１．子どもと家族の関係性や精神的な
状態を確認しつつ、環境が変化しても子どもと家
族が孤独にならないように配慮している］（平均
値4.17±0.560）と［２．子どもにとって一番安心
できる家族、または家族以外の人は誰か、さらに
その人を支えているのは誰かについての情報を得
て関わっている］（4.18±0.683）の２項目であっ
た。
　【Ⅲ.　症状マネジメント】では［６．治療に伴
う諸症状（口内炎，悪心・嘔吐，下痢・便秘）に
対して、その要因を理解し、子どもの病状の観
察を行い、症状の原因をアセスメントしている］

（4.37±0.541）と［７．治療に伴う諸症状（口内炎，
悪心・嘔吐，下痢・便秘）が子どもの心身に及
ぼす影響を理解し、予防的ケアを実施している］

（4.23±0.637）の２項目であった。
　【Ⅳ．検査・処置の苦痛の緩和および安全な検
査・処置の実施】では［13．痛みを伴う検査処置
には、薬理学的な方法と非薬理学的な方法の両方
を用いて、痛みや不安の軽減を図っている］（4.07
±0.884）と［14．輸血過誤・副作用の予防のた
めに定められた手順があり、それに基づいた実践
が行われている］（4.70±0.595）と［15．中心静
脈カテーテルの感染予防や抜去予防について、
個別の対策が日常的に行われ、外泊や退院予定の
子どもと家族への指導が行われている］（4.59±
0.575）と［16．内服困難がある子どもにおいて
は、子どもや家族と話し合い、その背景をアセス
メントしたり、ケア方法の検討を多職種で行って
いる］（4.06±0.969）の4項目であった。
　【Ⅴ．造血細胞移植時のケア】では［18．子ど
も自身が造血細胞移植について十分に理解し、
納得して治療に参加できるように支援している］

（4.05±0.848）と［21．造血細胞移植時、多職種
が協働して情報交換をしながら、子どもと家族の
支援を行い、日常のケアを提供している］（4.07
±0.813）の２項目であった。
　【Ⅵ．再発時のケア】では［22．再発時には、
再発の事実を伝えるだけでなく、治療の選択や効
果、予後の見通しを伝え、家族の意向を確認して
いる］（4.34±0.740）と［24．再発について説明
した後は、子どもや家族の状況に応じて理解度を

確認したり、補足説明をしたりしながら、気持ち
の揺れに寄り添い、サポートしている］（4.25±
0.699）の２項目であった。
　【Ⅶ．終末期ケア】では［26．終末期にある子
どもの苦痛のアセスメントを適切に行い、苦痛緩
和は第一義的に積極的に行われている］（4.36±
0.799）と［27．終末期にある子どもの苦痛緩和
において、家族も積極的に参加できるように意識
してケアを行っている］（4.06±0.866）の２項目
であった。
　【Ⅷ．退院に向けた支援】では［31．発達段階
に応じて子ども自身が病気や治療を理解し、感染
予防や体調管理などの自己管理ができるように支
援している］（4.17±0.756）と［33．多職種や学
校や地域と連携・調整を行い、円滑な社会復帰を
促進している］（4.07±0.834）の２項目であった。
２）〈実践度〉の低いケア項目について
　〈実践度〉の低いケア項目は30項目であった。
　ケアの〈実践度〉の下位項目には、きょうだい
支援や終末期の家族ケア・遺族ケアに関するケア
が含まれていた。［30.子どもが亡くなった後の遺
族へのケアを行っている］(2.47±1.046）が最も
低く、次いで［4．きょうだいが、入院中の子ど
もの闘病過程にチームの一員として参加できるよ
うに、そのきょうだいに適した内容や方法で、
病気や治療、入院について伝えたり、その後の継
続的なサポートが行われている］（2.66±1.013）、

［29．終末期ケアにおいて、子どもが亡くなった
後の両親やきょうだいへのケアにつながる関わ
りを大切にしている］（2.97±1.142）、［20．きょ
うだいがドナーの場合、きょうだいが思いを話せ
るように関わり、納得して提供し、移植後のフォ
ローに関しても、外来看護師に申し送りなどの支
援ができるようにしている］（3.06±1.085）であっ
た。
　章内全てのケア項目の〈実践度〉が低い章は５
つあり、【Ⅱ．病気・治療についての子どもへの
説明や子どもと家族への支援】、【Ⅸ．外来治療の
看護】、【Ⅹ．長期フォローアップ】、【Ⅺ．小児が
んに携わる看護師のメンタルヘルス】、【Ⅻ．多職
種協働チームにおける看護師の役割】であった。
　ケアの〈実践度〉の低いケア項目と高いケア項
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表2-1　看護師のケア46項目に関する〈重要度：重要性の認識〉と〈実践度：実践の程度の認識〉の平均値および順位相関
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表3枚

表2-1　看護師のケア46項目に関する〈重要度：重要性の認識〉と〈実践度：実践の程度の認識〉の平均値および順位相関

度数 平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差 検定値 有意差

【Ⅰ．入院後の信頼関係を築く看護師のかかわり】

1
子どもと家族の関係性や精神的な状態を確認しつつ、環境が変化しても子どもと家族が孤独にな
らないように配慮している

71 4.89 0.361 71 4.17 0.560 0.260 *

2
子どもにとって一番安心できる家族、または家族以外の人は誰か、さらにその人を支えているの
は誰かについての情報を得て関わっている

71 4.80 0.435 71 4.18 0.683 0.342 **

【Ⅱ．病気・治療についての子どもへの説明や子どもと家族への支援】

3
子どもが主体的に治療や療養生活に参加できるように自分の病気や治療について、その子ども
に適した内容や方法で説明したり、その後の継続的なサポートが行われている

71 4.89 0.361 71 3.92 0.712 0.195

4
きょうだいが、入院中の子どもの闘病過程にチームの一員として参加できるように、そのきょうだ
いに適した内容や方法で、病気や治療、入院について伝えたり、その後の継続的なサポートが行
われている

71 4.56 0.649 71 2.66 1.013 0.137

5
子どもへの病気の説明に関する親の不安や葛藤など複雑な思いを理解し親を支援するとともに、
子どもが自分の病気について知ることについて親と話し合う

71 4.80 0.467 71 3.73 0.827 0.248 *

【Ⅲ.　Symptom management症状マネジメント】

6
治療に伴う諸症状（口内炎，悪心・嘔吐，下痢・便秘）に対して、その要因を理解し、子どもの病状
の観察を行い、症状の原因をアセスメントしている

71 4.87 0.375 71 4.37 0.541 0.318 **

7
治療に伴う諸症状（口内炎，悪心・嘔吐，下痢・便秘）が子どもの心身に及ぼす影響を理解し、予
防的ケアを実施している

71 4.80 0.467 71 4.23 0.637 0.372 **

8
子どもの理解や状態に合わせて、治療内容、症状、予防方法、対応方法について子どもに説明し
ている

71 4.82 0.425 71 3.97 0.845 0.349 **

9
個々の子どもの発達段階や経験に基づいた痛みのアセスメントツールを用いるなどして、子ども
の痛みを適切にとらえるようにしている

71 4.69 0.575 71 3.75 0.874 0.285 **

10
治療に伴う諸症状（口内炎，悪心・嘔吐，下痢・便秘，痛み）に対して子どもの理解や状態に合わ
せて、症状コントロールに子どもと家族が主体的に参加できるような話し合いや継続的な支援を
行っている

71 4.70 0.518 71 3.75 0.840 0.394 **

【Ⅳ.　Procedural pain management検査・処置の苦痛の緩和および安全な検査・処置の実施】

11 71 4.77 0.453 71 3.38 1.047 0.275 *

12 71 4.70 0.571 71 3.55 0.983 0.314 **

13

検査・処置について、それを受ける子どもが具体的にイメージしたり主体的に参加できるようなプ
レパレーションが行われている

子どもの発達段階、過去の経験、子どもの希望やそのときの状況をアセスメントし、検査・処置の
方法を個別に検討している

痛みを伴う検査・処置には、薬理学的な方法と非薬理学的な方法の両方を用いて、痛みや不安
の軽減を図っている

71 4.76 0.572 71 4.07 0.884 0.330 **

14 輸血過誤・副作用の予防のために定められた手順があり、それに基づいた実践が行われている 71 4.90 0.384 71 4.70 0.595 0.539 **

15
中心静脈カテーテルの感染予防や抜去予防について、個別の対策が日常的に行われ、外泊や
退院予定の子どもと家族への指導が行われている

71 4.90 0.345 71 4.59 0.575 0.241 *

16
内服困難がある子どもにおいては、子どもや家族と話し合い、その背景をアセスメントしたり、ケア
方法の検討を多職種で行っている

71 4.80 0.467 71 4.06 0.969 0.614 **

17
一定時間動かないでいることが求められる画像検査において、鎮静をかけるか否かの判断は、
子どもや家族と相談し、総合的にアセスメントして行われている

71 4.66 0.716 71 3.72 1.124 0.524 **

【Ⅴ.　Hematopoietic cell transplantation造血細胞移植時のケア】

18
子ども自身が造血細胞移植について十分に理解し、納得して治療に参加できるように支援してい
る

55 4.91 0.348 55 4.05 0.848 0.297 *

19
造血細胞移植前の治療から、移植中、移植後の合併症、長期フォローアップについて、理解でき
るように説明したり、不安等への対応を継続的に行っている

55 4.84 0.462 55 3.93 0.742 0.197

20
きょうだいがドナーの場合、きょうだいが思いを話せるように関わり、納得して提供し、移植後の
フォローに関しても、外来看護師に申し送りなどの支援ができるようにしている

51 4.71 0.610 51 3.06 1.085 0.064

21
造血細胞移植時、多職種が協働して情報交換をしながら、子どもと家族の支援を行い、日常のケ
アを提供している

55 4.75 0.552 55 4.07 0.813 0.366 **

【Ⅵ.　Relapse再発時のケア】

22
再発時には、再発の事実を伝えるだけでなく、治療の選択や効果、予後の見通しを伝え、家族の
意向を確認している

70 4.96 0.266 70 4.34 0.740 0.191

23
再発時には、今後の治療やケアの方針について、子どもと家族の意思決定支援を行い、その決
定を尊重するようにしている

70 4.90 0.386 70 3.99 1.000 0.276 *

24
再発について説明した後は、子どもや家族の状況に応じて理解度を確認したり、補足説明をした
りしながら、気持ちの揺れに寄り添い、サポートしている

68 4.94 0.293 68 4.25 0.699 0.187

ケア項目
重要度 実践度 kendallτ検定
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表2-2　看護師のケア46項目に関する〈重要度：重要性の認識〉と〈実践度：実践の程度の認識〉の平均値および順位相関（つづき）

小児がん看護学会学会誌vol.18(2023)投稿論文（査読2回目）
小児がんの子どもと家族へのケアの重要性と実践に関する看護師の認識―『小児がん看護ケアガイドライン2012』の評価と改訂をめざして―

表3枚

表2-2　看護師のケア46項目に関する〈重要度：重要性の認識〉と〈実践度：実践の程度の認識〉の平均値および順位相関（つづき）

度数 平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差 検定値 有意差

【Ⅶ.　End-of-life care 終末期ケア】

25
子どもと家族がそれぞれの意向に沿った終末期の治療や生活に関連するさまざまな選択ができ
るように支えるために、多職種チームでのカンファレンスが日常的に行われている

70 4.87 0.448 70 3.73 1.102 0.280 *

26
終末期にある子どもの苦痛のアセスメントを適切に行い、苦痛緩和は第一義的に積極的に行わ
れている

70 4.94 0.289 70 4.36 0.799 0.230 *

27
終末期にある子どもの苦痛緩和において、家族も積極的に参加できるように意識してケアを行っ
ている

70 4.86 0.427 70 4.06 0.866 0.170

28 終末期をどこで過ごすかを、子どもと家族の希望を早期に確認し、希望に応じて対応している 70 4.86 0.427 70 3.86 1.011 0.126

29
終末期ケアにおいて、子どもが亡くなった後の両親やきょうだいへのケアにつながる関わりを大切
にしている

70 4.71 0.640 70 2.97 1.142 0.274 *

30 子どもが亡くなった後の遺族へのケアを行っている 70 4.64 0.703 70 2.47 1.046 0.155

【Ⅷ.　Discharge退院に向けた支援】

31
発達段階に応じて子ども自身が病気や治療を理解し、感染予防や体調管理などの自己管理がで
きるように支援している

71 4.82 0.425 71 4.17 0.756 0.330 **

32
子どもの思いや不安、希望などを把握し、社会生活に向けての心の準備を行うための支援を行っ
ている

71 4.77 0.484 71 3.86 0.915 0.290 **

33 多職種や学校や地域と連携・調整を行い、円滑な社会復帰を促進している 71 4.86 0.389 71 4.07 0.834 0.196

34
家族の思いや不安を理解するとともに、家族が子ども自身の意思を尊重しながら子どもの成長を
見守っていけるよう支援している

71 4.82 0.390 71 3.87 0.893 0.205

【Ⅸ.　Support for outpatients　　　　 外来治療の看護】

35 安全な外来治療が受けられるように、多職種と連携しながら管理や体制整備を行っている 44 4.23 1.597 44 3.18 1.483 0.492 **

36
外来で、治療の副作用に関連した予防や対処法について子どもや家族と話し合い、子どもと家族
の治療に関連したセルフケアが促進されるよう支援を行っている

44 4.27 1.590 44 3.14 1.374 0.431 **

37
外来で、治療を受けている子どもの日常生活への影響をアセスメントし、必要な支援を提供してい
る

44 4.27 1.590 44 3.11 1.434 0.380 **

【Ⅹ.　Long-term follow-up　 長期フォローアップ】

38 診断時から晩期合併症を見据えて、身体問題、精神問題に関する予防的な介入を行っている 35 4.71 0.926 35 3.51 1.173 0.418 **

39
小児がんの長期的影響は原疾患や治療により異なるが、様々なものがあり、リスクにあった受診
が必要であることを子どもや家族へ説明している

35 4.74 0.919 35 3.69 1.231 0.300

【Ⅺ. 小児がんに携わる看護師のメンタルヘルス】

40
新人看護師の特徴を捉え、子どもや家族に共感的理解を示しつつ、ケア提供者としての役割が
果たせるように支援している

71 4.62 0.641 71 3.75 0.712 0.323 **

41 経験豊富な看護師に責任が集中しないように配慮されている、または配慮している 71 4.31 0.821 71 3.11 0.766 0.222 *

【Ⅻ. 多職種協働チームにおける看護師の役割】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

42
看護師は、子どもや家族の一番身近にいる専門職として、ニーズをアセスメントしチームメンバー
に伝えている

71 4.82 0.516 71 3.97 0.755 0.339 **

43 対応が困難な事例では、看護師の判断により、他職種や多職種チームに相談依頼をしている 71 4.73 0.560 71 3.93 0.946 0.298 **

44
緩和ケアチームやNSTなどが病棟に来た場合、看護師として、チームの話合いに参加しケアを検
討している

70 4.74 0.582 70 3.60 1.109 0.144

45 日常の話合いの場では多職種の意見を聞き、看護師自らも発言するなどの役割をしている 71 4.75 0.499 71 3.86 0.975 0.235 *

46
治療の選択など子どもや家族の意思決定の場においては、子どもの権利養護・支援者として子ど
もの気持ちを確認し、子どもの意向や心配等がチームに共有されるようにしている

70 4.77 0.487 70 3.90 0.903 0.206

　〈重要度〉は、「非常に重要：5点」～「全く重要でない：1点」と点数化した □：平均値4以上のものを示す 　　*p<.05　

　〈実践度〉は、「とてもよく行っている：5点」～「全く行っていない：1点」と点数化した　 ■：平均値4未満のものを示す 　**p<.01

ケア項目
重要度 実践度 kendallτ検定
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目が混在し、ケア項目よって〈実践度〉の違いが
大きい章として【終末期ケア】があった。具体的
には、〈実践度〉の高い項目として［26．終末期
にある子どもの苦痛のアセスメントを適切に行
い、苦痛緩和は第一義的に積極的に行われてい
る］（4.36±0.799）や［27．終末期にある子ども
の苦痛緩和において、家族も積極的に参加できる
ように意識してケアを行っている］（4.06±0.866）
がある一方、〈実践度〉 の低い項目として［30．
子どもが亡くなった後の遺族へのケアを行ってい
る］（2.47±1.046）や［29．終末期ケアにおいて、
子どもが亡くなった後の両親やきょうだいへのケ
アにつながる関わりを大切にしている］（2.97±
1.142）があった。
　以上の〈重要度〉と〈実践度〉の平均値の結果
から、〈重要度〉と〈実践度〉がともに高いケア
項目が16項目、〈重要度〉は高いが〈実践度〉は
低いケア項目が30項目であった。

４．�〈重要度〉と〈実践度〉の順位相関関係につ
いて

　各項目の〈重要度〉と〈実践度〉の順位相関関
係をみたところ（表2-1、2-2）、46項目中32項目に
おいて有意差がみられた。これら32項目において、
そのケア項目を重要であると認識している看護師
ほど実践していると認識している（あるいは、実
践していると認識している看護師ほど重要である
と認識している）ことが示された。
　順位相関関係が強い項目をみると、【Ⅳ．検査・
処置の苦痛の緩和および安全な検査・処置の実
施】の３項目が上位３項目であった。そのうち最
も強い相関関係がみられたものは［16．内服困難
がある子どもにおいては、子どもや家族と話し合
い、その背景をアセスメントしたり、ケア方法
の検討を多職種で行っている］（τ=0.614）で、
次いで［14．輸血過誤・副作用の予防のために定
められた手順があり、それに基づいた実践が行
われている］（τ=0.539）、［17．一定時間動かな
いでいることが求められる画像検査において、鎮
静をかけるか否かの判断は、子どもや家族と相談
し、総合的にアセスメントして行われている］（τ
=0.524）であった。

　次いで、【Ⅸ．外来治療の看護】のうち［35．
安全な外来治療が受けられるように、多職種と
連携しながら管理や体制整備を行っている］（τ
=0.492）、［36．外来で、治療の副作用に関連した
予防や対処法について子どもや家族と話し合い、
子どもと家族の治療に関連したセルフケアが促進
されるよう支援を行っている］（τ=0.431）の2項
目の順位相関関係が強かった。

Ⅴ．考察
１．�ケアの〈重要度〉および〈実践度〉からみえ

た小児がん看護の実状
　小児がん看護に携わる看護師は、『ガイドライ
ン2012』で推奨している小児がんの子どもと家族
へのケア46項目全ての〈重要度〉が高いことが明
らかとなった。一方、〈実践度〉はケア項目によっ
て違いがみられ、〈重要度〉と〈実践度〉がとも
に高いケアと、〈重要度〉は高いが〈実践度〉が
低いケアがあることが分かった。
１）〈重要度〉と〈実践度〉がともに高いケア
　（1）治療や処置の安全で確実なケア
　看護師の〈実践度〉が最も高く、〈重要度〉も
高かったケアは、輸血や中心静脈カテーテル管理
などの治療や処置の安全で確実な実施であった。
これらのケアは、小児がんの子どもが日常的に体
験しているケアであり、小児がんの子どもに必要
とされる基本的かつ生命への影響の大きいケアで
ある。看護師は、重要性を認識し、責任を持って
安全かつ確実に治療や処置のケアを実施している
ことが考えられた。
　（2）�発症から終末期までの症状マネジメント

と苦痛緩和
　看護師は、症状マネジメントと苦痛緩和の〈重
要度〉および〈実践度〉がともに高いことが分
かった。筆者らが2006年に行った調査（三澤ら，
2007）でも、日々の症状マネジメントや苦痛の
緩和の実践の程度の認識は高かったが、本研究で
は、終末期における症状マネジメントと苦痛の緩
和の重要性および実践の程度の認識の高さが明ら
かになった。症状マネジメントは、発症から終末
期までのあらゆる時期において小児がん看護に求
められるケアであり、このケアの実践の程度は、
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子どもと家族の生活の質を大きく左右する。看護
師は疾患や治療の特性から多くの症状や苦痛を
体験する小児がんの子どもに対する症状マネジメ
ントを看護師の役割としてとらえ（Collins, et al., 
2000）、日常的に症状マネジメントに取り組んで
いることが考えられた。
　（3）入院初期の精神的ケアと信頼関係づくり
　看護師は、入院生活の初期からの子どもと家族
の精神的ケアの〈重要度〉および〈実践度〉がと
もに高いことが分かった。診断時からの家族の心
理面への援助の必要性が報告されているが（小
代，2021）、本研究においても、子どもと家族の
精神的なケアは、入院初期において優先度の高い
ケアの一つと看護師が認識し、病院でも安心して
生活できるような環境や関係を意識してつくると
ともに、看護師が子どもや家族との援助関係の基
盤を作ることを入院初期に実践していることが考
えられた。
２）〈重要度〉は高いが〈実践度〉が低いケア
　（1）きょうだい支援
　看護師は、入院直後や子どもが亡くなった後、
きょうだいがドナーになった場合などの継続的な
きょうだい支援について、〈重要度〉は高いが、

〈実践度〉は低いことが分かった。きょうだい支
援の課題として、きょうだいが知りたい情報や、
きょうだいが家族と過ごすための支援の不足（塚
原ら，2022）、子どもの入院時（診断時）から、
きょうだいは、さみしさや疎外感など様々な思い
を抱えると言われており（清田，2020）、診断時
からのきょうだい支援の必要性（金子ら，2022）
などが報告されている。また、小児がん拠点病
院の要件として、相談支援の内容にきょうだい支
援が新たに明記された（厚生労働省，2022）。し
かし、2016年の小児がんの子どもの入院環境調査

（竹内ら，2019）によると、きょうだいの面会が
可能な病棟は、10年前の調査（竹内ら，2007）よ
りは増えてきているものの26.3％で十分とは言え
ない。今後のきょうだい支援の浸透のためには、
面会制限についての検討と同時に、面会を制限せ
ざるを得ない中でも、日常的にきょうだいに目を
向け、きょうだいを常にケアの対象として位置づ
けるような看護師の認識の変化が求められると考

える。また、社会資源の活用、多職種の協働によ
るきょうだい支援の実現などが今後の課題として
考えられた。
　（2）終末期の家族ケア・遺族ケア
　看護師は、終末期からの遺族（きょうだいを含
む）ケアにつながる関わりや、子どもが亡くなっ
た後の遺族（きょうだいを含む）へのケアについ
て、〈重要度〉は高いが、〈実践度〉は低いことが
分かった。平田ら（2020）の小児がんのEnd-of-
Life Careの概念分析において、子どもとの死別
後の家族へのグリーフケア・ビリーブメントケア
の提供の重要性が抽出されているが、本研究にお
いても、同様の結果であった。しかし、実践につ
ながらない理由として、子どもの遺族ケアを含む
終末期ケアは多くの難しさを内包しており、看護
師が子どもを看とる経験が少ないことも背景のひ
とつにあると考える。遺族が医療者に期待する支
援の一つとして、死別後のケアが挙げられており

（吉田，2010）、終末期の家族ケア・遺族ケアが小
児がん看護として構築され、家族のニーズに沿っ
たケアの実践につながるように、小児看護専門看
護師などの経験知のある看護師からのケアの伝承
や教育、看護師が終末期ケアについて相談できる
体制づくりなどを進めていくことが大切である。
　（3）病気・治療についての説明や支援
　看護師は、病気・治療についての説明や支援に
おいて、〈重要度〉は高いが、〈実践度〉は低いこ
とが分かった。子どもが自分の病気・治療につい
てその子なりに理解し納得することは、子どもの
権利であり、子ども中心のケアを行う上で欠かせ
ない。子どもが自分の病気・治療についてどこま
で理解し納得しているかは、治療中のみならず、
長期フォローアップ期や再発時・終末期などのケ
アの難しさや実践に影響することが報告されてい
る（石川，2017；水野ら，2021）。また、親は子
どもが病気と前向きに向き合うことを切望しなが
らも、子どもの心の平穏を優先したいと、小児が
んについて伝えることにゆらいでおり（袋田ら，
2019）、親が子どもに小児がんについて伝えるこ
とに難しさを抱えていることを反映しているとも
考えた。子どもの発達段階や病状、タイミング
などその子どもに合った病気・治療の説明や支援
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（伊藤ら，2010）、親の心情を考慮しながら、親と
子どもが病気・治療について話せるようになるた
めの支援など、子どもが治療や療養生活の主体と
なれるような基盤づくりとしても病気・治療につ
いての説明や支援は大切である。
　（4）長期フォローアップ
　看護師は、長期フォローアップに関するケアに
おいて、〈重要度〉は高いが、〈実践度〉は低いこ
とが分かった。本調査では、長期フォローアップ
の体制が整っていない施設が半数以上であったこ
とや、研究の対象者が病棟看護師であったこと
は、その理由の一つと考えられた。治療成績の向
上に伴い、小児がん経験者にとって長期フォロー
アップのニーズは高まっており、国のがん対策に
おいてもその体制の必要性が示されている（竹之
内、2021）。小児がん経験者は成人の700～900人
に一人と言われているが、合併症の課題や成長・
発達する子どものライフイベントにおける課題
もあり（石田，2018）、看護師が入院時（診断時）
から長期フォローアップに関する視点を持つこと
は、子どもの成人移行支援（厚生労働省，2020）
としても大切である。「小児・AYA 世代のがん
の長期フォローアップ体制整備事業」（日本小児
血液・がん学会，2023）なども実施されており、
看護師が長期フォローアップや移行期支援を行う
多職種協働チームの一員として役割が発揮できる
よう、長期フォローアップに関する知識を持ち、
ケアの在り方を検討し実践していくことが大切で
ある。
　（5）外来治療に関するケア
　看護師は、外来治療に関するケアにおいて、

〈重要度〉は高かったものの〈重要度〉全体の中
でみると最も低く、また〈実践度〉は低いことが
分かった。本研究では、外来化学療法を行ってい
ると回答した施設は6割であったという背景や、
研究の対象者が病棟看護師であったことは、その
理由の一つと考えられた。小児がん治療では，退
院後も外来化学療法が継続されることが多く、外
来治療による症状マネジメントの困難を子どもと
家族は抱えていることが報告されている（菅野，
2018）。子どものセルフケア支援において、病棟
看護師が、外来治療を視野に入れながら病棟での

ケアを実践することや、病棟と外来の連携を進め
ることは、ますます求められている。病棟看護師
が、退院後の外来治療を継続している子どもや家
族の体験を知る機会や、外来でのケアに参加でき
る機会など、外来治療に関するケアについて体験
的に理解を深めていくことが大切である。
　（6）看護師自身のメンタルヘルスケア
　看護師は、小児がん看護に携わる看護師自身の
メンタルヘルスケアにおいて、〈重要度〉は高い
が、〈実践度〉は低いことが分かった。看護師は、
子どもと家族の様々な局面を経験する中で、看護
師自身の感情も揺れ動き、時として自身だけでは
対処できないことがあることが、髙橋ら（2014）
の研究でも報告されているが、特に、子どもが亡
くなった時の悲しみは大きい。本研究では、看護
師のグリーフケアを、特に行っていない施設が2
割以上あり、グリーフケアが個人に任されている
現状もみられた。また、約7割の施設が看護師の
グリーフケアを目的としたカンファレンスを開
催していたが、カンファレンスがストレスになっ
ているという報告（山口，2014）や、本研究の
このケア項目の〈実践度〉の低さからも、看護師
が求めているメンタルヘルスケアの実践にはつな
がっていないことも推察された。終末期ケアを行
う看護師は、子どもが亡くなる前後から様々な支
援を求めていることが報告されており（髙橋ら，
2014）、看護師が自身の思いに目を向けられる機
会や教育、スタッフ同士で共有し支え合える関係
や体制づくりを進めていくことが大切である。

２．�『小児がん看護ケアガイドライン2012』の
評価

　小児がん看護に携わる看護師は、『ガイドライ
ン2012』で推奨している小児がんの子どもと家
族へのケア46項目全てに関して、〈重要度〉が高
かったことから、『ガイドライン2012』のケア内
容は概ね支持されたと評価する。ケアの〈実践
度〉にはケア項目によって違いがみられ、重要で
あると認識していても、実践していないと認識し
ているケアがあることが分かった。〈実践度〉が
低いケアに関しては、その理由として何らかの困
難があることが予想される。〈実践度〉が低い、
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きょうだい支援、終末期の家族ケア・遺族ケア、
病気・治療についての説明や支援、長期フォロー
アップ、外来治療、看護師自身のメンタルヘルス
ケアについては、本研究からみえた実状をふま
え、より具体的で実践的なケア内容を示すなど、
ガイドラインの内容の更なる充実を図る必要があ
ると考えた。

Ⅵ．本研究の限界と課題
　本研究結果において、〈重要度〉の結果からは

『ガイドライン2012』の各章におけるケア項目の
重要性が評価され、〈実践度〉の結果からは、小
児がん看護のケアの実践の特徴が見い出された。
しかし、調査対象を病棟看護師としたことから、
病棟看護師からの視点の評価にとどまった結果で
あること、対象の属性に関する質問項目は最小限
としたため、経験年数や施設による認識の違いに
ついて明らかにできなかったことは本研究の課題
である。今回は、質問紙による量的結果であった
ため、ケアの実践に影響する背景や理由について
の検討が十分にできなかった。今後、同時に調査
した自由記述の分析結果を合わせて検討すること
により、ケア実践に影響している背景や理由が明
らかになる可能性があると考えられる。また、本
研究で看護師に尋ねた内容は、ケア場面の看護師
の行為や配慮、アセスメントなどに焦点があたっ
ており、実際にケアを受ける子どもや家族の反応
そのものには焦点があたっていない。このことも
本研究の課題であると考える。

Ⅶ．おわりに
　日本小児がん看護学会では、本研究結果を踏ま
え、〈実践度〉が低い、きょうだい支援、終末期
の家族ケア・遺族ケア、病気・治療についての説
明や支援、長期フォローアップなどについては、
特に、研究者と執筆担当者間で具体的な実践に繋
がる項目立てを検討し、『小児がん看護ケアガイ
ドライン2018』へと改訂した（日本小児がん看護
学会，2019）。
　新たな章としては、近年の小児がん治療・ケ
アにおいて重要課題とされる「抗がん剤曝露対
策」、「AYA世代のがん患者への看護」と、「ケア

モデル」の章を追加した。「ケアモデル」は「子
どもと家族中心ケア」の実践事例として、看護
師が、小児がん看護の専門的な視点を基に、子ど
もや家族の声を聴き、子どもや家族の考えや心情
を想像しながら、多職種とともに課題を共有し、
子どもや家族の気持ちに寄り沿い、コミュニケー
ションを深める全5事例のケアのプロセスが具体
的に示されている。
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Ⅰ．はじめに
　小児がんの治療成績の向上に伴い、小児がん
経験者Childhood Cancer Survivor（以下、CCS）
のQuality of Life（以下、QOL）に晩期合併症が
影響していると報告されている（石田ら，2007）。
妊孕性低下はその内の一つである。日本では2010
年頃よりCCSの妊孕性低下に関する調査がされて
おり（石田ら，2010）、妊孕性低下によるQOL低
下を防ぐために、治療開始前の妊孕性温存療法が
急速に進んでいる（厚生労働科研，2020）。一方
で、妊孕性温存ができないCCSに対する支援も課
題である。日本では妊孕性低下についての現状
や支援の必要性は報告されているが（益子ら，
2011；丸ら，2013；Miyoshi et al.，2013；京盛ら，
2018）、看護支援に関する文献は少なく、支援体
制の確立にむけて動き始めたばかりであることが
わかる。また、小児がん治療や長期フォローアッ
プは海外を参照にしていることが多い（前田，
2004）。そこで、妊孕性低下リスクを抱える小児
がん経験者支援の基礎資料とするために、本研究

では、海外でのCCSの妊孕性低下の現状と支援を
明らかにし、今後の日本での支援について考察す
ることを目的に文献検討を行った。

Ⅱ．研究方法
１．文献検索方法
１）検索方法
　近年の動向を把握するために2010年～2020年9
月時点の文献を、米国国立図書館が提供する文献
データベース「PubMed」、看護系海外論文デー
タベース「CINAHL」にて検索した。キーワード
は、「childhood cancer」「survivor」「fertility ／
gonadal」を用いて絞り込み検索をした（図１）。
検索した結果、PubMed では1,196件、CINAHL 
では107件がヒットした。 その中から、 対象が
CCSで、学術雑誌の原著論文、内容は妊孕性低下
の現状や支援に焦点を当てているもので、以下の
除外条件にあたる文献を除き、絞り込みを行っ
た。それぞれ62件、10件となり、抄録の内容を確
認後共同研究者間で議論し、11件、10件となっ
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た。また、分析対象の候補となった文献の引用文
献で、妊孕性低下の現状や支援を扱っている文献
2件も追加した。共同研究者とともに文献全体を
精読、内容を検討し、20件を対象論文とした。本
文の文献①～⑳は、表１および表２に示す①～⑳
の文献番号である。
２）除外条件
・妊孕性温存に焦点が当たっているもの。
・造血幹細胞移植に限定しているもの。
・内容が日本国内のもの。

２．分析方法
　文献の内容を精読し、調査結果および結論の記
述から、「妊孕性低下の現状や妊孕性低下によっ
てCCSが受ける影響、CCSの支援の現状」につい

て記述している部分を中心にデータとして抽出
した。1つの意味内容に応じてコード化し、意味
が共通したコードをサブカテゴリーとし、さらに
サブカテゴリー同士を関連づけながら抽象度を
高め、カテゴリーとした（岡ら，2020；古川ら，
2020）。分析の過程では、小児看護学の専門家と
英語購読の専門家からスーパーバイズを受けた。
倫理的配慮は、出典を明記し、著作権の侵害をし
ないこととした。

Ⅲ．研究結果
１．研究の動向
１）研究年代、国、筆者の動向
　抽出論文の発表年代は、調査期間の中では2014
年から2020年であった。国は、アメリカ14件、カ

【PubMed】                             【CINAHL】 

                

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

共同研究者間で絞り込みに偏りがあると判断し再考。 
引用文献からの 2 件も追加。 

「childhood cancer」and 
「survivor」and 
「fertility」or「gonadal」 

2010年～2021年 9月 
全文+英語 

107件 

【絞り込み条件】 
・「小児がん経験者」を対象としている。 
・小児がん晩期合併症の妊孕性低下の現状、小児がん経

験者の認識や影響、支援に関する内容を詳細に記述し

た論文である。 
【除外基準】 
・妊孕性温存に焦点が当たっているもの。 
・造血幹細胞移植に限定しているもの。 
・内容が日本国内のもの。 

10 件 

タイトル・抄録から「小児がん経験者の妊孕性低下の現

状と支援」に関する内容が書かれているか検討 

共同研究者とともに文献全体を精読し、内容を検討 10 件 

1196 件 

7 件 

20 件 

10 件 

 11 件 

62 件 10 件 

図１　文献検索過程
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ナダ２件、スウェーデン２件、オランダ１件、ド
イツ１件であった。筆者は、医師15件、看護師４
件、博士課程の学生１件であった（表１）。
２）研究デザインと研究方法
　対象文献の研究デザインは、質的研究が６件、
量的研究が12件、介入研究が２件であった。質的
研究では、個人面談だけでなくフォーカスグルー
プインタビューを用いたものや助成金申請書から
データ抽出したものもあった。量的研究では、対
象者が1,700人を超える大規模なものもあった。
３）研究対象者
　研究対象者は、CCSのみのものが17件（うち男
性に限定したものが２件、女性に限定したものが
４件）、CCSと対象群を比較したものが１件、若
年成人がん経験者も含んだものが１件（女性に
限定）、CCSと親としたものが１件（女性に限定）
であった。
　対象者数は、量的研究は最大で1,749人に及ぶ
もの、質的研究は22人から134人であった。対象
者の調査時年齢は13歳～59歳、挙児に至っていな
い対象者が10件、挙児に至った対象者を含むもの
が３件、記載なしが７件であった。

３．記述内容
　記述内容は、表２に示した７つのカテゴリーに
整理された。以下、【　】はカテゴリー、《　》は
サブカテゴリーで示す。７つのカテゴリーは、

【妊孕性低下についての身体的現状】【不妊治療に
ついての現状】【妊孕性低下が及ぼす影響の現状】

【妊孕性低下の認識についての現状】【小児がん
経験者の子どもをもつことへの思い】【支援への
ニーズ】【支援方法の評価】であった。カテゴリー
別に特徴的な結果を記す。
　【妊孕性低下についての身体的現状】 は、《性
腺機能障害の現状》《妊孕性温存利用率》の２サ
ブカテゴリーで生成された。《性腺機能障害の現
状》では、男性は55.6％、女性は24.3～31％に不
妊が認められていた（文献⑦⑭）。《妊孕性温存利
用率》では、男性31％、女性19％が妊孕性温存
を受けていた（文献⑧⑮）。【不妊治療についての
現状】 は、《不妊治療利用率》《不妊検査率》 の
２サブカテゴリーで生成された。《不妊治療利用

率》では、不妊治療の専門医へ相談したことが
あるCCSは12％で、12カ月以内に妊娠できないと
きには43％のCCSが専門医へ相談し（文献⑬）、
不妊治療を受けたことがあるCCSは15％であった

（文献⑥）。《不妊検査率》では、不妊に対する検
査は48.9％が受けたことがないと回答した（文献
⑨）。【妊孕性低下が及ぼす影響の現状】は、《妊
孕性低下リスクによる心理的影響》《不妊による
財政的影響》《確定した妊孕性低下の影響》の３
サブカテゴリーで生成された。《妊孕性低下リス
クによる心理的影響》《確定した妊孕性低下の影
響》では、子どもを持てなかった場合や不確定・
確定する妊孕性低下は幸福や心理的負担、恋愛関
係、QOL等に影響を及ぼしていることや（文献
①④⑧⑨⑪⑯⑱）、思春期の心理社会的発達の中
断に繋がること（文献④）が明らかにされていた。

《不妊による財政的影響》では、高コストのART
（生殖補助医療技術）導入に対する経済的負担が
かかっていること（文献⑩）が明らかにされてい
た。【妊孕性低下の認識についての現状】は、《妊
孕性低下リスクの告知率・告知時期》《妊孕性低
下に関する認識》《自身の妊孕能力への認識》《不
妊治療についての認識》の４サブカテゴリーで生
成された。《妊孕性低下リスクの告知率・告知時
期》では、不妊リスクの告知を治療前に受けたと
報告しているCCSは36～69％で（文献⑤⑮）、治
療終了時には39％（文献⑤）、長期追跡の受診時
には70～72％であったと報告されている（文献
⑤⑨）。《妊孕性低下に関する認識》では、CCSの
61.9～82.4％は妊孕性低下のリスクが高いと認識
し（文献⑨⑭）、《自身の妊孕能力への認識》では、
治療後の妊孕能力を77.1％のCCSが知らなかった

（文献⑦）。また、CCSの不妊リスクに対する認識
と実際の性腺機能障害との一致は低く、 不一致な
認識を持つほとんどのCCSはリスクを過大評価し
ていた。具体的には、妊孕能力は正常であるにも
関わらず男性19.7％、女性43.6％はリスクがある
と認識していた。一方、リスクを過小評価してい
るCCSもおり、リスクを感じていなかったが、実
際不妊であったCCSが男性16.3％、女性5.3％いた

（文献⑭）。《不妊治療についての認識》では、12
～25歳のCCSは、不妊治療の選択肢に関する知識
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と
ん

ど
が

子
供

を
持

ち
た

い
と

考
え

て
い

た
が

、
大

多
数

は
F

C
を

求
め

て
い

な
か

っ
た

。

研
究

対
象

者

表
１

　
対

象
文

献
一

覧
表
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番
号

*
1

タ
イ

ト
ル

著
者

・
掲

載
誌

発
行

年
*
2
/
国

/
著

者
分

類
研

究
種

類
/

方
法

結
果

詳
細

挙
児

の
有

無

研
究

対
象

者

⑦

F
e
rt

ili
ty

-
re

la
te

d
 K

n
o
w

le
d

g
e
 a

n
d

R
e
p

ro
d

u
c
ti
v
e
 G

o
a
ls

 i
n

C
h

ild
h

o
o
d

 C
a
n

c
e
r 

S
u

rv
iv

o
rs

:
S

h
o
rt

 C
o
m

m
u

n
ic

a
ti
o
n

.

V
 L

e
h

m
a
n

n
,e

ta
l.

H
u

m
a
n

R
e
p

ro
d

u
c
ti
o
n

,3
2

(1
1

),
2

2
5

0
–

2
2

5
3

.

2
0

1
7

ア
メ

リ
カ

医
師

2
0

～
4

0
歳

の
C

C
S

1
0

5
人

／
男

女
両

方
な

し
量

／
横

断
質

問
紙

ほ
と

ん
ど

の
生

存
者

（
7

7
.1

％
）

は
妊

孕
力

を
知

ら
な

か
っ

た
が

、
8

0
％

以
上

は
子

供
を

望
ん

で
い

た
 。

C
C

S
の

3
分

の
2

は
、

親
と

し
て

の
目

標
が

達
成

さ
れ

な
い

ま
ま

で
い

る
と

困
窮

す
る

だ
ろ

う
と

述
べ

た
。

特
に

女
性

、
ま

た
は

パ
ー

ト
ナ

ー
が

い
る

C
C

S
が

そ
う

感
じ

た
。

 3
8

.1
％

が
内

分
泌

の
性

腺
機

能
検

査
の

記
録

が
あ

り
、

そ
の

う
ち

8
2

.5
％

が
妊

孕
能

力
の

状
態

を
知

ら
な

い
と

報
告

し
た

。

⑧

F
e
rt

ili
ty

 i
n

fo
rm

a
ti
o
n

 n
e
e
d

s
 a

n
d

c
o
n

c
e
rn

s
 p

o
s
t-

tr
e
a
tm

e
n

t
c
o
n

tr
ib

u
te

 t
o
 l
o
w

e
re

d
 q

u
a
lit

y 
o
f

lif
e
 a

m
o
n

g
 y

o
u

n
g
 a

d
u

lt
 f

e
m

a
le

c
a
n

c
e
r 

s
u

rv
iv

o
rs

.

C
a
th

e
ri
n

e
B

e
n

e
d

ic
t,
e
t

a
l.S

u
p

p
o
rt

 C
a
re

C
a
n

c
e
r,
2

6
(7

),
2

2
0

9
–
2

2
1

5
.

2
0

1
8

ア
メ

リ
カ

医
師

平
均

3
0

歳
の

C
C

S
3

1
4

人
／

女
性

の
み

指
定

な
し

（
挙

児
あ

り
1

8
％

）

量
／

横
断

質
問

紙

  
3

1
％

は
不

妊
で

あ
り

、
1

9
％

は
F

P
を

受
け

て
い

た
。

全
体

と
し

て
、

Q
O

L
は

比
較

的
高

く
、

出
生

率
の

状
況

、
F

P
経

験
、

社
会

経
済

的
指

標
で

は
、

よ
り

多
く

の
満

た
さ

れ
て

い
な

い
妊

孕
性

情
報

を
求

め
て

い
た

。
生

殖
能

力
の

あ
る

女
性

の
間

で
は

、
Q

O
L
の

低
下

に
生

殖
に

関
す

る
大

き
な

懸
念

が
関

連
し

て
い

た
。

妊
孕

性
温

存
を

し
て

い
な

い
妊

娠
可

能
性

の
あ

る
女

性
の

間
で

は
、

将
来

Q
O

L
の

低
下

に
F

P
に

関
す

る
決

定
の

苦
痛

が
よ

り
大

き
く

な
っ

て
い

た
。

⑨

F
e
rt

ili
ty

-
R

e
la

te
d

 P
e
rc

e
p

ti
o
n

s
a
n

d
 I
m

p
a
c
t 

o
n

 R
o
m

a
n

ti
c

R
e
la

ti
o
n

s
h

ip
s
 A

m
o
n

g
 A

d
u

lt
S

u
rv

iv
o
rs

 o
f 

C
h

ild
h

o
o
d

 C
a
n

c
e
r.

V
ic

k
y 

L
e
h

m
a
n

n
,

e
ta

l.J
o
u

rn
a
l 
o
f

A
d

o
le

s
c
e
n

t 
a
n

d
Y

o
u

n
g
 A

d
u

lt
O

n
c
o
lo

g
y,

7
(4

),
4

0
9

–
4

1
4

.

2
0

1
8

ア
メ

リ
カ

医
師

2
2

〜
4

3
歳

の
C

C
S

 9
2

人
／

男
女

両
方

指
定

な
し

量
／

横
断

質
問

紙

ほ
と

ん
ど

の
C

C
S

（
8

2
.4

％
）

は
、

小
児

が
ん

治
療

に
よ

る
不

妊
症

の
リ

ス
ク

に
つ

い
て

認
識

し
て

い
た

。
 7

0
％

は
個

人
的

に
危

険
に

さ
ら

さ
れ

て
い

る
と

言
わ

れ
た

と
報

告
し

た
が

、
3

分
の

1
未

満
し

か
そ

れ
を

信
じ

て
い

な
か

っ
た

（
2

9
.2

％
）

。
 C

C
S

の
半

数
（

4
8

.9
％

）
は

不
妊

検
査

を
受

け
た

こ
と

は
な

く
、

妊
娠

の
可

能
性

に
つ

い
て

知
ら

な
か

っ
た

。
 出

生
率

に
関

連
す

る
不

確
実

性
と

懸
念

は
、

挙
児

が
な

い
C

C
S

と
第

2
子

以
降

の
子

供
を

希
望

す
る

C
C

S
の

間
で

よ
り

認
識

さ
れ

た
。

 挙
児

が
な

い
C

C
S

の
中

で
、

パ
ー

ト
ナ

ー
と

な
っ

た
者

は
、

受
胎

率
に

つ
い

て
独

身
者

よ
り

も
不

確
実

で
あ

る
と

感
じ

た
。

 1
0

人
の

C
C

S
（

1
0

.9
％

）
は

、
不

妊
が

恋
愛

関
係

に
マ

イ
ナ

ス
の

影
響

を
及

ぼ
し

、
6

人
（

6
.5

％
）

が
肯

定
的

影
響

を
報

告
し

、
7

人
（

7
.6

％
）

が
両

方
を

報
告

し
（

例
：

関
係

へ
の

圧
力

、
喧

嘩
、

別
れ

、
 オ

ー
プ

ン
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

）
。

⑩

“
C

re
a
ti
n

g
 a

 f
a
m

ily
 a

ft
e
r

b
a
tt

lin
g
 c

a
n

c
e
r 

is
 e

x
h

a
u

s
ti
n

g
a
n

d
 m

a
d

d
e
n

in
g
”

: 
E

x
p

lo
ri
n

g
re

a
l-

w
o
rl
d

 e
x
p

e
ri
e
n

c
e
s
 o

f
yo

u
n

g
 a

d
u

lt
 c

a
n

c
e
r 

s
u

rv
iv

o
rs

s
e
e
k
in

g
 f

in
a
n

c
ia

l 
a
s
s
is

ta
n

c
e
 f

o
r

fa
m

ily
-
b

u
ild

in
g
 a

ft
e
r 

tr
e
a
tm

e
n

t.

C
a
th

e
ri
n

e
B

e
n

e
d

ic
t,
 e

t
a
l.P

s
yc

h
o
o
n

c
o
lo

g
y,

 2
7

(1
2

),
2

8
2

9
–
2

8
3

9
.

2
0

1
8

ア
メ

リ
カ

医
師

平
均

3
2

歳
の

C
C

S
4

6
人

な
し

質
／

横
断

助
成

金
申

請
書

か
ら

の
デ

ー
タ

3
つ

の
主

要
な

テ
ー

マ
、

1
.が

ん
体

験
後

の
家

族
の

構
築

に
対

す
る

財
政

的
障

壁
、

2
.パ

ー
ト

ナ
ー

へ
の

影
響

の
自

覚
、

3
.人

生
の

軌
道

の
崩

壊
が

抽
出

さ
れ

た
。

否
定

的
な

感
情

は
蔓

延
し

て
い

た
が

、
親

子
関

係
が

達
成

さ
れ

る
と

い
う

希
望

と
楽

観
主

義
と

バ
ラ

ン
ス

が
取

れ
て

い
た

。
そ

れ
で

も
、

高
い

A
R

T
/
導

入
コ

ス
ト

、
癌

の
経

済
的

影
響

、
サ

ポ
ー

ト
の

限
ら

れ
た

供
給

源
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

、
極

端
な

財
政

的
ス

ト
レ

ス
が

発
生

し
た

。
さ

ら
に

、
こ

れ
ら

の
高

コ
ス

ト
に

直
面

し
て

、
多

く
の

サ
バ

イ
バ

ー
は

、
特

に
カ

ッ
プ

ル
が

親
に

な
る

個
人

的
お

よ
び

社
会

的
期

待
に

応
え

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

た
め

、
パ

ー
ト

ナ
ー

に
負

担
を

か
け

る
こ

と
に

対
す

る
不

安
と

罪
悪

感
を

報
告

し
た

。

⑪
K

n
o
w

le
d

g
e
 a

n
d

 p
e
rc

e
p

ti
o
n

s
 o

f
in

fe
rt

ili
ty

 i
n

 f
e
m

a
le

 c
a
n

c
e
r

s
u

rv
iv

o
rs

 a
n

d
 t

h
e
ir
 p

a
re

n
ts

.

T
a
ry

n
S

a
n

d
h

e
in

ri
c
h

,e
t

a
l.S

u
p

p
o
rt

 C
a
re

C
a
n

c
e
r,
 2

6
(7

),
2

4
3

3
–
2

4
3

9
.

2
0

1
8

ア
メ

リ
カ

看
護

師

1
3

～
1

8
歳

の
 C

C
S

2
6

人
と

親
2

3
人

／
女

性
の

み
な

し

量
／

横
断

質
問

紙

C
C

S
の

8
4

.6
％

は
将

来
の

赤
ち

ゃ
ん

が
欲

し
い

と
あ

っ
た

。
 生

存
者

の
平

均
P

e
d
s
Q

L
ス

コ
ア

は
6

7
.7

（
±

1
5

.3
）

で
あ

っ
た

。
 対

象
女

性
は

平
均

以
上

の
知

識
ス

コ
ア

を
持

っ
て

い
た

が
、

癌
治

療
後

の
生

殖
に

関
す

る
よ

り
多

く
の

情
報

を
欲

っ
し

た
。

 P
e
d

s
Q

L
ス

コ
ア

は
正

常
範

囲
内

に
収

ま
っ

た
が

、
生

存
者

は
不

妊
が

否
定

的
な

感
情

を
引

き
起

こ
す

と
報

告
し

た
。

⑫

K
n

o
w

le
d

g
e
 a

n
d

 B
e
lie

fs
 A

b
o
u

t
O

n
c
o
fe

rt
ili
ty

 a
n

d
 A

s
s
o
c
ia

ti
o
n

s
w

it
h

 Q
u

a
lit

y 
o
f 

L
if
e
 A

m
o
n

g
A

d
o
le

s
c
e
n

t 
a
n

d
 Y

o
u

n
g
 A

d
u

lt
S

u
rv

iv
o
rs

 o
f 

P
e
d

ia
tr

ic
 C

a
n

c
e
r.

J
o
h

n
s
o
n

,
A

n
d

re
a
 C

,e
t

a
l.J

o
u

rn
a
l 
o
f

A
d

o
le

s
c
e
n

t 
a
n

d
Y

o
u

n
g
 A

d
u

lt
O

n
c
o
lo

g
y,

7
(4

),
4

2
4

-
4

2
9

.

2
0

1
8

ア
メ

リ
カ

医
師

1
8

歳
以

下
で

が
ん

と
診

断
さ

れ
、

寛
解

1
年

以
上

の
1

2
～

2
5

歳
の

C
C

S
6

9
人

／
男

女
両

方

な
し

量
／

横
断

質
問

紙

不
妊

治
療

の
選

択
肢

に
関

す
る

知
識

と
認

識
が

か
な

り
低

く
、

参
加

者
は

不
妊

治
療

に
関

す
る

リ
ソ

ー
ス

の
ニ

ー
ズ

が
満

た
さ

れ
て

い
な

い
と

報
告

し
た

。
多

変
量

解
析

で
は

、
Q

O
L

は
、

小
児

が
ん

に
お

け
る

妊
孕

性
の

重
要

性
を

評
価

す
る

認
識

お
よ

び
情

報
ニ

ー
ズ

の
低

さ
と

関
連

し
て

い
た

。
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番
号

*
1

タ
イ

ト
ル

著
者

・
掲

載
誌

発
行

年
*
2
/
国

/
著

者
分

類
研

究
種

類
/

方
法

結
果

詳
細

挙
児

の
有

無

研
究

対
象

者

⑬

R
e
p

ro
d

u
c
ti
v
e
 i
n

te
n

ti
o
n

s
 a

n
d

u
s
e
 o

f 
re

p
ro

d
u

c
ti
v
e
 h

e
a
lt
h

 c
a
re

a
m

o
n

g
 f

e
m

a
le

 s
u

rv
iv

o
rs

 o
f

c
h

ild
h

o
o
d

 c
a
n

c
e
r.

D
ijk

, 
v
a
n

,e
t

a
l.H

u
m

a
n

R
e
p

ro
d

u
c
ti
o
n

,3
3

(6
),
1

1
6

7
-

1
1

7
4

.

2
0

1
8

オ
ラ

ン
ダ

医
師

1
7

4
9

人
の

C
C

S
（

中
央

値
2

8
.7

歳
）

と
1

6
7

3
人

の
対

照
群

／
女

性
の

み
指

定
な

し
量

／
横

断
質

問
紙

子
供

を
持

ち
た

い
と

い
う

願
望

は
C

C
S

群
と

対
照

群
で

差
は

な
か

っ
た

（
そ

れ
ぞ

れ
8

6
％

、
8

9
％

）
。

中
枢

神
経

系
腫

瘍
の

C
C

S
は

子
供

を
望

む
傾

向
が

低
く

、
調

査
時

に
実

子
を

持
た

な
か

っ
た

C
C

S
は

、
対

照
群

（
1

％
）

に
比

べ
て

、
医

学
的

理
由

に
よ

り
子

供
を

望
む

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
（

9
％

）
と

報
告

す
る

傾
向

が
高

か
っ

た
。

不
妊

治
療

の
専

門
家

に
相

談
し

た
こ

と
が

あ
る

C
C

S
は

1
2

％
で

あ
っ

た
の

に
対

し
、

対
照

群
で

は
1

0
％

で
あ

っ
た

。
初

回
受

診
時

の
平

均
年

齢
（

S
D

）
は

C
C

S
で

2
7

.7
歳

（
4

.4
歳

）
、

対
照

群
で

2
9

.9
歳

（
3

.9
歳

）
で

あ
っ

た
。

C
C

S
の

4
3

％
が

妊
娠

を
目

指
し

始
め

て
か

ら
1

2
ヶ

月
以

内
に

不
妊

治
療

の
専

門
家

に
相

談
し

て
い

た
の

に
対

し
、

対
照

群
で

は
2

7
％

で
あ

っ
た

。
不

妊
治

療
の

専
門

家
に

相
談

す
る

際
の

リ
ス

ク
因

子
は

、
腎

腫
瘍

、
白

血
病

、
リ

ン
パ

腫
、

中
枢

神
経

系
腫

瘍
の

既
往

診
断

、
ア

ル
キ

ル
化

化
学

療
法

、
性

腺
毒

性
放

射
線

療
法

、
ま

た
は

そ
の

両
方

の
治

療
を

受
け

て
い

る
こ

と
で

あ
っ

た
。

C
C

S
の

7
0

％
が

不
妊

の
原

因
と

し
て

女
性

因
子

を
報

告
し

た
の

に
対

し
、

対
照

群
は

3
4

％
で

あ
り

、
こ

の
特

定
の

グ
ル

ー
プ

で
は

、
C

C
S

は
不

妊
治

療
を

利
用

す
る

傾
向

が
高

か
っ

た
。

⑭

G
o
n

a
d

a
l 
F
u

n
c
ti
o
n

in
g
 a

n
d

P
e
rc

e
p

ti
o
n

s
 o

f 
In

fe
rt

ili
ty

 R
is

k
A

m
o
n

g
 A

d
u

lt
 S

u
rv

iv
o
rs

 o
f

C
h

ild
h

o
o
d

 C
a
n

c
e
r:
 A

 R
e
p

o
rt

F
ro

m
 t

h
e
 S

t 
J
u

d
e
 L

if
e
ti
m

e
C

o
h

o
rt

 S
tu

d
y.

V
ic

k
y

L
e
h

m
a
n

n
,e

t 
a
l.

J
o
u

rn
a
l 
C

lin
ic

a
l

O
n

c
o
lo

g
y,

3
7

(1
1

),
 8

9
3

–
9

0
2

.

2
0

1
9

ア
メ

リ
カ

医
師

T
h

e
 S

t 
J
u

d
e

L
if
e
ti
m

e
 C

o
h

o
rt

S
tu

d
y(

S
J
L
IF

E
)に

登
録

さ
れ

て
い

る
1

8
～

5
9

歳
の

C
C

S
 1

,0
6

7
人

／
男

女
両

方

指
定

な
し

量
／

横
断

質
問

紙

6
1

.9
％

の
C

C
S

は
不

妊
症

の
リ

ス
ク

が
高

い
と

認
識

し
て

お
り

、
こ

れ
は

社
会

人
口

統
計

学
的

要
因

（
高

齢
、

白
人

、
結

婚
/
パ

ー
ト

ナ
ー

、
高

等
教

育
）

、
性

腺
毒

性
治

療
、

不
妊

治
療

の
懸

念
、

以
前

に
失

敗
し

た
受

胎
の

試
み

、
お

よ
び

性
機

能
障

害
有

意
に

関
連

し
て

い
た

 。
 性

腺
機

能
障

害
は

、
女

性
2

4
.3

％
お

よ
び

男
性

5
5

.6
％

で
あ

っ
た

が
、

C
C

S
の

リ
ス

ク
認

識
と

の
一

致
は

低
か

っ
た

。
 不

一
致

な
認

識
を

持
つ

ほ
と

ん
ど

の
C

C
S

は
リ

ス
ク

を
過

大
評

価
し

た
（

受
胎

状
態

は
正

常
で

あ
る

よ
う

に
見

え
る

が
、

リ
ス

ク
が

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
。

男
性

1
9

.7
％

、
女

性
4

3
.6

％
）

。
一

方
、

少
数

派
は

リ
ス

ク
を

過
小

評
価

し
て

い
た

（
リ

ス
ク

を
感

じ
て

い
な

か
っ

た
が

、
障

害
/
不

妊
で

あ
っ

た
；

男
性

1
6

.3
％

、
女

性
5

.3
％

）
。

 不
一

致
に

関
連

す
る

要
因

に
は

、
社

会
人

口
統

計
学

、
性

腺
毒

性
治

療
、

生
殖

能
力

の
懸

念
、

お
よ

び
性

機
能

障
害

が
あ

っ
た

。

⑮

In
te

re
s
t 

in
 L

e
a
rn

in
g
 A

b
o
u

t
F
e
rt

ili
ty

 S
ta

tu
s
 A

m
o
n

g
 M

a
le

A
d

o
le

s
c
e
n

t 
a
n

d
 Y

o
u

n
g
 A

d
u

lt
S

u
rv

iv
o
rs

 o
f 

C
h

ild
h

o
o
d

 C
a
n

c
e
r.

A
m

a
n

d
a
 C

,e
t

a
l.J

o
u

rn
a
l 
o
f

A
d

o
le

s
c
e
n

t 
a
n

d
Y

o
u

n
g
 A

d
u

lt
O

n
c
o
lo

g
y,

 8
(1

)

2
0

1
9

ア
メ

リ
カ

医
師

1
5

〜
2

5
歳

の
治

療
完

了
後

1
〜

8
年

以
内

で
あ

る
C

C
S

 4
5

人
／

男
性

の
み

な
し

量
／

横
断

質
問

紙

6
9

％
の

C
C

S
は

、
治

療
前

に
医

療
提

供
者

か
ら

不
妊

の
リ

ス
ク

に
つ

い
て

知
ら

さ
れ

て
い

た
と

報
告

し
た

が
、

精
子

凍
結

し
て

い
る

者
は

3
1

％
の

み
で

あ
っ

た
。

C
C

S
の

 6
4

％
は

、
治

療
後

の
受

胎
能

力
に

つ
い

て
詳

し
く

知
り

た
い

と
考

え
て

い
た

。
 こ

の
関

心
は

、
C

C
S

の
不

妊
へ

の
よ

り
大

き
な

知
覚

感
受

性
と

有
意

に
相

関
し

て
い

た
が

、
他

の
心

理
社

会
的

ま
た

は
背

景
的

要
因

と
は

関
連

し
て

い
な

か
か

っ
た

。

⑯

T
h

e
 p

e
rc

e
iv

e
d

 i
m

p
a
c
t 

o
f

in
fe

rt
ili
ty

 o
n

 r
o
m

a
n

ti
c

re
la

ti
o
n

s
h

ip
s
 a

n
d

 s
in

g
le

h
o
o
d

a
m

o
n

g
 a

d
u

lt
 s

u
rv

iv
o
rs

 o
f

c
h

ild
h

o
o
d

 c
a
n

c
e
r.

L
e
h

m
a
n

n
V

ic
k
y,

e
t

a
l.P

s
yc

h
o
-

O
n

c
o
lo

g
y,

2
8

(3
),

6
2

2
-
6

2
8

.

2
0

1
9

ア
メ

リ
カ

医
師

成
人

C
C

S
3

0
人

／
男

女
両

方

指
定

な
し

（
挙

児
あ

り
4

6
.7

％
）

質
／

横
断

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

３
つ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

1
.自

分
自

身
へ

の
影

響
、

2
.パ

ー
ト

ナ
ー

や
恋

愛
関

係
へ

の
影

響
、

3
.親

に
な

る
た

め
の

別
の

手
段

（
精

子
・

卵
子

凍
結

・
養

子
縁

組
）

が
抽

出
さ

れ
た

。
1

.自
分

自
身

へ
の

影
響

に
つ

い
て

は
、

①
小

児
が

ん
治

療
の

晩
期

障
害

と
し

て
不

妊
を

自
覚

す
る

よ
う

に
な

っ
た

こ
と

、
②

感
情

的
な

反
応

（
心

配
・

不
安

、
苦

痛
、

罪
悪

感
、

感
情

的
な

反
応

が
な

い
な

ど
）

が
共

通
し

て
い

た
。

パ
ー

ト
ナ

ー
／

恋
愛

関
係

へ
の

影
響

も
含

ま
れ

て
い

た
。

2
.①

パ
ー

ト
ナ

ー
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

、
②

パ
ー

ト
ナ

ー
の

反
応

、
③

積
極

的
な

家
族

計
画

の
過

程
が

あ
っ

た
。

C
C

S
の

恋
愛

関
係

に
対

す
る

潜
在

的
/
確

定
的

な
不

妊
の

影
響

の
認

識
は

、
個

人
と

時
間

に
よ

っ
て

異
な

っ
て

い
た

。
不

妊
の

有
無

は
生

活
状

況
（

例
え

ば
、

配
偶

者
の

状
況

、
人

生
の

目
標

）
に

よ
っ

て
異

な
り

、
不

妊
が

あ
る

場
合

は
、

通
常

、
妊

娠
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
悪

影
響

は
時

間
の

経
過

と
と

も
に

解
消

さ
れ

た
。

他
の

生
存

者
は

、
養

子
縁

組
を

検
討

し
た

り
、

子
ど

も
の

い
な

い
生

活
を

受
け

入
れ

た
り

す
る

こ
と

で
、

義
理

の
子

ど
も

に
喜

び
と

安
ら

ぎ
を

見
出

し
て

い
た

。
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番
号

*
1

タ
イ

ト
ル

著
者

・
掲

載
誌

発
行

年
*
2
/
国

/
著

者
分

類
研

究
種

類
/

方
法

結
果

詳
細

挙
児

の
有

無

研
究

対
象

者

⑰

A
d

o
le

s
c
e
n

t 
M

a
le

s
'

U
n

d
e
rs

ta
n

d
in

g
 o

f 
In

fe
rt

ili
ty

 a
s
 a

L
o
n

g
-
T

e
rm

 E
ff

e
c
t 

o
f 

C
a
n

c
e
r

T
h

e
ra

p
y.

R
o
h

e
r,
 S

o
p

h
ie

I.G
,e

t 
a
l.J

o
u

rn
a
l

o
f 

A
d

o
le

s
c
e
n

t
a
n

d
 Y

o
u

n
g

A
d

u
lt

O
n

c
o
lo

g
y,

8
(1

),
4

9
-
5

3
.

2
0

1
9

カ
ナ

ダ
博

士
課

程
の

学
生

1
4

～
1

8
歳

の
C

C
S

／
男

性
の

み
な

し
質

／
横

断
面

接

精
子

凍
結

を
す

る
か

ど
う

か
の

議
論

は
、

家
族

間
で

の
会

話
で

行
わ

れ
て

お
り

、
彼

ら
は

闘
病

生
活

の
記

憶
で

、
家

族
と

の
強

い
絆

を
感

じ
て

い
る

。
F
P

と
い

う
選

択
肢

を
与

え
る

こ
と

で
、

が
ん

で
あ

っ
た

自
己

と
こ

れ
か

ら
将

来
親

に
な

る
で

あ
ろ

う
自

己
と

を
重

ね
合

わ
せ

、
自

己
形

成
を

す
る

こ
と

の
後

押
し

を
し

た
。

中
に

は
自

分
を

か
な

り
理

想
化

し
て

い
て

、
健

全
な

男
性

と
か

わ
ら

な
い

と
と

ら
え

る
人

も
い

た
。

ま
た

、
病

気
を

通
し

て
自

己
と

は
何

か
を

認
識

し
、

普
通

か
ら

外
れ

て
い

る
け

れ
ど

そ
の

ギ
ャ

ッ
プ

を
強

く
認

識
し

て
い

る
人

も
い

た
。

多
く

の
C

C
S

は
F
P

を
望

ん
で

お
り

、
社

会
か

ら
孤

立
し

な
い

よ
う

に
、

自
分

の
子

供
を

持
ち

た
い

と
思

っ
て

い
た

。

⑱
F
a
c
in

g
 t

h
e
 U

n
k
n

o
w

n
: 
U

n
c
e
rt

a
in

F
e
rt

ili
ty

 i
n

 Y
o
u

n
g
 A

d
u

lt
S

u
rv

iv
o
rs

 o
f 

C
h

ild
h

o
o
d

 C
a
n

c
e
r.

K
e
lly

 N
e
w

to
n

,e
t

a
l.J

o
u

rn
a
l 
o
f

C
a
n

c
e
r

S
u

rv
iv

o
rs

h
ip

,

2
0

2
0

カ
ナ

ダ
看

護
師

2
0

～
3

5
歳

以
上

の
成

人
C

C
S

2
5

人
／

男
女

両
方

な
し

質
／

横
断

半
構

造
化

面
接

不
確

定
な

妊
孕

性
で

生
活

す
る

対
象

者
の

経
験

は
４

つ
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
が

抽
出

さ
れ

た
。

1
.恐

怖
、

心
配

、
不

安
、

悲
し

み
を

含
む

顕
著

な
心

理
的

負
担

は
至

る
所

に
あ

っ
た

、
 2

.恋
愛

関
係

は
否

定
的

な
影

響
を

受
け

、
パ

ー
ト

ナ
ー

を
が

っ
か

り
さ

せ
た

り
、

不
妊

治
療

の
問

題
を

話
し

た
り

、
恋

愛
関

係
を

避
け

た
り

す
る

こ
と

へ
の

恐
怖

を
伴

っ
た

 、
3

.医
療

提
供

者
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
課

題
は

、
癌

の
過

程
全

体
に

わ
た

っ
て

明
ら

か
で

あ
っ

た
、

4
.妊

娠
と

育
児

に
つ

い
て

の
よ

く
知

ら
れ

て
い

る
性

別
ス

テ
レ

オ
タ

イ
プ

が
再

現
さ

れ
、

不
妊

が
男

性
に

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
感

情
的

お
よ

び
人

生
的

影
響

は
最

小
限

に
抑

え
ら

れ
て

い
た

。

⑲

E
d

u
c
a
ti
o
n

a
l 
In

te
rv

e
n

ti
o
n

 t
o

A
d

d
re

s
s
 I
n

fe
rt

ili
ty

-
R

e
la

te
d

K
n

o
w

le
d

g
e
 G

a
p

s
 A

m
o
n

g
A

d
o
le

s
c
e
n

t 
a
n

d
 Y

o
u

n
g
 A

d
u

lt
S

u
rv

iv
o
rs

 o
f 

C
h

ild
h

o
o
d

 C
a
n

c
e
r.

M
e
a
c
h

a
m

 L
ill
ia

n
R

,e
t 

a
l.J

o
u

rn
a
l

o
f 

A
d

o
le

s
c
e
n

t 
&

Y
o
u

n
g
 A

d
u

lt
O

n
c
o
lo

g
y,

9
(4

),
4

7
2

-
4

8
0

.

2
0

2
0

ア
メ

リ
カ

医
師

1
8

～
2

1
歳

の
思

春
期

お
よ

び
若

年
成

人
サ

バ
イ

バ
ー

／
男

女
両

方

な
し

介
入

個
別

化
教

育

１
グ

ル
ー

プ
は

教
育

的
介

入
に

よ
り

、
受

胎
可

能
期

へ
の

影
響

に
関

す
る

知
識

が
改

善
さ

れ
た

。
2

グ
ル

ー
プ

は
、

個
人

用
の

持
ち

帰
り

用
視

覚
教

材
を

追
加

す
る

こ
と

で
、

リ
ス

ク
に

関
す

る
知

識
、

リ
ス

ク
レ

ベ
ル

、
受

胎
可

能
期

へ
の

影
響

、
妊

娠
予

防
の

た
め

の
保

護
の

4
つ

の
概

念
す

べ
て

に
つ

い
て

知
識

が
有

意
に

改
善

さ
れ

た
。

ほ
ぼ

す
べ

て
の

男
性

（
9

7
％

）
と

女
性

の
6

6
％

が
個

人
セ

ッ
シ

ョ
ン

を
好

ん
だ

。
生

存
者

の
大

多
数

（
7

3
％

）
は

、
今

後
5

年
以

内
に

受
胎

可
能

性
の

状
態

検
査

を
受

け
た

い
と

考
え

て
い

た
。

⑳

T
h

e
 d

e
s
ir
e
 f

o
r 

c
h

ild
re

n
 a

m
o
n

g
a
d

u
lt
 s

u
rv

iv
o
rs

 o
f 

c
h

ild
h

o
o
d

c
a
n

c
e
r:
 P

s
yc

h
o
m

e
tr

ic
e
v
a
lu

a
ti
o
n

 o
f 

a
 c

a
n

c
e
r-

s
p

e
c
if
ic

q
u

e
s
ti
o
n

n
a
ir
e
 a

n
d

 r
e
la

ti
o
n

s
w

it
h

 s
o
c
io

d
e
m

o
g
ra

p
h

ic
 a

n
d
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と認識がかなり低いと示された（文献⑫）。不妊
治療の専門医に相談する際のリスク因子は、腎腫
瘍、白血病、リンパ腫、中枢神経系腫瘍の既往診
断、アルキル化剤使用歴・性腺毒性放射線療法、
またはその両方の治療を受けていることが挙げら
れた（文献⑬）。自身の健康へのリスクを認識し
子供を持つことへの懸念が高い人は、治療後の不
妊治療報告が低かった（文献⑥）。治療前に妊孕
性温存をしていた人、同じ年の女性よりも受胎可
能性が低いと感じていた人は、治療後に不妊治療
を受けていた（文献⑥）。
　【小児がん経験者の子どもをもつことへの思い】
は、《子どもをもつ意義》《子どもをもつことへの
希望》の２サブカテゴリ―で生成された。《子ど
もを持つ意義》では、CCSは子どもを持つことの
意義を、社会からの孤立を防ぐこと、正常な状態
への復帰、健康であること、人生観の充実、パー
トナーシップの充実と捉えていた（文献⑰⑳）。

《子どもをもつことへの希望》では、80％以上の
CCSが挙児を希望していた（文献⑦⑪⑬）。【支援
へのニーズ】は、《告知に関するニーズ》《情報提
供に関するニーズ》の２サブカテゴリ―で生成さ
れた。《告知に関するニーズ》では、CCSが各時

点で一貫して教育を受けたいと考えているのは専
門医であり、ほぼすべての対象者が診断時に不妊
リスクの教育を希望していた（文献⑤）。《情報提
供に関するニーズ》では、CCSの64~73％は治療
後の妊孕能力を詳細に知りたいと考えていた（文
献⑮⑲）。《情報提供に関するニーズ》では、CCS
は、より多くの妊孕性低下に対する情報を求めて
いること（文献⑪）、妊孕性低下や不妊治療に関
する情報が不足していると感じていること（文献
②⑥⑫）が明らかにされていた。また、情報提供
についてCCSと医療提供者とのコミュニケーショ
ンの課題ががんの軌跡にわたってあること、情報
が欲しいと思っている患者側と伝えようと思って
いない医療提供者との認識のずれや妊孕性につ
いて放任されることによって、関係性が悪化し
たことが報告されていた（文献⑱）。【支援方法
の評価】は、《妊孕性に関するCCSへの介入方法》

《介入方法の評価》の２サブカテゴリーで生成さ
れ、CCSの性的な問題へのニーズ把握方法として
フォーカスグループディスカッションを用いたピ
ア同士の意見交換や受胎に関する教育方法を実践
し、介入方法について検討していた（文献②⑲）。

カカテテゴゴリリーー ササブブカカテテゴゴリリーー 文文献献番番号号＊＊１１

性腺機能障害の現状 ⑦⑧⑭

妊孕性温存利用率 ⑧⑮

不妊治療利用率 ⑥

不妊検査率 ⑨

妊孕性低下リスクによる心理的影響 ①④⑧⑨⑪⑯⑱

不妊による財政的影響 ⑦⑩

確定した妊孕性低下の影響 ④⑬⑯

妊孕性低下リスクの告知率・告知時期 ⑤⑨⑮

妊孕性低下に関する認識 ⑨⑭

自身の妊孕能力への認識 ⑨⑭

不妊治療についての認識 ②⑥⑫⑬

子どもを持つ意義 ④⑰⑳

子どもを持つことへの希望 ⑦⑪⑬

告知に関するニーズ ⑤

情報提供に関するニーズ ②⑥⑪⑮⑱⑲

妊孕性に関するＣＣＳへの介入方法 ③

介入方法の評価 ⑲

＊１：表2の文献番号と本文の文献番号は同一

支援

妊孕性低下の認識に
ついての現状

現状

妊孕性低下が及ぼす
影響の現状

支援へのニーズ

支援方法の評価

不妊治療についての
現状

CCSが子どもを持つ
ことへの思い

妊孕性低下についての
身体的現状

表２　妊孕性低下を抱える小児がん経験者の現状と支援に関する記述内容
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Ⅳ．考察
１．個別性に合わせた情報提供ができる環境作り
　海外でのCCSの不妊は、男性55.6％、女性24.3％�
に顕在化しており（Vicky et al., 2019）、日本で
は固形腫瘍のCCS45.8％であったこと（田中ら，
2018）、身体的晩期合併症の中で生殖機能障害が
最も多く28.5％であったこと（井倉ら，2020）が
報告されている。以上より、不妊の出現率は海外
と日本では大きな相違はないと考えられる。
　海外研究では、不妊は《確定した妊孕性低下の
影響》や《不妊による財政的影響》のように多彩
な影響を及ぼしCCSのQOLを低下させているこ
とに加えて、妊孕性低下に関するCCSのニーズも
報告されており、告知時期の希望や積極的な情報
提供を求めていることが明らかにされていた。ま
た、CCSが不妊治療の専門医に相談する際のリス
ク因子が、既往診断やアルキル化剤使用歴・性腺
毒性のある放射線療法であったと報告があるよう
に（Dijk et al., 2018）、海外ではCCSの晩期合併
症への教育や意識の高さも伺えた。しかし、その
中でも告知をしていても《妊孕性に関する認識》
がCCSと医療者間で不一致となることが報告され
ており（Vicky et al., 2018）、告知後の課題まで
も明らかとなっていた。
　日本では晩期合併症を知っていたCCSは33％
であったことが報告されており（Iwai et al., 
2017）、海外の61.9～82.4％のCCSが妊孕性低下の
リスクが高いと認識していることと比較すると晩
期合併症や妊孕性低下リスクの告知が遅れてい
ると推察される。80％以上のCCSが挙児を希望し
ているなか、《告知に関するニーズ》や《情報提
供に関するニーズ》が満たされないことはCCSの

【妊孕性低下が及ぼす影響】を更に増強させると
考える。看護師ができることとして、まずは日本
でも《妊孕性低下に関する認識》《自身の妊孕能
力への認識》の現状を調査する必要があると考え
る。
　2019年に第３期がん対策推進基本計画にAYA
がんが盛り込まれてから、急速に公的サポートが
整備され、CCSは晩期合併症情報などを得られや
すくなっているが（厚労省科研，2022）、個人の
妊孕能力は情報提供を受ける選択肢や検査ができ

る環境を医療側が作らないと把握することはで
きない。海外でも、治療後の妊孕能力を64~73％
のCCSは詳細に知りたいと考えているが、77.1％
のCCSは知らない現状であった。一般情報と併せ
て、いつでもCCSが自身の妊孕能力を知りたいと
きに知ることができる環境とその後の支援が日本
でも必要であると考える。

２．小児がん経験者の経験やニーズの集積
　本調査結果では、半数以上の調査で【妊孕性低
下が及ぼす影響の現状】が報告されていた。日本
では、丸ら（2013）の調査で、小児がん長期フォ
ローアップに関する看護の現状として外来での看
護で性・生殖・遺伝に関する相談・支援をしてい
る施設はなかったことが報告されている。益子ら

（2011）が調査した後遺症・晩期合併症に伴う心
理・社会的な問題として、「発達課題達成の困難」
があり、性腺機能障害が発達課題に与える影響は
多大であったと報告しているが、このほかで看護
師が調査した心理的影響について報告されたもの
はない。以上から、日本ではCCSの妊孕性低下に
関する経験の集積や介入が十分ではないと考え
る。一般的な不妊患者への看護支援については多
数研究がされており、不妊治療専門医受診に関す
る心理や不妊治療中の女性の社会心理的状況、無
精子症の診断を受けたときの思い、不妊患者が求
める看護援助の検討などが報告されている（實崎
ら，2007；中嶋，2010；山口ら，2016；江隅ら，
2017）。星ら（2019）は、不妊手術を選択した男
性患者の看護者へのニーズに【看護師は相談する
対象にならない】等のカテゴリーを報告し、柴
田（2003）は、診療場面に看護師が同席を希望す
る者よりも拒否する者のほうが多かったと報告し
ている。また、Cherven（2016）らは、CCSが各
ステージで一貫して教育を受けたいと考えている
のは専門医であったと報告しており、看護師への
ニーズの低さが伺える。看護師は、長期フォロー
アップに必要な要素としての多職種チームの一員
であり（小林，2016）、看護師が担う支援を明ら
かにすることは重要であると考える。
　今回の対象文献のうち、看護師が著者となって
いる文献は、20件中4件であった。また、Marilyn
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（2013）はCCSの妊孕性低下に関する心理社会的
影響で、親としての経験についてはほとんどわ
かっていないと述べており、今回の結果でも子
どもをもつCCSに限定して調査を行った研究はな
かった。CCSのQOL向上のため医師だけでなく、
看護師も妊孕性低下に対する支援を充実していく
ためには、これまで明らかとなっていないCCSの
経験やニーズを、研究を通して明らかにし公表し
ていくことが求められると考える。対象文献で
は、CCSの80％以上が子どもをもつことを希望し
ていること、不確実な妊孕能力や不十分な情報の
中で生活することに苦悩を抱えていることが示さ
れていた。これらのことから、例えば、子どもを
持つに至ったCCSの経験や思いを明らかにするこ
とで、実際どのような時期にどんな役割を看護師
が担うことができるのか示唆を得られる可能性が
あると考える。
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小児がんの子どもたちとの出会い
　本学会がはじめの一歩を踏み出した頃のことを
記憶と手元の記録を頼りに述べたい。
　1959年看護学校を卒業して小児科病棟に勤務
し、そこで小児がんの子どもたちと出会った。私
が経験したのは早期発見の固形腫瘍で手術により
治癒した少数の乳幼児のケア、そして、苦痛を
耐えながら亡くなった白血病、脳腫瘍、網膜芽
腫の子どもたちとの出会いだった。小児科病棟
で、５年勤務した後、上司の勧めでニューヨー
ク大学教育学部（New York University, School 
of Education, Division of Nurse Education） の
がん看護研修コース（Internship in Oncological 
Nursing） に1968年から69年の１年間参加する
機会を得た。スローンケタリング研究所メモリ
アル病院とニューヨーク市ジェイムズ・ユーイ
ング病院での実習を含む研修であった。SIOP

（International Society of Paediatric Oncology）
の歴史を見ると、丁度その頃、1969年にスペイン
マドリードで第１回SIOP、（国際小児腫瘍会議）
が開かれたとされている。1970年代神奈川県立こ
ども医療センターでも小児がんの子どもたちと出
会った。治癒の言葉が使われるようになってはい
たが、病棟には繰り返し治療を受けた後ターミナ
ル期を過ごして、亡くなる子どもたちがいた。そ
れからまた1980年代、90年代の東邦大学病院小児
病棟で出会った子どもたち、元気になって成長し
て夢を実現した子どもたちもあったが、治療と再
発を繰り返して死の転機をとる子どもたちもあっ
た。

SIOPとの最初の出会い
　1987年、 日本看護協会のニュースレターで

「SIOP、 国際小児がん学会がエルサレムで開か
れ、ナースの集まりを開くので参加者を募集し
ている」という誘いの記事を目にし、参加した。
ナースミーティングに集まったのは主にイギリ
ス、北欧などヨーロッパのナースたちで、学会
の合間にホテルのロビーに集まり、イギリスの
Ms. Ann Tompson が話し合いを進め、各国の小
児がん看護の現状や教育・資格、組織などにつ
いて情報交換をした。SIOPと国際がん看護学会

（International Society of Cancer Nursing）の二
つの団体から加盟の誘いがあり、どちらにするか
のディスカッションが行われた。「小児がんは大
人のがんと異なる特色があり、トータルケアが必
要で、医師たちとも協働していくことが望まし
い」という意見が多く、SIOPの中で活動してい
くことになり、Annが代表に選ばれた。この同じ
年、国際がん看護学会学術集会がロンドンで開か
れ、日本がん看護学会会長の柿川房子先生の依頼
で、「日本における子どもへの病名告知の動向」
のテーマで文献研究したものを、初めて国際学会
でポスター発表をした。この時プレカンファレン
スコースとして開講されたコースの中から小児が
ん看護の1週間の研修を受けることができた。研
修内容の学びもさることながら、研修コースをど
のように組むかということに関心があった。
　1994年SIOP PARIS（フランス、パリ）。第２
回ナースミーティング。病院における看護だけで
なく、在宅ターミナルケア、病院と地域や学校と
の間を調整する看護の機能、ナースが小学校のク
ラスの子どもたちに病気についての教育をする試

【第20回日本小児がん看護学会】リビングレジェンド特別講演

はじめの一歩　仲間とともに
The First Step of the Japanese Society of Pediatric Oncology with Comrades

梶山　祥子　Yoshiko KAJIYAMA



－57－

� 小児がん看護　Vol.18(1) 2023

み、キャンプ活動の報告などナースが幅広い活動
を試行している報告が多かった。日本から、浜松
医大病院の当時病棟婦長でいらした金城やす子先
生の小児病棟グループからQOL尺度を作成して
看護に活用しているというポスター発表があり、
心強く思った。この学会の後、イギリスの小児が
ん医療・看護について研修のため渡英するグルー
プを見送り、後の学会企画の海外研修への示唆と
なった。この学会に、私の誘いにのって参加した
のは成人・老年看護学とカウンセリングを専門と
していた石川みち子先生（2017年逝去）で、日本
からのナースの参加は私たち二人と浜松医大グ
ループの方々だった。
　1996年SIOP WIENNA（オーストリア、ウィー
ン）。第３回ナースミーティング。この年、東邦
大学小児科月本一郎教授の紹介でグロリアツーリ
ストの渡辺さんにお世話になり、以後、ツア・プ
ランの作成と実施に協力していただいた。この時
私の誘いに応じたのは石川先生と、ニューヨーク
大学のがん看護研修の先輩でもあり、小児看護学
会の仲間でもあった当時北里大学の田原幸子先生
だった。また当時大学院での小児がん看護の研究
を志しておられた渡辺輝子先生も参加され日本の
ナースのSIOP参加は4人になった。1998年に第30
回SIOP が横浜で開催されることが決まり、月本
教授がナースミーティング担当となり、東邦大医
療短大にいた私が企画担当となり、委員会を組織
して準備を始めた。
　1997年SIOP ISTANBUL（トルコ、 イスタン
ブール）。SIOP YOKOHAMAのナースミーティ
ングのPRをしなければならないと考えていた春
先、たまたまJICAの仕事でアフリカにいた東邦
短大卒業生宮本圭さんが任期を終えて帰国。宮本
さんが東邦大学大森病院小児病棟で行った研究の
英文抄録で応募してオーラルで発表し、その最後
のスライドでSIOP YOKOHAMAをPRすること
ができた。SIOP YOKOHAMAの学会長を務める
群馬県立小児医療センターの土田朗昭先生（2005
年６月ご逝去）、京都府立大の沢田敦先生が看護
の会場に来られ、私たちの発表と横浜PRを聴い
てくださった。この先生方にもはじめの一歩前
後、大変お世話になった。この時のナースの参加

は梶山、石川、田原、宮本４名だったが、この度、
講演の準備で資料を見ていて、千葉大からニュー
ロブラストーマを持つ幼児の母親のストレスにつ
いてポスター発表があったことがわかった。

転機
　1998年SIOP YOKOHAMA。横浜で第30回SIOP�
が開催された。日本からも多くのナースが参加
し、21題のオーラル発表のうち５題が、また13
題のポスターのうち６題が、 日本からの発表
だった。この時は、予算や準備の面で日本小児
がん学会、日本小児血液学会のサポートでナー
スミーティングが実現した。国内で小児がん看
護独自の組織や研究会を持つのにはまだ機が熟
していなかったが、この横浜以後、SIOPへの参
加、ナースミーティングへの発表が多くなって
いった。横浜にはMs. Ann Tompson、Ms. Nelia 
Langeverd、Ms. Carola Freidankが本部ナース
委員として来日、会の運営をサポートしてくだ
さり、またゲスト・スピーカーとしてセント・
ジュード小児病院で研修された別所文雄先生の
ご紹介でDr. Pamela Hindsをお招きすることがで
きた。以後この方々には本当にお世話になった。

（写真１、写真２）
　2000年SIOP AMSTERDAM（オランダ、アム
ステルダム）。の学会には日本からのナースの参
加者も多くあり、臨床ナース、大学教員から複数
のポスター発表があり、とくに臨床からの発表者
に、抗がん剤のミキシングについてミキシングの
場所は薬剤部か、病棟・外来か、実施は薬剤師か
ナースか、曝露対策は決められているか、そのマ
ニュアルはあるかなどの具体的な質問があった。
それについては国内でも病院によって違いがある
ことがわかり、海外での情報交換だけでなく、国
内での情報交換が必要と痛感した。

発足前夜
　2002年SIOP PORT (ポルトガル、ポルト)。こ
こでのナースミーティングでは、「ナースのネッ
トワークが必要」との提案があり、参加者全員の
メールアドレスのリストが作成されて配布され
た。この頃、日本小児血液学会と日本小児がん学
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会がひとつになり、学術集会を合同で行う案が
あって、看護にも近畿小児がん研究会の門倉みち
子姉を通して、大阪府立母子保健医療センターの
河敬世先生からの働きかけがあった。

日本小児がん看護研究会はじめの一歩
　2003年２月、機は熟し「日本小児がん看護研究
会設立準備会」が東邦大学医療短期大学の教室で
開かれた。ポルトで配布されたメーリングリスト
と口コミで呼びかけ、20人の参加を得て、準備会
の後、設立総会として、組織、規約、役員を定め
て会が発足した。SIOPで意気投合した仲間たち、
その後輩、同僚、教え子が集まって、はじめの一
歩がスタートした（写真３）。学会の英語名は、
APON(American Society of Pediatric Oncology,
　現在は血液疾患看護が加わりAPHON)、日本小
児がん学会,JSPO（Japanese Society of Pediatric 
Oncology）,日本小児血液学会、JSPH（Japanese 
Society of Pediatric Hematology）などを参考に
し て、Japanese Society of Pediatric Oncology 
Nursing, JSPON とした。目的、事業、会員資格、
などを定め、看護職だけでなく当事者や家族とと
もにケアの向上をはかることとした。事務局を長
野県看護大学、内田雅代先生が引き受けてくださ
り、小児看護学講座の先生方が長くご尽力くだ
さった。
　この年、東京シビックセンターで開催された第
19回小児がん学会学術集会長、東海大学横山清七
先生（2006年６月ご逝去）にお願いして、学会場

の一角にセミナー・ルームを借りて「ナースの広
場」を開いた。集まったのは、SIOPでの仲間た
ち、設立準備会のメンバーたちで、部屋借用の費
用はみなで分担した。
　2004年２月。2003年度第１回研究会開催。北里
大学丸光惠先生が「小児がんの子どもの権利と意
思決定」のテーマで主催された。
　2004年11月、第２回小児がん看護研究会は、長
野県看護大学内田雅代先生が幹事となり、「小児
がんをもつ子どもと家族へのケアの検証と創造」
をテーマに、日本小児がん学会と日本小児血液学
会のはじめての同時期開催において、日本小児が
ん学会の看護セッションとして、京都で開催され
た。また、財団法人がんの子供を守る会と共催で
ジョイントシンポジウムを開催した。「看護セッ
ション」には約450名の参加者があり、次の研究
会開催への大きな力になった。
　2004年SIOP OSLO（ノルウェイ、オスロ）。こ
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こで日本小児がん看護研究会発足の経緯をポス
ター発表し、優秀ポスター３位に選ばれた。土田
先生が「初めての国際学会発表、プロローグがオ
スロだった。今回はエピローグ」と言われ、こ
れまでの研究の集大成を発表されたことが深く心
に残っている。その頃、SIOPナースグループは
ネットワーク作りを重要視しており、海外のナー
スの協力を得て最初の海外研修をドイツ、ハノー
ファー大学病院でMs. Carola Freidank、スウェー
デン、イェーテボリ小児病院でMs. Pekkanenの
協力で実施した。

それから・これから
　日本小児血液・がん学会との同時期開催は、京
都での「看護セッション」に続き、「第３回日本
小児がん看護研究会」として、森美智子会長、第
４回足立弘美会長、第５回塩飽仁会長が、難しい
調整を行いながら開催、研究会から学会へと成長
していき、その後も学術集会長を引き受けてくだ
さった方々は、とくに予算面の折衝などで苦労を
された。各委員会は適材適所の人材を得て、学術
集会の企画運営、研修会、ニュースレター発行、

学会誌の編集発行、海外研修の企画運営などが活
発に行われた。内田先生をリーダーとする研究委
員会は早くから、看護の質向上のために『小児が
ん看護ケアガイドライン』を作成するための基礎
的な研究に取り組み、『ガイドライン』の作成、
臨床における活用、評価、改訂へと精力的に進め
てこられた。
　日本小児がん看護学会の「はじめの一歩」は、
SIOPで出会った海外の小児がん看護の先輩ナー
スたち、さまざまな形で支援してくださった医師
たちのサポート、そして日本からSIOPに参加す
るようになり次第に増えていった仲間たちが主体
となって、その後輩や教え子という仲間たちの力
で、踏み出された。
　「はじめの一歩」から20年を経て、会員数も増
え、活動も多岐にわたって活発になったことを感
謝している。この会が小児がんに関わる多職種の
方々と連携しながら、子どもたち、小児がん経験
者、ご家族もともに、ますます発展されることを
願っている。

（日本小児看護研究会・学会　初代会長・理事長）
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はじめに
　本テーマに繋がる個人的背景として、まず、私
の臨床看護実践における病気の子どもや家族との
かかわりを通して、また、教育・研究活動におけ
る上司や同僚とのかかわりを通して、教えられ、
気づき、その意味を理解しようとした経験を述べ
る。
　次に、骨髄移植（造血細胞移植）の導入に伴う
臨床現場の看護ケアを改善するために、「骨髄移
植を受ける患児と家族の看護援助に関する研究」
に取り組んだ経験を通して日本小児がん看護研究
会発足後に、学会活動の一環として、子ども・家
族中心ケアの実践を目指した『小児がん看護ケア
ガイドライン』の開発、改訂と、臨床活用を推進
した活動を振り返り、今考えていることを述べさ
せて頂きたい。

１．臨床看護実践における経験
　1975年、徳島大学教育学部（看護）教員養成課
程を卒業後、看護師として淀川キリスト教病院で
新生児の看護に携わった。1,000gに満たない小さ
な赤ちゃんが保育器の中で、点滴管理や呼吸管理
で良い状態を保ちながら、哺乳ができる週数にな
ると、看護師は子どもの全身状態や吸啜の様子を
観察しながらその子が嚥下しやすいように体位を
整え授乳した。私が他の業務が気になり“早くミ
ルクを飲んでほしい”と焦ると、飲んでくれず、
焦る気持ちを静め、私がその子に向き合うと、ミ

ルクを飲み始めるといった体験をした。その子が
私の気持ちを感じとり気づかせてくれたのかもし
れない。子どもの状態がよい時には保育器内で、
滅菌した洗面器にお湯をはり、声をかけながら沐
浴をした。ケアを通してその子を実感し、私自身
もケアされていた。
　翌年、新設される筑波大学附属病院へ異動し、
全国から集まった仲間たちと開院準備からかか
わった。「看護は看護師の手で」、という看護部の
方針で、小児病棟でも親は子どもに付き添うこと
はできなかった。面会後、親と離れる時に子ども
達は泣き、看護師はその子達をなだめ、眠れない
子はおんぶして仕事をした。1994年に日本が子ど
もの権利を批准する約20年前の、家族の付き添い
がない小児病棟の状況であった。現在、この病院
では、両親と祖父母のみという制限はあるが、面
会は24時間いつでも可能である。面会や付き添い
に関する病院の規則は、子どもの権利の視点と子
どもへの倫理的実践を担う看護の視点から問い直
す必要がある。

２．教育・研究活動における経験
　1979年、千葉大学看護学部助手として、学部生
の実習指導と、上司の研究補助として“子どもの
入院環境と看護内容”、“慢性疾患の子どもの社会
適応”など、様々な研究に携わった。
　上司のアイディアで創設された「病棟における
プレイルームの時間」の活動により入院中の子ど

【第20回日本小児がん看護学会】リビングレジェンド特別講演

子ども・家族中心ケアの実践を目指して
－「小児がん看護ケアガイドライン」の開発と臨床活用－

Toward the Practice of Child and Family-Centered Care: 
Developing and Applying “Nursing care Guidelines for Children with Cancer 

and Their Families”

内田　雅代　Masayo UCHIDA

長野県看護大学名誉教授　Professor Emeritus, Nagano College of Nursing
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も達の遊びの場を整えられ、「小児糖尿病外来で
の看護相談」を開始し、糖尿病サマーキャンプの
看護部門を担当したことで、学部生や大学院生へ
の教育や研究フィールドとして活用され、学生の
学びも深まり、臨床現場の実践も充実するといっ
た、教育・研究活動と看護実践の場の好循環がみ
られた。
　学生の実習場である大学病院では、家族の付き
添いが必須であり、特に小児がんの子どもと母親
は、長期に自宅を離れ、病院で生活していた。残
されたきょうだいは、遠くにある親の実家に預け
られたり、父親との生活をしたりと、家族内で対
処していた。卒業生がこの病棟に就職後、きょう
だいに着目した院内研究をしたが、この研究は、
きょうだいに焦点をあてた研究であることで注目
はされたが、きょうだいへのケアの必要性を喚起
するには至らなかった。

３．�骨髄移植の看護ケアを改善するため
の看護研究への取り組み

　1990年代に入り、小児がんの新たな治療とし
て、特に難治性がんの唯一の治療として骨髄移植

（造血細胞移植）が行われるようになり、実習病
棟においても、一般個室を無菌室仕様に改造し、
骨髄移植（造血幹細胞移植）がスタートした。過
酷な治療を受ける子どもの苦痛は、これまでの治
療にも増して大きく、付き添う母親も子どもと一
緒に、窓のない狭い室内で終日過ごし、ストレス
の大きい中で親は子どもの世話をした。病棟にお
ける看護は手探りで行われており、骨髄移植の看
護に関する他施設との情報交換の手立てはなかっ
た。このような状況を改善することが急務である
と感じ、私は科研費を申請し、病棟師長や医師の
協力を得て、以下の研究に取り組み、その後の研
究へと繋がった。

1）�「骨髄移植を受ける子どもと家族の看護に関
する研究（1993-1995）」

　この研究では、骨髄移植を受ける患児や家族が
その治療過程をどのように捉え、対処したか、ま
た、困難な状況を助けたものは何かについて検討
するために、母親を対象に我が子の骨髄移植の前

と後に半構成的面接調査を実施し、幼児には家族
画を描いてもらい話を聴き、学童以降の患児には、
対処行動、ストレス、ソーシャルサポートの質問
紙調査を行い、話を聴いた。私は、できるだけ病
棟看護師とともに子どもや家族の日常ケアにかか
わりながら、研究協力の同意を得て実施した。
　また、子どもや家族をケアする看護師を対象
に、看護師の困難や対処等に関する質問紙による
全国調査を実施するために、対象施設に出向き、
病棟の見学や実施の状況などの話を聞き、調査を
依頼した。
　骨髄移植の決定には、「助かるためにはこれし
かない」という医師の説明に両親が同意し、子ど
もが意思決定に参加した例はなかった。親は子ど
もの命を失うかもしれないという不安を心の底に
押しやり、同意した後も様々な迷いや決定の揺れ
を体験していた。
　母親の気がかりは、骨髄移植そのものがイメー
ジできない中で、移植前には、移植後の子どもの
病状悪化の心配や隔離による子どもへの影響な
ど、これまでの子どもの様子などから起こりうる
ことを予測し対処しなければと緊張していた。移
植後には、倦怠感や吐き気などの症状がある中で
薬を飲む患児の苦痛は大きく、内服を介助する、
親と看護師も大きなストレスを感じていた。内服
場面は、細やかな観察により子どもの状態や気持
ちに対応しながら、子どもの緊張がほぐれたタイ
ミングを見計らい、親と看護師が協働しケアする
ことが重要であることが示唆された。
　厳しい移植医療の中で、終末期に至る子もい
た。親は、子どものそばで、“今できること”をす
るという体験の意味を見出そうとしていた（内
田，1999）．
　また、看護師への調査結果（内田ら，1997）か
らは、ハイリスクの移植であることを子どもに伝
えずに親の同意だけで、移植治療をすることに、
看護師が苦悩し葛藤している状況もみられた。ま
た、内服への対応について、吐いても飲ませると
いう病院もあり、看護師の葛藤は大きかった。以
上から、骨髄移植の看護に関するさまざまな課題
が明確になり、以下の２つの研究に繋がった。
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２）�小児の骨髄移植の看護におけるネットワーク
化の試みとその効果に関する研究（1997-
1999）

　当時、わが国の小児の年間の骨髄移植数は500
例以上となり、一般的な治療になりつつあった
が、わが国では、多くの施設で、少数例ずつしか
移植は実施されておらず、各施設の骨髄移植看護
の経験は蓄積されにくい状況にあった。本研究で
は、骨髄移植に携わる看護師が必要とする情報と
情報交換のニーズを明らかにし、施設間の情報交
換のために、賛同を得た42病棟のデータを纏め、

「小児骨髄移植看護情報リスト」と施設間の情報
交換の方法（担当者、問い合わせ可能な時間、問
い合わせ方法など）を定め、運用を開始した。
　しかし、「小児骨髄移植看護情報リスト」を活
用した施設間の随時の情報交換はほとんど見られ
ず、看護師が自ら情報を求め、発信することは難
しく、５年間で運用を停止した。
　以上の経験を振り返ると、小児がん看護に関連
する内容を検討するには、小児がん看護の組織作
りが必要なことが示唆され、後の小児がん看護研
究会発足後の小児がん看護ケアガイドラインに関
する研究活動に繋がった。

３）�骨髄移植をうける患児の内服に関する対処
行動とその看護援助に関する研究（2000-
2002）

　1990年後半には、造血細胞移植の無菌管理の簡
略化が検討され、「造血細胞移植学会ガイドライ
ンー移植後早期の感染管理」には、「無菌室では
なく移植病室」と呼ぶことが提唱された。感染管
理の仕方が激変する中、感染予防の内服薬の飲ま
せ方などにも影響があることも予想され、看護の
課題であった子どもの苦痛を伴う内服に関する研
究を行った。
　我が国の造血細胞移植施設における内服援助の
実際と病棟の方針及び看護師個人の考えを尋ね
た。その結果、内服は絶対不可欠とする病棟方針
のもとでは看護師個人の考えは、内服は絶対必
要であり飲ませると回答するものが多かった。一
方、内服は絶対不可欠ではないとする病棟方針の
もとでは看護師は、内服中止や予薬ルートの変更

なども考慮するという柔軟な考えであった。
　患児の状況を最も把握している看護師が、内服
中止の判断も含め積極的にかかわろうとする意見
もあり、看護師の役割の再認識と拡大を求める意
見がみられた。
　また、内服場面のビデオ撮影による分析から
は、薬がスムーズに飲めていると看護師がとらえ
ていた子どもの場合でも、付きそう母親が細やか
に子どもの飲むタイミングを見計らい、子どもの
気持ちを整えた結果であることがわかった。子ど
もの内服は、周囲の人の見守りや細やかな働きか
けにより、子ども自身が飲むという対処行動を支
えていると考えられた。

４．�小児がん看護研究会の発足と学会活
動としての研究活動へ

　2003年２月、初代梶山会長の呼びかけにより、
ポルトガルのポルト市で開催された国際小児がん
学会に参加した臨床看護師や看護研究者、その同
僚や友人たちを中心に、日本小児がん看護研究会

（Japanese Society of Pediatric Nursing: JSPON）
が発足した。私は、長野県看護大学小児看護学講
座メンバーとともに事務局を引き受け、学会活動
に参加した。
　JSPONは、小児がんの子どもと家族のQOLの
向上を目指しており「子ども・家族中心ケア」を
基盤にした「小児がん看護ケアガイドライン」の
開発と臨床活用に向け、2004年から３回の科研費
の助成を受け、日本小児がん看護学会の事業とし
て、当初は初代梶山理事長はじめ役員全員で取り
組み、その後、研究会組織を整え、研究委員会（の
ちのケア検討委員会）を中心に研究活動に取り組
んだ。

１）�「小児がん看護ケアガイドライン2008」の
作成

　「小児がん看護ケアガイドラインの開発と検討」
（2004-2007）
　研究目的は、看護師が小児がんの子どもや家族
に関する様々な問題をどのように受け止め、どの
ようにケアに繋げているか．また、ケアを行う上
でどのような困難なことがあるととらえているの
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か、困難な事柄にアプローチする方法を探り、よ
りよいケアを目指す看護師への支援のための『小
児がん看護ケアガイドライン』を開発し検討する
ことである。
　研究方法は、看護ケアガイドライン開発の基礎
調査として、小児がんの子どもの入院環境に関す
る全国調査（竹内ら，2007）およびケアに関する
看護師の認識を問う調査（三澤ら，2007） やグ
ループインタビュー（小原ら，2008）を基に、検
討することとした。
　共同研究者間の「小児がん看護ケアガイドライ
ン」のイメージについて、ある程度統一して進め
ていく必要があり、自由な意見交換を行った。
⃝�ケアガイドラインの枠組みとしては、小児がん
患児のQOLを高めるケアのコアになる項目、
家族のQOL、症状マネジメント、疼痛コント
ロール、意見表明、IC，IA、入院環境などの
基準を明示していくと良いか

⃝�看護師が困っていることへの対策だけではな
く、小児がんの子どもたちが日常行われている
ケアをどう思っているか、など対象者の理解を
深められるものにしたい。

⃝�病名告知の場面での看護師の役割をどう感じて
いるかなどの看護師の認識についても知りた
い。小児がんの子どもの看護問題として、看護
師が問題を問題として取り上げられていないも
の、また問題として取り上げていてもケアに繋
げられていないものもあるのではないか

　以上のような意見交換を行いながら、調査を並
行して実施した。
　看護師のケアに関する認識の調査結果から、小
児がんの子どもは過酷な治療による苦痛や生活の
制限を体験しており、看護師は、子どもの命を守
る治療である感染予防と抗がん剤治療（内服）の
徹底と、それぞれの子どもや家族の意向を尊重す
るケアを大事にしたいという狭間で、「何がよい
ケアか」に戸惑い、葛藤していると考えられた。
それらを基に、「小児がん看護ケアガイドライン」
の基本的な考え方として、以下の４点を挙げた。

⃝�小児がんをもつ子どもと家族のQOLの向上を
目指す

⃝�看護師にとってケアのよりどころとなるもの
を明示する

⃝�現状のケアの確認、音大へのより具体的な実
践、肯定的な評価に繋げる

⃝�知識と意欲を高めることができるよう、看護
師を支援する

２）�「小児がん看護ケアガイドライン2012」の
改訂

　「小児がんの子どもと家族を中心とした多職
種協働チームの看護師支援プログラムの開発」

（2009-2012）
　全国206施設の病棟の看護師長及び看護師を対
象にした長期フォローアップ、終末期の看護及び
看護師のメンタルヘルスや症状マジメントに関す
る調査結果や専門看護師を対象にした多職種協働
チームにおける看護師の役割に関するヒアリング
調査等から、各項目の内容を充実させるととも
に、新たに「信頼関係を築く」「多職種協働チー
ムにおける看護師の役割」の章等を追加した。ま
た、若い看護師にも理解しやすいように、治療経
過に沿った子どもと家族の体験が見渡せる“ガイ
ドマップ”や小児がんに関する“基本知識”を記
載し、「小児がん看護ケアガイドライン2012」へ
改訂した。

３）�「小児がん看護ケアガイドライン2018」の
改訂

　「小児がん看護の標準化を目指した『ガイドライ
ン』の臨床活用とケアモデルの開発」（2014-2018）
　本研究では、入院環境の調査を実施し10年前と
の比較をし,現在の課題を検討する。『ガイドライ
ン2012』のケア46項目の重要性と実践の程度に関
する看護師の認識調査を行い、看護師が重要性を
高く認識していても実践できていないケア項目が
見られた。さらに小児がんの動向等の検討から、
ガイドラインの改訂にあたり、「抗がん剤曝露対
策」、「AYA世代のがん患者の看護」「ケアモデル」
の章を追加し、「小児がん看護ケアガイドライン
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2018」へ改訂し（日本小児がん看護学会、2019）、
この『小児がん看護ケアガイドライン2018』の臨
床現場への普及や臨床活用を目指し、以下のよう
なワークショップを開催してきた。

【JSPON学術集会におけるケア検討委員会ワー
クショップ企画】

第�17回（2019）：日常的な実践に“小児がん看護ケア
ガイドライン”を活用しよう

第�18回（2020）：子ども・家族中心ケアについて考え
よう　～日々の実践の中で子どもと家族の声を聴
いていますか～

第�19回（2021）：子ども・家族中心ケアについて考え
よう　～療養の場が変わっても子どもや家族が安
心した療養生活を送るために～

第�20回（2022）：子ども・家族中心ケアを考えよう　
～抗がん薬治療を受ける子どもと家族が安全に安
心して生活を送るための曝露対策について～

おわりに
　小児がん医療は進歩してきたが、治療生活にお
ける子どもや家族の制限や苦痛は今なお続いてお
り、小児がんの子どもや家族が病院や地域で安全
に安心して生活するためには看護師はどのような
役割が果たせるだろうか。
　病棟や外来で小児がんの治療が組み込まれた子
どもの日常生活を支援している看護師の方々に
は、これまで培ってこられた看護の経験を基に、
目の前の子どもと家族の声を聴き、子どもや家族
の身体や気持ち、おかれている状況を想像しなが
ら、やりとりを重ね、子どもや家族とともに、ケ
アを創っていくプロセスを大切に、さらに多職種
とともに、子ども・家族中心ケアを推進して頂き
たいと願っている。

　なお、「小児がん看護ケアガイドライン2018」
は、日本小児がん看護学会HPにアップしていま
すので、ぜひご活用ください。
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Ⅰ．はじめに
　小児がん看護学会ケア検討委員会は、小児がん
の子どもと家族のQOLの向上を目的とし、最新
の小児がんの動向に基づいた、多職種および子ど
もや家族との協働につながる活動を行っていま
す。これまでの活動では、「小児がん看護ケアガ
イドライン2008」の作成とその後の改訂に取り組
んできました。合わせて、子どもと家族が安全に
安心して過ごせることを目指して、ガイドライン
に記載されている内容について、学会員の皆様と
一緒に考えるためのワークショップを開催するな
ども行ってきました。
　「小児がん看護ケアガイドライン2018」の改訂
版では、新たに「抗がん薬曝露対策」の章を追加
しましたが、臨床の場では、まだまだ取り組みに
は施設による違いがあること、迷いながら進めて
いるのが現状であると思われます。子どもや家族
が安全に安心して過ごすために、抗がん薬曝露に
ついての対策なども含めた情報を子どもや家族に
説明し共有することは大切であると考え、その実
情について全国調査を行いました。
　今後、学会として小児における抗がん薬曝露対
策に関する指針の作成を目指しています。その
一環として、第20回学術集会で実施したワーク
ショップの内容を報告します。（スライド１）

Ⅱ．�第20回日本小児がん看護学会学術集
会  ケア検討委員会企画ワークショッ
プ報告（開催日時：2022年11月26日  
14:20～16:20）

１．�ワークショップの意図、委員会調査報告（ケ
ア検討委員会委員長 竹之内直子）

　抗がん薬による薬物療法は命を救うための必須
の治療である一方で、薬剤の細胞毒性により医療
従事者にも健康被害をもたらすリスクがあること
から、安全な取り扱いが求められ、2015年に日本
がん看護学会・日本臨床腫瘍学会・日本臨床腫瘍
薬学会が、「がん薬物療法における曝露対策合同
ガイドライン」を刊行し、実践現場での曝露対策
の意識は高まっています。また、健康被害は医療
者のみならず周囲の健康な人々にも影響を及ぼす
ことがわかってきていますが、ガイドラインの中
で治療を受ける患者が子どもである場合の対策に
ついてはほとんど示されていないのが現状です。
成長発達の過程にある小児期では、子どものセル
フケア能力に応じた対応が必要であり、合わせて
家族をはじめとする周囲の理解が必要になります
が、抗がん薬曝露対策に関して小児として統一し
た対応を考えることは難しく、各施設で迷いなが
ら取り組みをされていることと考えられます。
　そこで、小児がん看護学会ケア検討委員会で
は、2021年９月末から11月初旬にかけて、「看護
師が子どもや家族らに対して、抗がん薬曝露に関

ケア検討委員会報告

「抗がん薬治療を受ける子どもと家族が安全に安心して 
生活を送るための曝露対策について」

　　　　竹之内直子　Naoko TAKENOUCHI	 内田　雅代　Masayo UCHIDA

　　　　笹木　　忍　Shinobu SASAKI		  白井　　史　          SHIRAI

　　　　濱田　米紀　            HAMADA		  込山　洋美　Hiromi KOMIYAMA

　　　　坂田　　友　            SAKATA

日本小児がん看護学会ケア検討委員会
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する知識や対策に関する情報をどのように説明
し共有しているかの実態を明らかにすること」を
目的に、日本小児血液がん学会の認定する小児
血液・がん専門医研修施設の医師を介して、国内
106施設で勤務する看護師各１名に調査を依頼し
ました。ここに、その調査内容の一部を報告しま
す。
　回収率は43％で50施設からの回答を得ました

（ご協力いただいた施設の皆様ありがとうござい
ました）。実際に、治療を受ける子どもの薬物の

曝露対策についての具体的な説明は、入院中には
86％が説明をしているとしていましたが、外来で
は64％、また通園や通学施設への説明をしている
施設は14％でした（スライド２）。また、入院中
の説明は、看護師によるものが93％と最も多く、
次いで薬剤師、医師が説明している施設は16.3％
でした。子どもや家族への具体的な説明内容につ
いて、排泄物の処理やと吐物の扱い、汚染衣類の
扱いなどは、子どもの親に対して行われているこ
とが多かったですが、子どもへの説明は子どもの

スライド１

スライド２

ワークショップの流れ
１．曝露対策に関する調査結果の共有

竹之内直子（日本小児がん看護学会 ケア検討委員会）
２．話題提供
１）入院中の子どもと家族の抗がん薬の曝露の実際と対策について

野田優子（第一薬科大学看護学部 小児看護学）

２）外来で抗がん薬治療を受ける子どもと家族との情報共有の実際について
木下めぐみ（兵庫県立こども病院 がん化学療法認定看護師）

３．グループディスカッション
１）入院中の子どもと家族への曝露対策に関する現状と課題
２）在宅療養生活を送りながら抗がん薬治療を受ける子どもと家族の曝露対策の現状と課題

４．全体共有

結果：50施設から回答（回収率43％）

〇抗がん薬治療を受ける子どもの薬物の曝露対策について
  具体的に説明をしていますか？

実施している
43 実施している

32

実施している
7

実施していない
7 実施していない

18

実施していない
43

0%

20%

40%

60%

80%

100%

入院治療中 外来治療中 外来治療中

子どもや家族に対して 子どもや家族に対して 通園・通学施設に対して
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理解や年齢によって異なるという意見がありまし
た（スライド３）。治療を受ける子どもの薬物の
曝露対策について具体的に説明していない理由と
しては、忙しさや説明内容に関する迷いなどがあ
りましたが、曝露に関するエビデンスが乏しく、
どこまで説明してよいかわからないことや、説明
することによって、子どもの通園や通学先からの
拒否や恐怖心を与える可能性を懸念していること
が自由記述に記載されていました（スライド４）。
　抗がん薬曝露対策に伴う困難については、入院

および外来治療中の子どもや家族に対して64％
が、外来治療中の通園・通学施設に対しては76％
があると答えました。選択肢を用いて困難や課題
の内容を尋ねた結果、説明内容や説明方法、説明
のタイミングが上位であり、どの項目において
も、外来治療中の通園・通学施設に対する困難や
課題の方が、入院・および外来治療中の子どもや
家族に対するものより大きいことが伺えました。
自由意見には「子どもの理解や年齢に応じた説
明」「子どもや家族に不安を与えないような配慮

結果：入院治療中の子どもや家族への説明の実際

＜親へのその他の説明内容＞
・内服抗がん薬の扱い・廃棄について
・食残の取り扱いについて

※子どもへの説明は子どもの理解や年齢により異なる

〇誰が説明していますか？
（N＝43）複数回答

40

24

7

0

10

20

30

40

看護師 薬剤師 医師

93％

55.8％

16.3％

〇どのような内容を説明していますか？
（N＝43）複数回答

19 18
21

16

5
0

38
41

31
34

31

19

0

10

20

30

40

50

子ども 親

結果：曝露対策に関する説明の実際
〇抗がん薬治療を受ける子どもの薬物の曝露対策について

具体的に説明していない理由は何ですか？   （複数回答)

子どもや家族に対して 子どもや家族に対して 通園・通学施設に対して
(N=７) (N=18) (N=４３)

10

2

4

6

9

17

5

1

1

2

6

4

1

2

0

2

2

0

0 5 10 15 20

その他

現在準備中

説明の必要はない

特に理由はない

内容をどうしたらよいかわからない

時間的に取り組めない

入院治療中 外来治療中 外来治療中

• 曝露に関するエビデンスが乏しく、どこま
で説明したらよいかわからない（４）

• 説明により通園・通学先からの拒否や
恐怖心を与える可能性が懸念される
（３）

• 家族に依頼している（２）
• 必要性が認識されていない（１）

スライド３

スライド４



－68－

「抗がん薬治療を受ける子どもと家族が安全に安心して生活を送るための曝露対策について

が必要」などはありました（スライド５）。そし
て子どもや家族、その他周囲の人々や通園通学施
設などとの情報共有をすることについて25施設か
ら得られた自由記述をみてみると、「退院後の集
団生活における情報共有についての課題」が多く
挙げられていました（スライド６）。

２．�話題提供①「入院中の子どもと家族の抗がん
剤曝露の実際と対策について」 

（野田優子：第一薬科大学看護学部小児看護学／

古賀友紀：九州大学病院　小児科）
　当日は、野田優子氏が都合により会場に来るこ
とが難しかったので、ピンチヒッターとして、一
緒に曝露対策に関する研究に取り組まれている古
賀友紀先生がお話をしてくださいました。
１）抗がん剤曝露による健康被害について
　曝露（exposure）とは、化学物質や病原体に
生体がさらされることをいいます。Hazardous 
Drugs（HD）は、曝露による健康への有害な影
響がある薬剤のことで、発がん性、催奇形性、生

結果:抗がん薬曝露対策に伴う困難や課題

困難がある
〇困難や課題の内容（複数回答）

入院・外来治療中
・子どもや家族に対して
・・32施設（64％）

外来治療中
・通園・通学施設に対して
・・38施設（76％）

(N=32) (N=32) (N=38)

6

14

14

11

17

19

24

6

8

11

10

9

12

18

10

6

8

9

11

13

14

0 5 10 15 20 25 30

その他

誰がするのがよいか

誰にすればよいか

多職種との連携

説明のタイミング

説明方法

説明内容

入院治療中 外来治療中 外来治療中
子どもや家族に対して 子どもや家族に対して 通園・通学施設に対して

子どもの理解や年齢に応じた
説明（４）
知識や対策が曖昧（３）
子どもや家族に過度な不安を
与えないよう配慮が必要（２）

結果：抗がん薬曝露対策に伴う困難や課題

〇子どもや家族、その他周囲の人々や通園通学施設などとの情報共有をする
ことについて感じていること（自由記載）：25施設

退院後の集団生活
における情報共有
について

伝える内容の中身や程度が難しい

伝えることで子どもが不利益を受けるのではないかと気がかりがある

本人や家族の気持ちを考えると伝えることにジレンマがある

保育園や高校では共有の場がなく家族任せになっている

施設と情報共有するうえでの調整が難しい

復学カンファレンスをしても曝露対策までは説明できていない

情報が少なくどう取り組んだらよいかわからない

全般的な情報共有
について

どこまで対応するべきかが難しい

家族の心情によって伝えることの難しさがある

外来での介入の機会がない

説明内容は曝露頻度に合わせて変えてよいと思う

曝露対策は重要なことだが妥協も必要であると思う

説明の際には配慮が必要であると思う

【その他】
• トイレにふたがないなど
環境整備がされていない

• 対策について医師が必要
ないと考えている

• 曝露対策以前にもっと
対応すべきことがある

スライド5

スライド6
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殖毒性、遺伝毒性などをもたらす可能性があり、
これには抗がん剤、抗ウイルス薬、免疫抑制剤、
ホルモン剤などがあります。曝露経路に関して
は、抗がん剤の準備や取り扱い時、排泄物の取り
扱い時に起きやすく、経皮・経口・吸入・針刺し
などで起きます。このような場面で一番曝露しや
すいのは看護師であり、曝露リスク要因を特定し
て看護師自身の健康を脅かす慣習を改める必要が
あるという報告があります。
　職業性曝露対策ガイドラインは、国外では米国
がん看護学会ガイドライン、アメリカ国立労働安
全衛生研究所があり、国内では2015年から策定さ
れた３学会合同（日本がん看護学会、日本臨床腫
瘍学会、日本臨床腫瘍薬学会）による職業性曝露
対策ガイドラインがあります。これらは曝露に関
して安全に行うためにはどのようにしたらよいか
ということの啓発も含み掲げられており、職業性
曝露対策は確立されつつあるといえます。
２）抗がん剤曝露対策の変遷
　医療者への曝露対策は、1970年代後半、抗がん
剤を取り扱う看護師の尿の中に抗がん剤の刺激に
よって遺伝異常が起きたと思われる物質が検出
されたという報告がされました。欧米では1980
年代にガイドラインが策定され、手袋やガウンな
ど個人防護具（personal protective equipment：
PPE）が導入、1990年代には安全キャビネットな
どが使用されるようになりました。2000年以降、
閉鎖式薬物移送システム（closed system drug 
transfer device：CSTD）などの導入によって抗
がん剤の安全な取り扱いがなされ、この数年で曝
露による健康被害は低減されました。しかしなが
ら、医療行為の中での曝露は低減されても、薬剤
投与した患者からの排泄物によって曝露される可
能性があるということが分かってきました。
　患者・ 家族への曝露対策としては、2010年以
降、外来化学療法中の成人患者の家族の尿中にシ
クロフォスファミド（CPM，商品名：エンドキ
サン）が検出された報告、外来化学療法中の成人
患者自宅のトイレ、浴室、キッチン、食器棚に抗
がん剤曝露を認めた報告があります。
３）�抗がん剤治療を受ける子どもの家族に対する

抗がん剤曝露の現状

　患者の体液や排泄物の取り扱いには注意する必
要があります。例えば、代表的な揮発性の薬剤で
あるCPMは、尿中未変化体排泄率（そのままの
形で尿中排泄率）５～25％であります。この薬剤
は、シトクロームP450によって代謝されヒドロ
キシシクロホスファミドという代謝産物になり、
アルドフォスファミドという毒性のまた違う物
に変わり抗腫瘍効果を持ち、患者には効果的です
が、健康な人には害でしかありません。またこれ
がホスファミドマスタード、アクロレインという
最も毒性の高い代謝産物に変わり尿中に排出され
るため、この時の患者の尿や汗など体液・排泄物
には気を付けなければなりません。
　（1）�九州大学病院小児医療センターにおける

抗がん剤曝露対策と課題
　2018年に、乳幼児７名、学童期８名の子ども15
名を対象にその家族と医療者の曝露の程度につい
て調査をしました。家族として母親、医療者とし
て看護師、医師、チャイルド・ライフ・スペシャ
リスト・スペリスト、保育士、清掃業者を対象に
尿中のCPM検出をみると、母親の尿中にCPM検
出がみられ、医療者より家族の方が曝露されてい
たことが分かりました。また同時に行ったCPM
投与後の子どもの療養環境調査では、あらゆる場
所からCPMが検出され、一番多かったは汗の付
く肌着やシーツ、トイレの便座、沐浴の湯の中で
あり、さらにベッド柵や換気口からも検出されま
した（スライド７）。
　この調査を基に、『治療中の抗がん剤曝露対策』
の家族とスタッフ向け、看護師向けの冊子を作成
し、ケアの方法を示しました。また外来において

『自宅での抗がん剤曝露対策』の家族向けの冊子
を作成しました。
　曝露対策を進める上で、子どもや家族への曝露
対策の指導に関する困難さがあります。例えば、
曝露対策の説明をする際、「お母さんが僕と同じ
病気になる可能性があるなんて……、もう僕に会
いに来ないで」と悲しい思いをする子どもや、

「付き添わないほうがいいんでしょうか」や「外
来治療中はお友だちとか学校の先生にどんなふう
に言ったらいいですか」などと心配する母親など
の反応がみられました。
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　次に、乳幼児６名、学童期５名の子ども11名の
付き添い家族を対象に曝露要因について調査をし
ました。この調査では、【PPE装着時間指数=ケ
ア時間（分）×PPE装着の度合い】として決め、
清潔ケア、口腔ケア、食事のケア、抱っこ、添い
寝などの日常生活行動についてPPE装着時間指数
を調べました。曝露した人としなかった人の2群
に分け、そのPPE装着時間指数に差があるかどう
かを調べたところ、PPE装着の度合いが低い場面
である抱っこやタッチング、遊びなど情緒的ケア
場面で、家族は曝露していました。
　家族の尿中CPM排出量は、投与後６時間以内
に排出され、72時間後も排出されていました。い
くつかの報告では、尿中CPM排出量として、患
者からは１～３時間以内、４～６時間の順で多
く、家族はその後時間を空けて24時間過ぎてピー
クを迎え、少なくとも家族は薬剤投与後72時間
は曝露対策が必要であると考えられます。また
職業性CPM曝露による発がんリスクを定義した
Sessinkモデルと比べると、今回の家族の曝露量
は中間レベルの発がんリスクにあたり、家族への
曝露対策は喫緊の課題です。
　子どもにとって情緒的ケア（抱っこ、スキン
シップ、遊びなど）は必要であり、子どもの情緒
面に配慮した個別の対策を考える必要がありま

す。排泄物の取り扱いなど曝露リスクが高いもの
はPPE装着等に慣れている看護師が行うという工
夫などを提案できます。しかし一律にルール化す
るには限界があり、個別に子どもや家族にとって
望ましい付き添い方法などを考えていく必要があ
り、子どもと家族の視点にたった抗がん薬曝露対
策の確立を目指すことが今後の課題です。
　（2）抗がん剤曝露対策に関する研究調査
　①抗がん剤曝露対策の現状（スライド８）
　当小児医療センターで、看護師15名を対象に
Safe-Handling-Alone（従来法）とCSTDを用いた
抗がん剤投与時の抗がん剤曝露の違いについて調
査しました。CPM投与時、看護師の手袋では、
従来法で曝露がみられ、CSTDを用いた方法では
曝露がありませんでした。看護師の尿について
は、どちらの方法でも曝露は見られませんでし
た。ところが同じタイミングで測定した家族の尿
からは曝露がみられました。これらの結果から、
曝露対策の内容や程度をどのようにしたらよい
か、みんなで考えてもらえればと思います。
　②�子どもの健康と環境に関する全国調査 (エコ

チル調査) （スライド９）
　最後に、先に研究を行っていた野田さんに感化
されて行った、エコチル調査の全国データを用い
た研究についてお話します。この調査で、母親が

スライド7
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妊娠中に医療で使用される化学物質 （放射能、抗
がん剤）に職業で曝露された場合の１歳までの子
どもの発がん発症リスクを検証しました。母親が
妊娠期間中に放射線を扱ったのは2.3％、抗がん
剤が1.4％、父親は放射線3.2％、抗がん剤0.6％で
した。母親における放射線・抗がん剤曝露がある
場合、子どもの神経芽細胞腫発症リスクが有意に
高いことがわかりました（父親では有意差なし）。
ここまで、病棟の曝露の現状とエコチルの全国調
査の話題を提供させていただきました。ありがと

うございました。

３．�話題提供②「外来で抗がん薬治療を受ける
子どもと家族との情報共有の実際について」

（兵庫県立こども病院　がん化学療法看護認
定看護師：木下めぐみ）

１）兵庫県立こども病院の紹介
　兵庫県立こども病院は、昭和45年に兵庫県政
100周年を記念して神戸市須磨区に開設され、平
成28年５月にポートアイランドに移転しました。

スライド８

スライド９
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当院は平成25年に小児がん拠点病院に指定され、
隣接する神戸陽子線センターと連携し、全国の対
象患者を視野に入れ、より高度な小児がん医療を
展開しています。
　新規のがん患者数は年間146名、抗がん薬治療
件数は、入院では年間2858件、外来では190件と
なっています。血液腫瘍科の病棟だけでなく、状
況に応じて他の病棟や集中治療科の病棟でも抗が
ん薬治療を実施しています。しかし、スタッフの
曝露対策を含む抗がん薬治療に関する専門的知識
に偏りがあることが課題となっています。
２）当院の抗がん薬曝露対策の現状
　医療者への抗がん薬投与時の曝露対策として
は、「がん化学療法における職業性曝露対策ガイ
ドライン」に基づいた看護師対象の院内手順を作
成し、それに沿って対応しています。子どもと家
族への対策としては、治療開始時に手袋・マスク
着用、コップやスプーンは使い捨てといった内服
介助の注意点のみ口頭で指導していましたが、曝
露の危険性などの知識提供、情報共有は明確には
していませんでした。
　このように当院では、内服介助を除く曝露対策
全般において、子どもと家族に説明する基準はあ
りませんでした。このような状況の中で曝露対策
に関して、外来ではご家族から「家でのオムツ交
換に手袋はしたほうがいいのでしょうか」「家で
もロイケリン®内服時にはマスクが必要ですか」
と、病棟で行っていた対策を継続する必要がある
かという質問や、「洗濯物は他の物と一緒に洗っ
ていいのでしょうか」「まだオムツがとれていな
いけれど、お風呂はきょうだいと一緒に入ってい
いのでしょうか」、また経管栄養チューブからの
内服時には「毎回必要なのにシリンジを自分で買
わないといけないのですか」と、病院生活とは異
なる自宅での生活の中で生じた疑問や戸惑いから
くる質問があり、情報が少ないことによる不安が
あると考えられました。
　一方で、看護師の立場としては、抗がん薬の曝
露対策を家族や保育園や学校などの地域に伝える
ことに対して、そもそも根拠が曖昧で情報共有へ
の不確かさを感じている中で、「家族や学校や保
育園などを不安にさせるだけではないか」「一部

の家族からは不安の声があるが、大半の子どもと
家族の自宅での曝露の危険性や対策の実施状況が
見えない。でも真実を知らせないわけにはいかな
い」と複雑な思いがありました。
　そこで、曝露対策に関する多職種の思いや実施
状況を確認したところ、医師は「抗がん薬の曝露
の危険性や対策については説明していない」「曝
露対策について説明をすることで、子どもと家族
のアドヒアランスが悪くなり、治療に影響するの
ではないか」と自身の立場から情報共有を行うこ
とへの消極的な思いがありました。薬剤師は「抗
がん薬の曝露の危険性や対策についての説明の取
り決めはない」「曝露対策について家族からの質
問があれば、質問を受けたスタッフの個々の判断
で、その子どもと家族個々への返答をしている」
という状況で、医師が説明していないことを薬剤
師が説明することには抵抗があるという思いを抱
いていました。私自身、がん化学療法看護認定看
護師として横断的に活動する中で、このような現
状に対して、抗がん薬曝露対策の取り組みの検討
が必要であると考えました。
　子どもと家族や周囲の人たちが曝露に対する不
安を軽減し、安全に治療を継続していくための指
針が必要であると考えましたが、これまでお話し
したように、職種や立場の違いによる様々な価値
観があることから、個人や特定の職種で検討する
のではなく、多職種チームによる抗がん薬曝露対
策ワーキングを立ち上げて検討していくことにし
ました。ワーキングメンバーは、血液腫瘍内科医
師、薬剤師、抗がん薬を主に取り扱う病棟の看護
師長２名、外来所属・病棟所属のがん化学療法看
護認定看護師それぞれ１名としました（スライド
10）。
３）取り組みの実際
　まず多職種チームで子どもと家族との情報共有
のあり方について検討しました。文献や他施設の
曝露対策の実施状況を持ち寄り、多職種それぞれ
の立場からの意見を交換していく中で、前提とし
て「曝露のリスクはあるから自宅でも対策は必要
である」と、改めて曝露対策に関する情報共有は
必要であるという共通認識ができました。一方
で、明確な基準は存在しないことから、「維持療
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法の抗がん薬の量でどのくらい曝露するのか」、
どの程度リスクがあるのか自体も不確かであるこ
とや、そのような状況の中で「誰がどんなふうに
伝えるのがいいのか」と、自宅での治療を想定し
た曝露に対する十分な根拠がないことも再認識し
合いました。この点に関しては、現在に至るまで
何度も繰り返し話し合いを重ねています（スライ
ド11）。
　そして、実際に子どもや家族の生活をイメージ
しながら指導内容を考えていく中で、退院を見据

えた指導になっているか、伝え方によっては家族
との過ごし方や保育園での過ごし方、そもそも保
育園に入園できるかなど、子どもと家族の生活に
影響を及ぼすかもしれないと、子どもと家族が治
療と社会生活を継続できる曝露対策を検討する必
要があることを改めて念頭に置いた上で、正しい
情報を届ける方法について考えていきました。
　取り組む過程では、子どもと家族を中心に考え
ていくことに改めて立ち返り、子どもと家族の思
いを実際に何人かのご家族のご協力いただき確認

スライド10

取り組みの検討

多職種チームによる
抗がん薬曝露対策ワーキングの立ち上げ

職種や立場の違いによる様々な価値観

【ワーキングメンバー】

がん化学療法看護
認定看護師

血液腫瘍内科医師 薬剤師 抗がん薬を取り扱う
病棟の看護師長

スライド11

取り組みの実際 ①子どもと家族との情報共有について検討

「曝露のリスクはあるから自宅でも対策は必要」

「維持療法の抗がん薬でどのくらい
曝露するの？」

「誰がどんなふうに伝えるの？」

「退院を見据えた指導になってる？」
「伝えることで子どもと家族の生活に
影響を及ぼすかも…」

自宅での治療を想定した曝露
に対する十分な根拠がない

子どもと家族が治療と社会生活を継続
できる曝露対策を検討する必要がある

曝露対策に関する
情報共有は必要
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しました。ご家族からは「抗がん薬の影響が他の
人にもあるなら、それは伝えたほうがよいと思
う」「通う保育園などにもよるが、言いやすい先
生になら伝えられると思う」「どのようにすれば
大丈夫という基準が提示できたほうが安心」とい
う意見をいただき、地域へ伝えることの不安はあ
る一方で、正しい情報を伝えたほうがよいという
思いや、曝露対策や方法を伝えられることにも安
心感があることを確認できました。
４）今後の課題
　現在、医療者間での話し合いや家族の意見を基
に、情報共有の内容とツールの検討を進めている
ところです。内容としては、内服、生活などを組
み込みましたが、曝露対策が必要な場面を切り取
らずに、保育園や学校との調整方法についても項
目を設けるなど、子どもと家族が安心で安全に生
活できることをイメージして内容を検討しました

（スライド12）。
　職種や立場により価値観の相違はありました
が、多職種チームを立ち上げたことにより、子ど
もと家族を中心とした情報共有のあり方について
検討できました。今回、子どもと家族への情報共
有ツールの作成を行いましたが、まだ取り組み過
程であり、今後ツールの活用を通して、子どもと
家族の安心で安全な曝露対策の情報共有のあり方

を再検討していく必要があると考えています。
　今回の取り組みでは、自宅での治療を想定した
曝露に対する十分な根拠がないことから、私自
身、子どもと家族への曝露に対する知識提供を誰
がどのように伝えていくかということや、どこま
での情報共有をしていくのか、また子ども自身へ
の行動に合わせた介入をどのようにしていくの
かなど、基準を決めていくことを難しく感じまし
た。ツールも検討段階にあり、改めて子どもと家
族中心のケアについて考えていければと思ってお
ります。

４．話題提供後の質疑応答
　講演後には、参加者の勤務している病院（以下、
自施設）で経験している「抗がん薬の曝露対策」
の現状や課題を踏まえたさまざまな質問や意見な
ど、活発な質疑応答が行われました。
１）薬剤と曝露の関係について
　（1）維持療法中の曝露対策について

【質問】
　自施設では、曝露対策については試行錯誤しな
がら悩みながら行っており、特に外来移行後の維
持療法中に使っている薬で、どのぐらい曝露する
のか、曝露対策が、そこまで必要なのかを議論し
ています。自施設では、小児領域だけではなく成

取り組みの実際③情報共有の内容・ツールの検討

案

内服
生活

曝露対策が必要な場面を切り
取らず
子どもと家族が安心で安全に
生活できることをイメージし
て内容を検討

園や学校
との調整

スライド12
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人も含めて曝露対策を検討しており、職業性曝露
のガイドラインには、家族が介護するのは特定の
一人に限られているという点で、それが将来的に
どこまで影響が出るのかということが結構議論に
なっています。これまでの研究の中でそのような
情報があったら教えていただきたいと思います。

【回答】古賀医師
　ロイケリンやメソトレキセート（代謝拮抗薬）
も曝露はしますが、ごく微量です。ただし、長期
にわたって曝露するため、避けられるのであれば
避けたほうがいいです。先程スライドで紹介した
病棟看護師のエンドキサンの曝露に関する研究結
果では、曝露していない群に入っていた看護師に
おいても、基準値以下ながら感度以上の少量のエ
ンドキサンに曝露していました。
　（2）抗がん薬の種類による違いについて

【質問】
　抗がん薬は、いろいろなものが出てきていて、
従来の細胞障害性のものや分子標的薬など、いろ
んな作用機序のものがありますが、果たしてどの
薬でも同じような取り扱いが、曝露対策として必
要なのかも迷うので、教えてください。

【回答】：古賀医師
　特に揮発性の薬剤は取扱注意が必要です。　実
際、子どものがん治療で使う抗がん薬は多くが対
象です。分子標的薬はリスクは少ないかもしれま
せん。
２）曝露対策について
　（1）職業性曝露と家族の曝露の違いについて

【質問】
　自施設では、職業性曝露と家族の曝露の違いが
あるのかについて、意見が割れたりすることがあ
るのですが、そのあたりはどう考えるとよいで
しょうか。

【回答】：古賀医師
　エコチル調査のスライドで示したように、看護
師や医師などの医療者である母親が妊娠中に放射
線や抗がん剤を扱っていた場合には、そうでない
場合よりも生まれてきた子どもの神経芽細胞腫の
発生が多かったという結果が出ています。その曝
露の状況からは、付き添い家族か、職業性曝露と
かはさておき、それぞれの立場で曝露を減らす努

力をする必要があるということです。どちらにし
ても、しっかり認識は持ち、曝露対策に取り組み
ましょうということだと思います。
　（2）曝露対策におけるCSTDについて

【意見・質問】
　CSTDを使った方がエンドキサンの環境表面の
曝露が有意に少ないというデータはかなり衝撃
的でした。エンドキサンは揮発性の抗がん剤な
のでCSTDを使うことをガイドラインでは推奨し
ていますが、実際には現場に任されている状況
です。自施設のがん専門病院でも、エンドキサン
にはCSTDは使っていない現状があります。今回
この結果について、学会から提言していただき、
CSTDを使うことをもっと義務付けるというか、
看護師がPPEをどれだけきちんと付けるかという
ことと同等に、そのことをわれわれがいかに患者
さんに指導するかとか、CSTDの使用を推進する
かということも重要だと思いました。日本小児が
ん看護学会がそのような提言をしていくといった
プランはありますか。

【回答】：竹之内委員長
　今回このような企画をしたのも、多分いろんな
人たちがこのような研究に積極的に取り組まれて
いたり、各施設で検討されているいろんな情報を
共有し、学会としてもこれから、ワーキンググ
ループを立ち上げ検討していく予定です。手掛か
りとなるような情報を集めて、それを基に各施設
で少しでも動きやすくなるといいなということを
目指しておりますので、今いただいたようなご意
見や、本日これから実施するグループワークも含
めて、もっといろいろな意見も出てくると思うの
で、そういうことをみんなで考えながら、もちろ
ん看護師だけでできるものではないと思いますの
で、医師や薬剤師、多職種と連携しながら、今後
進めていきたいと考えています。

　その他の意見として、参加者から、日本臨床腫
瘍学会の曝露対策や環境調査などの情報を得て、
院内の環境モニタリング調査を３～４回実施し情
報も持っていること、他学会等とコラボレーショ
ンして情報を得るということも一つの手段である
こと、薬については、全薬剤においてCSTDを投
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入して、スタッフが安全に扱えるように取り組ん
でいるという自施設の紹介がありました。

５．グループディスカッション
　話題提供の後、運営も含む計27名の参加者で3
つのグループに分かれてディスカッションを行
い、最後に、グループで話し合われた内容を共有
しました。
　意見交換された内容には、入院中の曝露対策に
関することとして、CSTDの導入をしたいが、費
用の問題などのために組織の中で困難があること
や、また子どもや家族に説明することについて、
個々のスタッフによって理解や力量の差があるこ
と、いつだれが説明するのが良いのか、などの課
題が挙がりました。また、曝露対策についての説
明が子どもや家族に恐怖を与えることがないよう
に配慮することや、必要と考える一様の説明に加
えて、子どもの特徴に合わせた説明が必要であろ
うという意見も挙げられました。グループワーク
には、経験者とご家族も参加してくださっており

「あいまいな説明は患者・家族の不安につながる」
ことや、家族のネットワークの中で最近、実際に
退院後の曝露対策に関する相談も聞かれることが
ある、との意見もいただきました。
　そして、外来化学療法を受ける子どもの在宅や
学校など社会生活における曝露対策については、

エビデンスとなる情報がないのでどこまで必要な
ことかわからないこと、しかし最低限、マスクと
手袋は必要ではないか、などの意見も挙げられて
いました。

Ⅲ．今後に向けて
　今回のワークショップでは、抗がん薬治療を受
ける子どもとその家族が、入院中のみならず、在
宅でも安全に、安心して生活を送るために、どの
ような支援ができるのか、特に曝露対策に関して
どのように説明し、情報共有を行うことがよいの
かについて、情報提供いただいた施設の取り組み
や研究に関する報告を共有しました。また、グ
ループディスカッションでは、参加した方々の各
施設の状況や課題を意見交換し、小児の抗がん薬
曝露対策に関する取り組みは、施設による違いが
あること、しかし子どもと家族が安全に安心して
療養生活を送るために、迷いながらも真剣に取り
組もうとしていることがわかりました。その後、
ワークショップに参加し、関心を持ってくださっ
た方々を中心に、曝露対策に関する指針を作成す
ることを目指してワーキンググループを結成し活
動を開始しました。今後さらに、学術集会などで
意見交換をしながら、指針の作成に向けて検討し
ていきたいと考えております。
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第20回日本小児がん看護学会学術集会を振り返って
上別府圭子（国際医療福祉大学大学院家族看護学領域）

　第20回日本小児がん看護学会は、第64回日本小児血液・がん学会（会長　越永従道先生）、
第27回がんの子どもを守る会公開シンポジウム（理事長　山下公輔氏）と合同で、11月25-27日
の期間中、前2日間は虎ノ門ヒルズフォーラムにて、最終日はオンライン形式にて開催されま
した（一部プログラムはオンデマンド配信あり）。当日は秋晴れのとても気持ちのよい日和で
した。国際交流会や懇親会こそ叶いませんでしたが、会場の休憩スペースに、20周年記念の
うさぎのjsponちゃん模様の金太郎飴をはじめ、ちょっとしたスイーツやティー・コーヒーを
置いたり、日本クリニクラウン協会の方にもご協力いただいたりして、参加者の気分は大盛り
上がり、3年ぶりの対面に会場の発表もディスカッションも大いに沸きました。
　学会のテーマは2学会共通で「小児がんの子どもと家族を支える和」としました。第20回の
特徴としては、多職種や子どもを含めた家族とのパートナーシップを大事にしたことと、学会
の20周年を記念しての特別企画を、さりげなく盛り込んだところにあります。
　特別講演として、前理事長である梶山祥子先生と内田雅代先生のお二人をLiving Legend
としてお迎えし、 学会設立前夜のことも含めて学会20年のあゆみをお話しいただきまし
た。異分野融合（心理）の特別講演では、開浩一先生にトラウマから成長する可能性として
Posttraumatic Growth (PTG)についてとてもわかりやすくお話しいただきました。教育講演は
NPO法人ファミリーハウスの江口八千代氏と上別府が、家族支援についてお話しする機会をい
ただきました。シンポジウムの１つ目は第４期がん対策推進基本計画が「小児がん看護師」に
期待することと題し、フロアに寄附者である企業から社会貢献担当顧問をお迎えし、当時認定
委員長であった小川純子が当会の認定制度を説明した上で、厚労省の担当官、小児がん中央機
関の長、経験者家族の方、学会認定小児がん看護師（PON）となって活躍されている方のそれ
ぞれの立場から、期待をお話しいただきました。このセッションは参加者数が3日間を通して
最も多く、関心の高さが示されました。PONの方々の初の対面交流会も開催され、グループ討
議で盛り上がっていました。2つ目のシンポジウムは成人移行期支援に関するもので、医師、
看護師、教育領域、小児がん経験者の立場からパートナーシップについて、2学会合同シンポ
ジウムは固形腫瘍に関するもので、小児外科医、小児内科医、外科内科両方の経験のある看護
師、理学療法士によって、外科領域の集学的治療について議論しました。委員会企画も抗がん
薬曝露対策ほかいずれも重要なテーマを取り上げ、初の国際セミナーとして、Myra Bluebond-
Langner先生による死が近い子どもとのコミュニケーションに関する講演もビデオ配信されま
した。
　一般演題のご発表もありがとうございました。コロナ禍での実践・研究は、とりわけご苦労
だったと思います。準備段階から当日の運営とその後まで、ご協力いただいた会員の皆様、諸
事情にて現地参加が叶わなかった方も含めて皆様に心よりお礼申し上げます。
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第１回
日　時：2022年１月29日（土）12:30～16:40
場　所：Zoomによるオンライン開催
議　題：‌�１）第18回（2020年）小児がん看護学会

学術集会の報告   ２） 第19回（2021年）
小児がん看護学会学術集会の進捗報告  
３）各委員会報告（将来計画、編集、国
際交流、ケア検討、学術検討、広報、教
育、研究助成、認定、プログラム、会計、
庶務）４）第20回（2022年）小児がん看
護学会学術集会の進捗報告  ５）看護師
への教育研修制度について   ６）2020年
度事業報告書について  ７）会費滞納に
よる退会者について  ８）その他報告事
項   ９）2020年度の決算・監査報告に関
する審議  10）小児がん看護し認定制度
に関する審議  11）その他審議事項

第２回
日　時：2022年３月26日（土）12:30～15:10
場　所：Zoomによるオンライン開催
議　題：‌�１）小児がん看護し資格審査要項に関す

る審議  ２）小児がん看護師認定証カー
ドデザインに関する審議

第３回
日　時：2022年５月28日（土）12:30～15:15
場　所：Zoomによるオンライン開催
議　題：‌�１）第18回（2020年）小児がん看護学会

学術集会の会計報告  ２）第19回（2021
年）小児がん看護学会学術集会の進捗報
告  ３）第20回（2022年）小児がん看護
学会学術集会の進捗報告  ４）各委員会
報告（将来計画、編集、国際交流、ケア
検討、学術検討、広報、教育、研究助成、
認定、プログラム、会計、庶務）５）そ
の他報告事項  ６）2020年度の決算・監
査報告に関する審議  7）小児がん看護
師認定に関する審議  ８）委員会主催の
研修会・セミナーにおけ

第４回
日　時：2022年７月30日（土）12:30～14:30
場　所：Zoomによるオンライン開催
議　題：‌�１）第18回（2020年）小児がん看護学会

学術集会の会計報告  ２）第19回（2021
年）小児がん看護学会学術集会の進捗報
告  ３）第20回（2022年）小児がん看護
学会学術集会の進捗報告  ４）各委員会
報告（将来計画、編集、国際交流、ケア
検討、学術検討、広報、教育、研究助成、
認定、プログラム、会計、庶務）５）学
会誌へ論文投稿方法と会員への研究支援
に関する審議  ６）小児がん看護師制度
に関する審議  ７）助成金の規程の改正
案と助成の経費についての審議  ８）そ
の他審議事項

第５回
日　時：2022年10月15日（土）12:30～14:10
場　所：Zoomによるオンライン開催
議　題：‌�１）第19回（2021年）小児がん看護学会

学術集会の進捗報告  ２）第20回（2022
年）小児がん看護学会学術集会の進捗報
告  ３）各委員会報告（将来計画、編集、
国際交流、ケア検討、学術検討、広報、
教育、研究助成、認定、プログラム、会
計、庶務）４）その他報告事項  ５）認
定事務局の体制に関する審議  ６）認定
制度関連および学会全体の会計に関する
審議  ７）小児がん看護師認定制度に関
する審議

第６回
日　時：2022年11月26日（土）12:00～12:35
場　所：虎ノ門ヒルズフォーラム５F
　　　　ミーティング１
議　題：‌�１）第19回（2021年）小児がん看護学会

学術集会の進捗報告  ２）第20回（2022
年）小児がん看護学会学術集会の進捗報
告  ３）各委員会報告

2022年度 理事会報告
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資料：1．2021年度理事会報告
　　　2．2021年度事業報告書
　　　3-1.  ‌�2021年度活動計算書
　　　3-2.  2021年度監査報告書
　　　4．2023年度事業計画
　　　5．2023年度予算案

議事の経過の概要および議決結果
１．開会
　�　司会の佐藤理事より、2022年度日本小児がん
看護学会総会の開会が宣言された。

２．定足数の確認
　�　佐藤理事より、本日の出席者25名、委任状出
席者301名の合計326名の出席となり、正会員数
815名（2021年10月31日現在）の４分の１以上
の出席が確認され、定款第25条の規定により定
足数を満たしたため、本総会は成立することが
報告された。

３．理事長挨拶
　�　上別府理事長より、 次の旨が述べられた。
「この２年間はオンラインでの学術集会開催で
あったが、３年ぶりに皆様にお会いすることが
でき、大変嬉しく思う。コロナ禍で本務が忙
しく大変な時期ではあったと思うが、それでも
活発な活動をしていただいたことに感謝してい
る」と、謝意が述べられた。また、「2019年12
月から開始されたE-learningを中心とする教育
研修制度では、これまで2021年３月、2022年３
月の２回の認定審査を行い、合計28名の小児
がん看護師を輩出している。小児がん看護師
には、この学術集会内で登壇いただいたり、
JCCG（日本小児がん研究グループ）のニュー
ズレターでも活躍を披露してもらっており、こ
のような方々が増えてきていること、また職場
の理解を得られるよう活躍いただいけているこ
とを嬉しく思う。様々な課題があると思うが、
ますますの理解と協力をいただきたい。」

４．議長選任および議事録署名人の選出
　�　定款施行細則第6条4に基づき、上別府圭子氏
（所属：国際医療福祉大学大学院）が議長とし
て登壇された。議事録署名人選出に関しては会
場から立候補者および推薦者なし。議長より、
浅野みどり氏（所属：名古屋大学大学院 医学
系研究科総合保健学専攻）、名古屋祐子氏（所
属：宮城大学 看護学群）が推薦され、会場か
ら異議なく承認された。

５．報告事項
１）2021年度理事会報告
　上別府理事長より、書面理事会を含め、合計７
回の理事会を開催したことが報告された。また議
題については、教育研修制度、小児がん看護師審
査、小児がん看護師認定事務局体制、教育研修関
連および学会全体の会計、第19回学術集会、2022
年度予算案、学会20周年記念事業、主たる事務所
の移転、役員組織と委員長の変更について議論し
てきたことが報告された。
２）2021年度庶務報告
　佐藤理事より、今年10月末時点での正会員数は
815名あることが報告された。
３）2021年度事業報告
　（1）将来計画委員会
　　上別府理事長より、教育研修制度、小児がん

看護師認定制度について討議されたことが報告
された。

　（2）編集委員会
　　小林理事が欠席のため、代理で佐藤理事より、

以下の内容が報告された。学会誌として、「小
児がん看護」第16巻１号を発刊したことが報告
された。過去３年間に学会誌に掲載された論文
の中から、研究奨励賞を1件に授与した旨が報
告された。

　（3）教育委員会
　　松岡理事より、２年ぶりに第17回小児がん看

護研修会「発達的な視点を持ちながら小児がん
の子どもと関われていますか？」をオンライン

2022年度　特定非営利活動法人日本小児がん看護学会総会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：2022年11月26日（土）16:50～17:25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：虎ノ門ヒルズフォーラム５階　ホールA1
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で開催し42名が参加したことが報告された。第
19回学術集会で教育委員会主催教育セミナー
「いまさら聞けない分子標的薬のこと」をオン
ラインで開催したことが報告された。

　（4）国際交流委員会
　　平田理事より、学会ホームページ内に国際交

流委員会のコーナーを開設し、国際学会関連
情報の提供、Share the useful information and 
knowledge!コーナーで、臨床に役立ちそうな英
語論文のサマリーを共有していること、第20回
学術集会における国際セミナー実現に向けての
準備を行ってきたことが報告された。

　（5）ケア検討委員会
　　竹之内理事より、第19回学術集会で、ケア検

討委員会主催ワークショップ「子ども家族中心
ケアについて考えよう」を開催し、ライブとオ
ンデマンドあわせて151名の参加があったこと
が報告された。また昨年度より、抗がん剤暴露
対策についての指針策定に向けた全国調査を進
めてきたことが報告された。

　（6）学術検討委員会
　　河俣理事より、第19回学術集会で、学術検討

委員会主催学術交流セミナー「現場から発信す
る学術研究」を開催したことが報告された。

　（7）研究助成委員会
　　濱田理事より、研究助成の応募要件を見直し

たことが報告された。2021年度は研究助成の申
請はあったが、応募要件を満たしていないと判
断され不採択とされたことが報告された。

　（8）広報委員会
　　塩飽理事より、学会本体ホームページとあわ

せて、国際交流委員会ページ、小児がん看護師
の独立したサイトの管理・運営、さらにメーリ
ングリストなどで情報発信を行ったことが報告
された。

　（9）認定委員会
　　小川理事より、 学会認定「小児がん看護師」

の認定制度・研修プログラムを行い、2021年３
月には、学会認定「小児がん看護師」一期生16
名が誕生したことが報告された。

　　また、認定コースの集合研修は、コロナ禍で
あったためオンラインで2回開催したことが報告
された。

　（10）プログラム委員会
　　小川理事より、 第19回学術集会開催に向け

て、プログラム委員長として、現地のプログラ

ム委員会、一般社団法人 日本小児血液・がん
学会、公益財団法人がんの子どもを守る会と連
携してきたことが報告された。また、第20回学
術集会開催に向けても、準備を行ってきたこと
が報告された。

４）2021年度会計報告および監査報告
　永吉理事より、2021年度の会計収支決算につい
て、資料3-1に基づき報告がされた。経常収益計
14,041,241円。受取り寄付金として、本学会認定
制度事業より7,020,000円の寄付を含めている。経
常費用計3,456,485円、 当期正味財産額10,584,756
円、次期繰越正味財産額23,502,398円であった。
　渡邊監事より、資料3-2に基づき、2021年度収
支決算書および計算書類において監査を行った結
果、公正妥当なものと判断し、且つ事業の運営が
適切に行われたことを認めたことが報告された。
５）定款施行細則の改正について
　上別府理事長より、定款施行細則の改正につい
て、資料4に基づき報告がされた。
第２条（理事の選任）
　２�　理事は、評議員の中から選挙によって選出

され、総会において選任される。
　５�　任期途中で1名以上の理事が欠け、理事会

で補充が必要と判断した場合には、選挙で次
点の評議員を理事として推薦し、理事会で承
認する。

第３条（監事の選任）
　２�　監事は、評議員の中から選挙によって選出

され、総会において選任される。
　４�　任期途中で1名以上の監事が欠け、理事会

で補充が必要と判断した場合には、選挙で次
点の評議員を監事として推薦し、理事会で承
認する。

　この改正は、令和４年７月30日から施行されて
いることが報告された。
６）その他
　（1）2022年度理事会報告
　　上別府理事長から、2022年度は理事会も各委

員会活動もオンラインを中心に活動を行ってき
ている。教育研修制度、20周年記念事業、役員
の改正について議論し実施したことが報告され
た。

６．審議事項
１）2023年度事業計画ついて
　上別府理事長より、資料5に基づき、2023年度
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事業計画案が示された。会場からの質問および異
議なく、挙手にて過半数の承認が得られたため、
事業計画が可決された。
２）2023年度予算案について
　永吉理事より、資料６に基づき、2023年度予算
案が示された。2022年度決算は、12月末日となる
ため、次期繰越正味財産額は空欄であることが説
明された。会場からの質問および異議なく、挙手
にて過半数の承認が得られたため予算案について
可決された。
３）新理事・監事の選任について
　選挙管理委員長小川理事から、2022年８月に評
議員宛にメールで理事選挙を告示し、郵送で投票
を行っている。29名の評議員のうち26名から投票
用紙が郵送され、すべての投票用紙が有効であっ
た。理事・監事選挙の結果として、小川純子、河
俣あゆみ、小林京子、塩飽仁、竹之内直子、永吉
美智枝、新家一輝、平田美佳、古橋知子、松岡真
里（以上、理事）濱中喜代、渡邊輝子（以上、監事）
の氏名が報告された。会場からの質問および異議
なく、挙手にて過半数の承認が得られたため、理
事・監事は可決された。
　承認された理事・監事は登壇し、紹介された

（小林理事は欠席）。理事の互選により、理事長は
小川理事が務める。副理事長は、塩飽理事・松岡
理事が務める。今後の委員会構成は、次年度に新
理事体制で検討して、報告される予定であると述
べられた。

７．議長退任
　すべての報告、審議が終了したため、総会の上
別府議長は退任となり、以後、司会は佐藤理事が
行った。

８．第20回日本小児がん看護学会学術集会長挨拶
　第20回日本小児がん看護学会学術集会（2022年
11月25-27日　東京）の学術集会長である上別府
圭子氏（所属：国際医療福祉大学大学院）より挨
拶がされた。
　現時点で、 登録者は1,400名を超えており、
Webのみの参加者は300名程度であることが報告
された。どの会場でも、熱気にあふれる発表や
ディスカッションがされている。このように、現
地で会えたことの喜びが述べられた。

９．今後の学術集会について
　上別府理事長より、第21回日本小児がん看護学
術集会（2023年９月29日-10月１日　ロイトン札
幌）の学術集会長として、松澤明美氏（所属：北
海道大学大学院�保健科学研究院）が任命された
ことが述べられた。また、第22回日本小児がん看
護学術集会（2024年12月５日-７日　京都国際会
議場予定）の学術集会長として、松岡真里氏（所
属：三重大学）が任命されたことが述べられた。

10．第21回日本小児がん看護学会学術集会長挨拶
　第21回日本小児がん看護学会学術集会（2023年
９月29日-10月１日　ロイトン札幌）の学術集会
長である松澤明美氏（所属： 北海道大学大学院�
保健科学研究院）より挨拶がされた。ハイブリッ
ド形式になるか、開催形式は未定ではあるが、札
幌でお会いできるよう、そして魅力的なプログラ
ムとなるように検討していきたいことが述べられ
た。

11．閉会
　司会の佐藤理事より2022年度日本小児がん看護
学会総会の閉会が宣言された。総会終了の後、研
究奨励賞の表彰式が行われた。

　この議事録が正確であることを証し、以上の議
事を認め署名捺印する。

　令和４年12月19日

理事長

議　長

議事録署名人

議事録署名人

議事録署名人

議事録署名人
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2022年度 理事・監事・委員会名簿

	 《理事》
	 　　理事長			   上別府圭子
	 　　副理事長			   塩飽　　仁，小川　純子
	 　　理　事			   河俣あゆみ
	 　　理　事			   小林　京子
	 　　理　事			   佐藤　伊織
	 　　理　事			   竹之内直子
	 　　理　事			   永吉美智枝
	 　　理　事			   佐藤　伊織
	 　　理　事			   濵田　裕子
	 　　理　事			   平田　美佳
	 　　理　事			   松岡　真里

	 《監事》				    濱中　喜代，渡邊　輝子

	 《委員会》
	 　　将来計画委員会		  上別府圭子，塩飽　　仁，小川　純子，込山　洋美，永吉美智枝，
					     佐藤　伊織
	 　　教育委員会			  松岡　真里，竹之内直子，津村　明美，大西　文子，柴田　映子，
					     栗林　佑季，宮澤真由美
	 　　編集委員会			  小林　京子，祖父江育子，名古屋祐子，浅野みどり，塚原和香奈，
					     賀数　勝太
	 　　国際交流委員会		  平田　美佳，入江　　亘，新家　一輝，渡邊　輝子，小川　純子
	 　　ケア検討委員会		  竹之内直子，白井　　史，濱田　米紀，笹木　　忍，内田　雅代
	 　　学術検討委員会		  河俣あゆみ，佐藤　伊織，涌水　理恵，笹木　　忍
	 　　広報委員会			  塩飽　　仁，法橋　尚宏，堀　　妙子
	 　　研究助成委員会		  濵田　裕子，楢木野裕美，田村　恵美
	 　　認定委員会			  小川　純子，永吉美智枝，古橋　知子，中谷　扶美，井上　玲子，
					     富岡　晶子
	 　　プログラム委員会		  小川　純子，塩飽　　仁，竹内　幸江

	 《会計》				    永吉美智枝

	 《庶務》				    佐藤　伊織

	 《事務局》			   佐藤　伊織，永吉美智枝，副島　尭史，村田　　翔
	 　　〒170-0002
	 　　東京都豊島区巣鴨1-24-1 4F　(株)ガリレオ内

	 《第20回学術集会会長》		  上別府圭子（国際医療福祉大学大学院）
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活　動　計　算　書
（2022年１月１日～2022年12月31日）

特定非営利活動法人　日本小児がん看護学会
� （単位：円）
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監　査　報　告　書

� 令和５年３月 13 日

特定非営利活動法人
日本小児がん看護学会

理事長　小川　純子　殿

　私は、日本小児がん看護学会の2022（令和４）年度収支決算（2022年１月１日

から2022年12月31日まで）にあたり、その活動計算書および計算書類について、

通常実施すべき監査を行った結果、当学会の会計処理と手続きは、公正妥当のも

のと判断し、且つ、事業の運営が適切なものと認めますのでご報告します。
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2023年度　特定非営利活動に係わる事業会計活動予算書（案）
（2023年１月１日～2023年12月31日）

特定非営利活動法人　日本小児がん看護学会
� （単位：円）
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2022年度 事業報告書

2022年１月１日から2022年12月31日まで

特定非営利活動法人　日本小児がん看護学会
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2023年度 事業計画書

2023年１月１日から2023年12月31日まで

特定非営利活動法人　日本小児がん看護学会

 

2023年度事業計画書 

2023年１月１日から 2023年12月31日まで 

 

特定非営利活動法人 日本小児がん看護学会 

 

１  事業実施の方針 

 研究活動、国内外の情報収集を通じて、小児がん看護にかかわる最新の知見を得て、日本の臨

床で適応可能な看護を探求してゆく。学会を開催し、得られた知見を小児がん患者および家族に

かかわる看護職者及びその他の職種へ広く伝達し、看護実践を向上させる。 

 

２  事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

定款の事業名 
事業内容 実施予定 

日  時 

実施予定 

場  所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予定人数 

支出見込

額(千円) 

（１）学会誌の発行 学会誌の発行 

 

2023年 

9月 

全国 10人 会員と会員外の

専門職約600人 

750 

学会抄録集の発行 2023年 

9月 

全国 10人 会員と学会参加

者約500人 

700 

（２）学術集会・研

修会等の開催 

第21回日本小児が

ん看護学会の開催 

2023年 

9-10月 

北海道 30人 小児がんの子ど

ものケア従事者

約1,000人 

500 

第22回日本小児が

ん看護学会の開催

準備 

2023年 

1月-12月 

京都府 30人 小児がんの子ど

ものケア従事者

約1,000人 

100 

第19回小児がん看

護研修会 

2023年 

8月 

東京都 

 

10人 小児がんの子ど

ものケアに従事

する看護師ほか

約150名 

296 

2023年度教育セミ

ナー 

2023年 

9-10月 

北海道 10人 小児がんの子ど

ものケアに従事

する看護師ほか1

50人 

（学会事業

費 に 含 ま

れる） 

（３）小児がん看護

師の認定等に関す

る事業 

認定制度活動事業

（研修の実施、小

児がん看護師の認

定） 

随時 全国 10人 会員と会員外の

専門職約200人 

3,719 

（４）機関紙の発行 機関紙第35号・36

号の発行(web) 

2023年 

6月・10月 

全国 10人 会員と会員外の

専門職約1000人 

0 

（５）小児がん看

護の実践・教育・

研究に関する情報

交換 

 

 

 

海外学術団体との

交流（国際小児が

ん学会（SIOP 202

3）参加） 

2023年 

9-10月 

オタワ 

(カナダ) 

 

 5人 主に看護部会へ

の参加者50人 

（参加者 

自己負担） 

各種調査・研究の

実施・成果の公表 

随時 全国 15人 看護師・専門職

者・小児がんの子

どもと家族約250

0人 

  0 
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ケア検討活動事業 

（小児がん患者の

ケアの研究および

臨床現場のケア改

善を目指した活

動） 

随時 全国 20人 看護師・専門職

者・小児がんの子

どもと家族約250

0人 

190 

学術検討活動事業 

（研究活動促進・

活発な学術交流に

向けた会員への支

援） 

2023年 

1-12月 

東京都 10人 会員と会員外の

専門職約500人 

100 

国際交流検討活動

事業（海外の小児

がん医療・看護に

関する研鑽機会の

提供） 

随時 全国 4人 会員と会員外の

専門職約50人 

405 

将来計画活動事業 

（学会運営方針の

検討、日本・海外の

小児がん事情につ

いて情報収集） 

随時 全国 7人 看護師・専門職

者・小児がんの子

どもと家族約250

0人 

50 

研究奨励事業 

（学会誌の投稿論

文からの優秀論文

の選考・表彰） 

2023年 

11月 

 

東京都 7人 

 

 

看護師・専門職者

等のうち、学会誌

へ投稿した論文

著者（約2名） 

33 

研究活動助成事業 

（会員への研究費

助成） 

2023年 

9月 

全国 3人 会員2名  105 

会員および家族お

よび関連団体に向

けた小児がんに関

する情報発信・交

流 

随時 全国 10人 会員、メーリングリ

スト登録者、及び

ホームページ閲

覧者（看護師・専

門職者・小児がん

の子どもと家族

約1000人） 

100 

（６）国内外の関係

学会、各地の親の会

との交流 

第21回日本小児が

ん看護学会合同セ

ッションを実施 

2023年 

9-10月 

北海道 10人 

 

参加者約200人 （学会事業

費 に 含 ま

れる） 

（７）その他本会の

目標達成に必要な

活動 

なし      

 

（２）その他の事業 

定款の事業名 事業内容 
実施予定 

日時 

実施予定 

場所 

従事者の予定 

人 数 

支出見込

額(千円) 

 本年度は実施しない     
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第１章　総　則
（名称）
第�１条　この法人は、特定非営利活動法人　日本
小児がん看護学会という。

（事務所）
第�２条　この法人は、事務所を東京都豊島区に置
く。

（目的）
第�３条　この法人は、小児がんの子どもと家族を
支援する看護職・関連職種および支援に携わる
者に対し、より高度な知識・技術を得るための
研鑽の機会を設けることで、看護実践と教育・
研究の向上・発展に資すること、加えて広く市
民に対し小児がんの子どもと家族への理解を深
め、子どもの健康維持・増進に関心を深めるた
めの活動を行い、これらをもって医療福祉の増
進に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）
第�４条　この法人は、前条の目的を達成するた
め、特定非営利活動促進法（以下「法」という。）
第２条の別表に掲げる項目のうち、次の特定非
営利活動を行う。

　⑴　保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　⑵�　学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図

る活動
　⑶　子どもの健全育成を図る活動
　⑷�　前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は

活動に関する連絡、助言又は援助の活動

（事業の種類）
第�５条　この法人は、第３条の目的を達成するた
め、特定非営利活動に係る事業として、次の事
業を行う。

　⑴　学会誌の発行
　⑵　学術集会・研修会等の開催
　⑶　小児がん看護師の認定等に関する事業

　⑷　機関紙の発行
　⑸�　小児がん看護の実践・教育・研究に関する

情報交換
　⑹‌�　国内外の関係学会、各地の親の会との交流
　⑺　その他本会の目的達成に必要な活動
２　この法人は、次のその他の事業を行う。
　⑴　出版事業
　⑵�　その他本会の運営を円滑にするために必要

な事業
３�　前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に
支障がない限り行うものとし、その利益は、同
項に掲げる事業に充てるものとする。

第２章　会　員
（種別）
第�６条　この法人の会員は、次の３種とし、正会
員をもって特定非営利活動促進法上の社員とす
る。

　⑴�　正会員　　この法人の目的に賛同して入会
した個人

　⑵�　賛助会員　この法人の目的に賛同し賛助す
るために入会した個人及び団体

　⑶�　名誉会員　理事長を務めた正会員、あるい
は本学会の社会的評価を高める功績および学
会運営に特段の功績をあげた正会員の中から
理事会が推薦し、総会で承認された個人

（入会）
第�７条　正会員は、小児がん看護の実践、教育又
は研究に従事する者及び小児がんの子どもと家
族を支援している者のいずれかであり、本会の
趣旨に賛同するものとする。

２�　会員として入会しようとするものは、別に定
める入会申込書により、理事長に申し込むもの
とする。

３�　理事長は、前項の申し込みがあったとき、正
当な理由がない限り、入会を認めなければなら
ない。

４�　理事長は、第２項のものの入会を認めないと

特定非営利活動法人　日本小児がん看護学会定款
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きは、速やかに、理由を付した書面をもって本
人にその旨を通知しなければならない。

（会費）
第�８条　会員は、総会において別に定める会費を
納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第�９条　会員が次の各号の一に該当する場合に
は、その資格を喪失する。

　⑴　退会届を提出したとき。
　⑵�　本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受

け、又は会員である団体が消滅したとき。
　⑶　継続して２年以上会費を滞納したとき。
　⑷　除名されたとき。

（退会）
第�10条　会員は、理事長が別に定める退会届を理
事長に提出して、任意に退会することができ
る。

２�　既に納入した会費、その他の拠出金品は、返
還しない。

（除名）
第�11条　会員が次の各号の一に該当する場合に
は、総会の議決により、これを除名することが
できる。

　⑴　この定款等に違反したとき。
　⑵�　この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反す

る行為をしたとき。
２�　前項の規定により会員を除名しようとする場
合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与え
なければならない。

第３章　役　員
（種別及び定数）
第12条　この法人に、次の役員を置く。
　⑴　理事　４人以上20人以内
　⑵　監事　２人以上４人以内
２�　理事のうち１人を理事長、2人を副理事長と
する。

（選任等）
第�13条　理事及び監事は、総会において選任す
る。

２　理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
３�　役員のうちには、それぞれの役員について、
その配偶者若しくは三親等以内の親族が１人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者
及び三親等以内の親族が役員の総数の３分の１
を超えて含まれることになってはならない。

４�　監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねては
ならない。

（職務）
第�14条　理事長は、この法人を代表し、その業務
を総括する。

２�　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故
があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長
があらかじめ指名した順序によって、その職務
を代行する。

３�　理事は、理事会を構成し、この定款の定め及
び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執
行する。

４　監事は、次に掲げる職務を行う。
　⑴　理事の業務執行の状況を監査すること。
　⑵　この法人の財産の状況を監査すること。
　⑶�　前２号の規定による監査の結果、この法人

の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若
しくは定款に違反する重大な事実があること
を発見した場合には、これを総会又は所轄庁
に報告すること。

　⑷�　前号の報告をするために必要がある場合に
は、総会を招集すること。

　⑸�　理事の業務執行の状況又はこの法人の財産
の状況について、理事に意見を述べ、もしく
は理事会の招集を請求すること。

（任期等）
第�15条　役員の任期は、２年とする。ただし、再
任を妨げない。

２�　前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任
されていない場合には、任期の末日後最初の総
会が終結するまでその任期を伸長する。
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３�　補欠のため、又は増員により就任した役員の
任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
残存期間とする。

４�　役員は、辞任又は任期満了後においても、後
任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ
ばならない。

（欠員補充）
第�16条　理事又は監事のうち、その定数の３分の
１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを
補充しなければならない。

（解任）
第�17条　役員が次の各号の一に該当する場合に
は、総会の議決により、これを解任することが
できる。

　⑴�　心身の故障のため、職務の遂行に堪えない
と認められるとき。

　⑵�　職務上の義務違反その他役員としてふさわ
しくない行為があったとき。

２�　前項の規定により役員を解任しようとする場
合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与え
なければならない。

（報酬等）
第18条　役員は、報酬を受けない。
２�　役員には、その職務を執行するために要した
費用を弁償することができる。

３�　前２項に関し必要な事項は、総会の決議を経
て、理事長が別に定める。

第４章　会　議
（種別）
第�19条　この法人の会議は、総会及び理事会の２
種とし、総会は、通常総会および臨時総会とす
る。

（総会の構成）
第20条　総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）
第21条　総会は、以下の事項について議決する。

　⑴　定款の変更
　⑵　解散
　⑶　合併
　⑷　事業計画及び活動予算
　⑸　役員の選任及び解任、職務及び報酬
　⑹　会費の額
　⑺　会員の除名
　⑻�　借入金（その事業年度内の収入をもって償

還する短期借入金を除く。第47条において同
じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

　⑼　解散における残余財産の帰属
　⑽　その他運営に関する重要事項

（総会の開催）
第22条　通常総会は、毎年１回開催する。
２　臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
　⑴�　理事会が必要と認め、招集の請求をしたと

き。
　⑵�　正会員総数の５分の１以上から会議の目的

を記載した書面により招集の請求があったと
き。

　⑶�　監事が第14条第４項第４号の規定に基づい
て招集するとき。

（総会の招集）
第�23条　総会は、前条第２項第３号の場合を除い
て、理事長が招集する。

２�　理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規
定による請求があったときは、その日から30日
以内に臨時総会を招集しなければならない。

３�　総会を招集するときは、会議の日時、場所、
目的及び審議事項を記載した書面等により、開
催の日の少なくとも７日前までに通知しなけれ
ばならない。

（総会の議長）
第�24条　総会の議長は、その総会において、出席
した正会員の中から選出する。

（総会の定足数）
第�25条　総会は、正会員総数の４分の１以上の出
席がなければ開会することはできない。
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（総会の議決）
第�26条　総会における議決事項は、第23条第３項
の規定によってあらかじめ通知した事項とす
る。

２�　総会の議事は、この定款に規定するもののほ
か、出席した正会員の過半数をもって決し、可
否同数のときは、議長の決するところによる。

（総会での表決権等）
第�27条　各正会員の表決権は平等なるものとす
る。

２�　むを得ない理由により総会に出席できない正
会員は、あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人
として表決を委任することができる。

３�　前項の規定により表決した正会員は、第25
条、前条第2項、次条第１項第２号及び第48条
の規定の適用については出席したものとみな
す。

４�　総会の議決について、特別の利害関係を有す
る正会員は、その議事の議決に加わることがで
きない。

（総会の議事録）
第�28条　総会の議事については、次の事項を記載
した議事録を作成しなければならない。

　⑴　日時及び場所
　⑵�　正会員総数及び出席者数（書面表決者又は

表決委任者がある場合にあっては、その数を
付記すること。）

　⑶　審議事項
　⑷　議事の経過の概要及び議決の結果
　⑸　議事録署名人の選任に関する事項
２�　議事録には、議長及びその会議において選任
された議事録署名人２名が署名し、押印しなけ
ればならない。

（理事会の構成）
第29条　理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の権能）
第�30条　理事会は、事業報告及び収支決算を始め

とするこの定款に別に定めるもののほか、次の
事項を議決する。

　⑴　総会に付議すべき事項
　⑵　総会の議決した事項の執行に関する事項
　⑶�　その他総会の議決を要しない業務の執行に

関する事項

（理事会の開催）
第�31条　理事会は、次の各号の一に該当する場合
に開催する。

　⑴　理事長が必要と認めたとき。
　⑵�　理事総数の２分の１以上から理事会の目的

である事項を記載した書面等により招集の請
求があったとき。

　⑶�　第14条第４項第５号の規定により、監事か
ら招集の請求があったとき。

（理事会の招集）
第32条　理事会は、理事長が招集する。
２�　理事長は、前条第２号及び第３号の規定によ
る請求があったときは、その日から14日以内に
理事会を招集しなければならない。

３�　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、
目的及び審議事項を記載した書面等により、開
催の日の少なくとも５日前までに通知しなけれ
ばならない。

（理事会の議長）
第�33条　理事会の議長は、理事長がこれにあた
る。

（理事会の議決）
第�34条　理事会における議決事項は、第32条第３
項の規定によってあらかじめ通知した事項とす
る。

２�　理事会の議事は、理事総数の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。

（理事会の表決権等）
第�35条　各理事の表決権は、平等なるものとす
る。
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２�　やむを得ない理由のため理事会に出席できな
い理事は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決することができる。

３�　前項の規定により表決した理事は、次条第１
項第２号の適用については、理事会に出席した
ものとみなす。

４�　理事会の議決について、特別の利害関係を有
する理事は、その議事の議決に加わることがで
きない。

（理事会の議事録）
第�36条　理事会の議事については、次の事項を記
載した議事録を作成しなければならない。

　⑴　日時及び場所
　⑵�　理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面

表決者にあっては、その旨を付記すること。）
　⑶　審議事項
　⑷　議事の経過の概要及び議決の結果
　⑸　議事録署名人の選任に関する事項
２�　議事録には、議長及びその会議において選任
された議事録署名人２名が署名し、押印しなけ
ればならない。

第５章　資　産
（構成）
第�37条　この法人の資産は、次の各号に掲げるも
のをもって構成する。

　⑴　設立当初の財産目録に記載された資産
　⑵　会費
　⑶　寄付金品
　⑷　財産から生じる収益
　⑸　事業に伴う収益
　⑹　その他の収益

（区分）
第�38条　この法人の資産は、これを分けて特定非
営利活動に係る事業に関する資産、その他の事
業に関する資産の２種とする。

（管理）
第�39条　この法人の資産は、理事長が管理し、そ
の方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定

める。

第６章　会　計
（会計の原則）
第�40条　この法人の会計は、法第27条各号に掲げ
る原則に従って行わなければならない。

（会計区分）
第�41条　この法人の会計は、これを分けて、特定
非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計
の２種とする。

（事業年度）
第�42条　この法人の事業年度は、毎年１月１日に
始まり、同年12月31日に終わる。

（事業計画及び予算）
第�43条　この法人の事業計画及びこれに伴う予算
は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の
議決を経なければならない。

２�　前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由
により予算が成立しないときは、理事長は、理
事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年
度の予算に準じ収益費用を講じることができ
る。

３�　前項の収益費用は、新たに成立した予算の収
益費用とみなす。

（予備費）
第�44条　（削除）

（予算の追加及び更正）
第�45条　予算成立後にやむを得ない事由が生じた
ときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加
又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）
第�46条　この法人の事業報告書、財産目録、貸借
対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、
監事の監査を受け、理事会の議決を経なければ
ならない。
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２�　前項の理事会の議決を経た決算に関する書類
は、次年度の通常総会において、その内容を報
告するものとする。

３�　決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に
繰り越すものとする。

（臨機の措置）
第�47条　予算をもって定めるもののほか、借入金
の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権
利の放棄をしようとするときは、総会の議決を
経なければならない。

第７章　定款の変更、解散及び合併
（定款の変更）
第�48条　この法人が定款を変更しようとするとき
は、総会に出席した正会員の４分の３以上の多
数による議決を経、かつ、法第25条第３項に規
定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得
なければならない。

（解散）
第�49条　この法人は、次に掲げる事由により解散
する。

　⑴　総会の決議
　⑵�　目的とする特定非営利活動に係る事業の成

功の不能
　⑶　正会員の欠亡
　⑷　合併
　⑸　破産手続開始の決定
　⑹　所轄庁による設立の認証の取消し
２�　前項第１号の事由によりこの法人が解散する
ときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得
なければならない。

３�　第１項第２号の事由により解散するときは、
所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）
第�50条　この法人が解散（合併又は破産手続開始
の決定による解散を除く。）したときに残存す
る財産は、法第11条第３項に掲げる者のうち、
解散の総会で定める者に譲渡するものとする。

（合併）
第�51条　この法人が合併しようとするときは、総
会において正会員総数の４分の３以上の議決を
経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第８章　公告の方法
（公告の方法）
第�52条　この法人の公告は、この法人の掲示場に
掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただ
し、法第28条の２第１項に規定する貸借対照表
の公告については、この法人のホームページに
おいて行う。

第９章　事務局
（事務局の設置）
第�53条　この法人に、この法人の事務を処理する
ため、事務局を設置する。

２　事務局には、事務局長及び職員を置く。

（職員の任免）
第�54条　事務局長及び職員の任免は、理事長が行
う。

（組織及び運営）
第�55条　事務局の組織及び運営に関し必要な事項
は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め
る。

第10章　雑則
（細則）
第�56条　この定款の施行について必要な細則は、
理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
１�　この定款は所轄庁の認証日以降施行する。
２‌�　この定款は、この法人の成立の日から施行す
る。

３�　この法人の設立当初の役員は、第13条第１項
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
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　　理事長　　梶山　祥子
　　副理事長　丸　　光惠
　　副理事長　門倉美知子
　　理　事　　内田　雅代
　　理　事　　野中　淳子
　　理　事　　森　美智子
　　理　事　　塩飽　　仁
　　理　事　　石川　福江
　　理　事　　小原　美江
　　理　事　　小川　純子
　　理　事　　富岡　晶子
　　理　事　　前田　留美
　　監　事　　石橋朝紀子
　　監　事　　吉川久美子
４�　この法人の設立当初の役員の任期は、第15条
第１項の規定にかかわらず、この法人の成立の
日から平成23年３月31日までとする。

５�　この法人の設立当初の事業年度は、第42条の
規定にかかわらず、この法人の成立の日から平
成22年３月31日までとする。

６�　この法人の設立当初の事業計画及び収支予算

は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定
めるところによる。

７�　この法人の設立当初の会費は、第８条の規定
にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、
賛助会員については、毎年一口以上とし、年に
よって変動しても構わないものとする。

　⑴　正会員　　年5,000円
　⑵　賛助会員　（個人）年一口当たり10,000円
　　　　　　　　（団体）年一口当たり50,000円
８�　この定款は、長野県知事の変更認証のあった
日から施行する。

９�　この法人の設立当初の役員の任期は、第15条
第１項及び定款附則３の規定にかかわらず、こ
の法人の成立の日から平成22年12月31日までと
する。

　上記は当法人の定款に相違ありません。
　　　　　　特定非営利活動法人
　　　　　　日本小児がん看護学会
� 理　事　　上別府　圭　子
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　日本小児がん看護学会では、論文中の個人情報
保護にかかわるガイドラインを「疫学研究に関す
る倫理指針」（平成14年６月17日　文部科学省・
厚生労働省発行）に準拠し作成したので、投稿の
際には、下記の基準に従って作成してください。

１．対象となる個人情報
　本ガイドラインにおける「個人情報」とは、そ
の個人が生存するしないにかかわらず、個人に関
する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生
年月日その他の記述などにより特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と容易に照合す
ることができ、それにより特定の個人を識別する
ことができることになるものを含む）をいいま
す。※例えば、論文中に親や家族の職業を記載す
る場合、養護学校教員や医師・看護師など特定さ
れやすいものより教員あるいは医療職者などの記
述をする配慮を行う。

２．論文中の個人情報
　論文中には、以下の項目に関して個人情報が含
まれている可能性があります。個人情報保護のた
めの配慮として、該当部分の削除、匿名化、概略
化を行って下さい。匿名化とは、個人を識別する
ことができる情報の全部又は一部を取り除き、代
わりにその人と関わりのない符号又は番号を付す
ことをいいます。具体的な匿名化、概略化の例を
以下に示します。
＜研究方法＞
　・�調査対象や調査施設、調査地域などに個人を

特定しうる名称や生年月日、固有名詞（病院
名や市町村の名前など）を含まないように匿
名化して記載してください。

　　　例：東京都　→　A県
　・�実際の人口や世帯数、入院日数などの数値は

地域や個人の特定につながる可能性がありま
すので、例のように概略化を行ってくださ
い。

　　　例：人口　83,823人　→　人口　約８万４千人

＜研究結果＞
　・�個々の事例の記載について前述の個人情報に

該当するものがないかご確認ください。
＜謝辞＞
　・�病院名、個人名などが含まれる謝辞は研究対

象者個人の識別が可能になる場合があります。

　�　上記以外にも個人を特定できる情報はありま
すので、個人情報保護のための表現上の配慮を
お願いします。

３．個人情報の保護に関する責任
　論文中の個人情報の保護に関して問題が発生し
た場合は著者がその責任を負いますので、確認お
よび個人情報保護のための表現上の配慮を著者の
責任において確実に行ってくださるようお願いい
たします。

４．その他
　転載許諾が必要なものを引用する場合には、

（例えば商標登録されているアニメキャラクター
等）掲載許可を得て掲載してください。

� 平成16年11月21日　　　　
� 平成20年６月21日　　　　
� 日本小児がん看護学会

日本小児がん看護学会投稿規定
６．掲載費用
　別刷料について
　　費用は自己負担で、代金は以下の通りです。
� 10頁以内（50部単位で）…   5,000円
� （100部）…   9,000円
� 20頁以内（50部単位で）…   8,000円
� （100部）… 15,000円
※�別冊については、編集委員会事務局より投稿者

へ申し込み用紙をお送りいたします。

論文中の個人情報保護にかかわるガイドライン
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１．投稿者の資格
　�　投稿者は本学会会員に限る。共著者もすべて
会員であること。但し、編集委員会から依頼さ
れた原稿についてはこの限りではない。

２�．原稿の種類は総説、原著、研究報告、実践報
告、資料、その他とする。

　１�）総説：主題について多角的に知見を集め、
総合的に学問的状況を概説し、現状と展望を
明らかにしたもの。

　２�）原著：主題にそって行われた実験や調査の
オリジナルなデータ、資料に基づき新たな知
見、発見が論述されているもの。

　３�）研究報告：主題にそって行われた実験や調
査に基づき論述されているもの。

　４�）事例研究：小児がん看護に関する現象を事
例として提示し、有用な知見を論述したもの。

　５�）実践報告：ひとつもしくは複数の症例や臨
床現場の実態を踏まえて行われた看護につい
て報告し、論述されているもの。

　６�）資料：主題に関連する有用な調査データや
文献等に説明を加えたもので、資料としての
価値があるもの。

　７�）その他
３．投稿の際の注意
　１�）投稿論文の内容は、他の出版物（国内外を

問わず）にすでに発表あるいは投稿されてい
ないものに限る。

　２�）人を対象にした研究論文は、別紙の倫理基
準に適合しているもので、対象の同意を得た
旨を明記する。また学会、公開の研究会等で
発表したものは、その旨を末尾に記載する。

４．著作権
　１�）著作権は本学会に帰属する。受理決定後は

本学会の承諾なしに他誌に掲載することを禁
ずる。最終原稿提出時に、編集委員会より提
示される著作権譲渡同意書に著者全員が自筆
署名し、論文とともに送付すること。

　２�）本学会誌に掲載された執筆内容が第三者の
著作権を侵害するなどの指摘がなされた場合

には、執筆者が責任を負う。
５．原稿の受付および採否
　１�）投稿原稿の採否は査読を経て編集委員会が

決定する。
　２�）編集委員会の決定によって返送され、再提

出を求められた原稿は原則として３ヶ月以内
に再投稿すること。

　３�）編集委員会の決定により、原稿の種類の変
更を投稿者に求めることがある。

　４�）投稿された論文は理由の如何を問わず返却
しない。

　５�）著者校正　著者校正を１回行う。但し、校
正の際の加筆は原則として認めない。

６．掲載費用
　１�）掲載料　規定枚数を超過した分について

は、所要経費を著者負担とする。
　２�）別刷料　別刷はすべて実費を著者負担とす

る。
　３�）その他　図表等、印刷上、特別な費用を必

要とする場合は著者負担とする。
７．原稿執筆の要領
　�　下記のほか、 特に定めのない場合は、The 
American Psychological Association（APA）
論文作成マニュアル（最新版）に従うこと。

　１�）原稿の書式はＡ４サイズで１行全角35字、
１ページ30行で15枚以内（図表を含む）とす
る。超過分の必要経費および別刷代金は著者
負担とする。また、査読後の最終原稿の提出
の際には、氏名を明記したCD-RまたはUSB
メモリとともに印刷した最終原稿１部を郵送
すること。

　２�）原稿は新かなづかいを用い、楷書にて簡潔
に記述する。

　３�）外来語はカタカナで、外国人名、日本語訳
が定着していない学術用語などは原則として
活字体の原綴りで書く。

　４�）見出しの段落のはじめ方は、Ⅰ．，Ⅱ．…、
１．，２．…、1），2）…、①，②…などを用い
て明確に区分する。
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　５�）図･表および写真は、原稿のまま印刷する
ため、明瞭に墨書されたものに限り、挿入希
望箇所を本文中に明記する。

　６）文献記載の様式
　　⑴�　引用する文献は、 文中の引用部分の後

に（　）を付し、その中に、著者の姓およ
び発行年次（西暦）を記載する。論文最後
の文献一覧には、筆頭著者の姓のアルファ
ベット順に一括して記載する。また、著者
が3人以上の場合は、３人までを記載し、
それ以降は“他”（英文の場合は“et al.”）と
する。

　　⑵　記載方法は下記の例示のごとくする。
　　　①�雑誌掲載論文…著者名（発行年次）．論

文表題．雑誌名，巻(号)，頁．
　　　例�）森美智子（2006）．Children’s Mood scale

の開発．小児がん看護，1(1)，13-24．
　　　②�単行書…著者名（発行年次）．本の表題．

発行地，発行所．
　　　例�）樋口明子（2009）．患者会・サポート

グループ．In: 丸光恵，石田也寸志，監
修．ココからはじめる小児がん看護．東
京，へるす出版．pp.299-304．

　　　例�）Walsh F (2006). Strengthening 
Family Resilience. New York, The 
Guilford Press．

　　　③�翻訳書…著者名（原稿のまま）（原書発
行年次）／訳者名（翻訳書の発行年次）．
翻訳書表題．発行所．

　　　例�）Schwartz CL, Hobbie WL, Constine 
LS, et al. (2005)／日本小児白血病リン
パ腫研究グループ（JPLSG） 長期フォ
ローアップ委員会，監訳（2008）．小児
がん経験者の長期フォローアップ　集学
的アプローチ．東京，日本医学館．

　　　④�オンライン文献…発行機関名（調査／発
行年次）．表題．アクセス年月日，ペー
ジのURL

　　　例�）厚生労働省統計情報部人口動態・保健
統計課保健統計室（2010）．平成22年度
我が国の保健統計：１患者の動向．平成
25年７月19日アクセス，

　　　　http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/
　　　　hw/hoken/national/22.html
　※�統計や法制など官公庁や公的機関からだされ

ている情報のみオンライン文献の使用を認め
る。

　７�）原稿には表紙を付し、上半分には表題、英
文表題、著者名（ローマ字も）、所属機関名、
図表および写真等　の数を書き、キーワード
を日本語・英語でそれぞれ３～５語程度記載
する。下半分には朱書で希望する原稿の種
類、別刷必要部数、著者全員の会員番号、編
集委員会への連絡事項および連絡者の氏名・
住所・TEL・FAX・E-mailを付記すること。

　８�）原著、研究報告および事例研究は、250語
程度の英文要旨ならびに400字程度の和文要
旨をつけること。英文抄録は表題、著者名、
所属、本文の順にダブルスペースでタイプす
る。実践報告・資料等は、400字程度の和文
要旨をつけること。

８．投稿手続き
　１�）投稿原稿は３部送付する。うち、１部は正

本とし、残りの２部は投稿者の氏名および所
属等、投稿者が特定される可能性のある内容
をすべて削除したものとする。

　２�）原稿は封筒の表に「日本小児がん看護学会
誌投稿論文」と朱書し、下記に簡易書留で郵
送する。

　　〒104-0044　東京都中央区明石町10-1
　　聖路加国際大学大学院看護学研究科小児看護学内
　　日本小児がん看護学会　編集委員会事務局
　　FAX：03-5550-2296

付則
　この規定は、平成16年11月20日から施行する。
　この規定は、平成17年７月24日から施行する。
　この規定は、平成19年10月13日から施行する。
　この規定は、平成20年６月21日から施行する。
　この規定は、平成25年８月24日から施行する。
　この規定は、平成26年１月１日から施行する。
　この規定は、平成29年７月26日から施行する。



－100－

2018年〜2023年　査読者一覧

有田　直子　　岡　　澄子　　河俣あゆみ　　副島　尭史　　高野　政子
津村　明美　　名古屋祐子　　新家　一輝　　濱田　米紀　　平田　美佳
本田　順子　　松岡　真里　　山路野百合　　和田久美子　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50音順）

編　集　後　記

　新型コロナウイルス感染症の影響を残しながらも、世界が少しずつあるいは一部は急速に活発さ

を取り戻しているように思います。この数年は、小児がん経験者に関する論文がコンスタントに

掲載され、経験者への支援への重要性の認識が浸透したように感じます。症状に対する看護ケア、

子どもと家族、友人、学校、様々な領域が今回の学会誌にも掲載されています。皆様の研究、実践、

教育の活動が引き続き学会誌を通じて会員の皆様に届きますこと嬉しく思います。

� 編集委員　小林　京子　

　　　　　　　　〈編集委員〉
　　　　　　　委員長：小林　京子（聖路加国際大学大学院）
　　　　　　　委　員：新家　一輝（名古屋大学大学院）
　　　　　　　　　　　祖父江育子（広島大学大学院）
　　　　　　　　　　　法橋　尚宏（神戸大学大学院）
　　　　　　　　　　　竹内　幸江（長野県看護大学）
　　　　　　　　　　　名古屋祐子（宮城県立こども病院）
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　　　　　　　聖路加国際大学大学院看護学研究科小児看護学
　　　　　　　日本小児がん看護学会　編集委員会事務局
　　　　　　　FAX：03-5550-2296
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